
 

 

 

 

平 成 28 年 度 

 

八代市議会総務委員会記録 
 

 

 

 

 

 

審 査 ・ 調 査 案 件 

 

１．３月定例会付託案件 ……………  ２ 

１．所管事務調査 …………………… ９１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 2 9 年 3 月 1 7 日（金曜日） 



 

－1－

総務委員会会議録 

 

平成２９年３月１７日 金曜日 

  午前１０時００分開議 

  午後 ７時００分閉議（実時間４２５分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第２号・平成２８年度八代市一般会計

補正予算・第１０号（関係分） 

１．議案第６号・平成２９年度八代市一般会計

予算（関係分） 

１．議案第１３号・平成２９年度八代市ケーブ

ルテレビ事業特別会計予算 

１．議案第２１号・専決処分の報告及びその承

認について（八代市職員の勤務時間、休暇

等に関する条例の一部を改正する条例） 

１．議案第２２号・専決処分の報告及びその承

認について（八代市職員の育児休業等に関

する条例の一部を改正する条例） 

１．議案第２７号・八代市報酬及び費用弁償条

例の一部改正について 

１．議案第２８号・八代市消防団員の定員、任

用、服務等に関する条例の一部改正につい

て 

１．議案第２９号・八代市個人情報保護条例等

の一部改正について 

１．議案第３１号・八代市市税条例等の一部改

正について 

１．議案第３２号・八代市債権管理条例の制定

について 

１．平成２８年請願第７号・鉄道の安全・安定

輸送及び地域を支える鉄道の発展を求める

意見書の提出方について 

１．所管事務調査 

 ・行財政の運営に関する諸問題の調査 

  （八代市中期財政計画について） 

 ・総合計画の策定推進等に関する諸問題の調

査 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  堀 口   晃 君 

副委員長  堀   徹 男 君 

委  員  亀 田 英 雄 君 

委  員  鈴木田 幸 一 君 

委  員  中 村 和 美 君 

委  員  成 松 由紀夫 君 

委  員  西 濵 和 博 君 

委  員  前 川 祥 子 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 財務部長       岩 本 博 文 君 

  財務部次長     辻 本 士 誠 君 

  財務部政策調整審議員 松 村   浩 君 

  財政課長      尾 﨑 行 雄 君 

  理事兼市民税課長  硴 塚 康 浩 君 

  理事兼資産税課長  浅 田 敏 男 君 

  納税課長      機   智三郎 君 

 建設部 
 
  建設部総括審議員兼 
            湯 野   孝 君 
  次長 
 

 市民環境部長     堀   泰 彦 君 
 
  市民環境部次長兼 
            國 岡 雄 幸 君 
  環境課長 
 

  市民環境部次長   皆 吉 正 博 君 

  市民活動政策課長  川 野 雄 一 君 

  人権政策課長    濵 田 大 祐 君 

 企画振興部長     福 永 知 規 君 

  企画振興部次長   増 住 眞 也 君 

  企画政策課長    野々口 正 治 君 
 
  企画政策課副主幹兼 
            橋 口 伸 一 君 
  行政改革係長 
 

  情報政策課長    生 田   隆 君 
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 総務部長       水 本 和 博 君 

  総務部次長     丸 山 智 子 君 

  人事課長      白 川 健 次 君 

  秘書広報課長    松 川 由 美 君 
 
  首席審議員兼 
            濱 本   親 君 
  危機管理課長 
 

 教育部 

  生涯学習課長    澤 田 宗 順 君 

部局外 

 議会事務局長     東 坂   宰 君 

  議会事務局次長   嶋 田 和 博 君 

                              

○記録担当書記     岩 﨑 和 平 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（堀口 晃君） 皆さん、おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり） 

 それでは、定刻になり、定足数に達しており

ますので、ただいまから総務委員会を開会いた

します。 

 本日委員会に付します案件は、さきに配付し

てあります付託表のとおりであります。 

                              

◎議案第２号・平成２８年度八代市一般会計補

正予算・第１０号（関係分） 

○委員長（堀口 晃君） 最初に、予算議案の

審議に入ります。 

 まず、議案第２号・平成２８年度八代市一般

会計補正予算・第１０号中、当委員会関係分を

議題とし、説明を求めます。 

○財務部長（岩本博文君） おはようございま

す。（｢おはようございます」と呼ぶ者あり）

財務部の岩本でございます。 

 本委員会に付託されました議案につきまして

は、本日は総務委員会審査案件に従いまして、

各担当で説明をさせていただきたいと思います

が、各予算案件で一般会計につきましては、全

体の歳入を辻本財務部次長、歳出での総務費そ

の他関係分を辻本財務部次長及び増住企画振興

部次長、議会関係分を嶋田議会事務局次長、消

防費の総務部関係分を丸山総務部次長が説明い

たします。 

 そのほか、議案第１３号の平成２９年度八代

市ケーブルテレビ事業特別会計予算の外、議案

第２１号以降の事件議案、条例議案の総務委員

会関係分につきましては、それぞれの担当課長

が説明いたします。 

 本委員会につきましては、例年長時間に及び

ますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

○財務部次長（辻本士誠君） おはようござい

ます。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）財務部次長の辻本でございます。よろしく

お願いいたします。それでは、座らせていただ

きまして、説明させていただきます。 

 それでは、別冊となっております議案第２号

・平成２８年度八代市一般会計補正予算・第１

０号をお願いします。こちらでございます。総

務委員会付託分につきまして御説明いたしま

す。 

 １ページをお願いいたします。 

 まず、第１条、歳入歳出予算の補正でござい

ますが、歳入歳出それぞれ１２億９７２０万円

を追加し、補正後の総額を歳入歳出それぞれ７

１３億９６００万円としております。 

 次に、第２条で継続費の補正を、第３条で繰

越明許費の補正を、第４条で債務負担行為の補

正を、第５条で地方債の補正をしております

が、内容につきましては、４ページから１０ペ

ージの表で説明いたします。 

 それでは、４ページをお願いいたします。 

 第２表・継続費補正では、款４・衛生費、項

２・生活環境費の環境センター建設事業におい

て、平成２８年度当初予算で継続費を設定した

際の平成２９年度事業費を２９億１０００万円

としておりましたが、そのうちの緑地エリア工
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事分６６００万円を３０年度事業費分としまし

て年割額を変更するものでございます。 

 ５ページをお願いいたします。 

 第３表・繰越明許費補正では、本年度内の事

業完了が見込めない事業について、繰越明許費

の追加及び変更を行っております。 

 まず、１、追加では、款２・総務費、項１・

総務管理費の財務書類整備事業で１９９万８０

００円の限度額設定を行っておりますが、これ

は、新基準による財務書類の作成に必要な固定

資産台帳の整備が熊本地震により作業がおくれ

たため、年度内完成が困難となり、繰り越しを

行うものでございます。 

 同じく項１・総務管理費の本庁舎被害状況調

査事業（地震災害関連）で３０００万円の限度

額設定を行っておりますが、これは、熊本地震

で損傷しました本庁舎の被害状況を詳しく調査

するもので、１２月に入札を行いましたが、応

札業者がいなかったため、年度内の完了が見込

めませんので、繰り越しを行うものでございま

す。 

 次の項３・戸籍住民基本台帳費の番号制導入

事業で１００２万１０００円の限度額設定を行

っておりますが、これは、今回補正計上してお

りますマイナンバーカードの発行等に要する経

費に係る地方公共団体情報システム機構への交

付金支払いについて、総務省から熊本県を通じ

て繰り越しの処理を行うよう指示がありました

ので、繰り越すものでございます。 

 続きまして、款３・民生費、項１・社会福祉

費の介護基盤緊急整備特別対策事業で１億１６

００万円の限度額設定を行っておりますが、こ

れは、社会福祉法人至誠会が鏡町に整備を進め

ている地域密着型介護老人福祉施設において、

熊本地震の影響により、資材及び作業員が確保

できず、施設の年度内完成が見込めないため、

繰り越しを行うものでございます。これに伴い

まして、次の施設開設準備経費助成特別対策事

業で１７４０万円の限度額設定を行っておりま

すが、地域密着型介護老人福祉施設の完成後に

円滑な施設の開設ができるよう、開設準備経費

に対し助成を行うものであるため、これにつき

ましても繰り越しを行うものでございます。 

 次の項２・児童福祉費の私立保育所施設整備

事業で３８２万９０００円の限度額設定を行っ

ておりますが、これは、揚町保育園の改築が熊

本地震の影響で園舎の解体が完了しないため、

解体に係る部分の補助金を繰り越すものでござ

います。 

 続きまして、項４・災害救助費の住宅応急修

理事業（地震災害関連）で１８７０万２０００

円の限度額設定を行っておりますが、これは、

熊本地震で被災した半壊以上の住宅に対して、

みずからの資力で被災した住宅の修理を行うこ

とができない被災者を対象に応急修理費用を補

助するものですが、申し込み期限が本年４月１

３日までに延長したこと、また、既に申し込み

済みの案件が年度内の完了が見込めないため、

繰り越すものでございます。 

 続きまして、款４・衛生費、項２・生活環境

費の環境センター建設事業で１４億８３３６万

８０００円の限度額設定を行っておりますが、

これは、熊本地震の影響で工事を４カ月中断

し、想定しておりました出来高に達しなかった

ため、繰り越すものでございます。 

 続きまして、款５・農林水産業費、項１・農

業費の経営体育成支援事業（地震災害関連）で

１１億６９７６万９０００円の限度額設定を行

っておりますが、これは、被災農業者向け経営

体育成支援事業補助金の追加募集に伴い、今

回、増額補正分も含めて計上いたしますが、補

助対象の１８９経営体のうち、１５４経営体が

施工業者の不足などにより、年度内の完了が見

込めませんので、繰り越しを行うものでござい

ます。 

 次の被災住宅畳購入支援事業（地震災害関
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連）で１００万円の限度額設定を行っておりま

すが、これは、熊本地震により被災された方が

住宅を再建される際に畳購入に対して補助する

もので、現時点で４件の申請があっております

が、年度内での住宅再建が見込めませんので、

繰り越すものでございます。 

 次の農業生産総合対策事業で７億２５７０万

円の限度額設定を行っております。これは、八

代地域農業協同組合及び株式会社Ｓｏｒａが実

施主体となって、低コスト耐候性ハウスを導入

する事業でありますが、熊本地震の影響によ

り、作業員の確保が困難となり、年度内の完了

が見込めませんので、繰り越すものでございま

す。 

 ６ページをお願いいたします。 

 引き続き、項１・農業費の産地パワーアップ

事業で４億５４２１万３０００円の限度額設定

を行っておりますが、これは、国の２次補正に

伴い、意欲ある農業者等が高収益な作物、栽培

体系への転換を図る取り組みに必要な施設整備

に対して補助するもので、計画策定から着工、

竣工までに期間を要するため、繰り越すもので

ございます。 

 次の市内一円土地改良整備事業で９５０万円

の限度額設定を行っておりますが、これは、鏡

町北新地の道路整備事業に伴う道路拡幅部の用

地取得事務において、一部の地権者の抵当権抹

消手続に不測の日数を要したこと、また、災害

関係の工事が集中したことで、作業員及び資材

等の確保が困難となった理由で入札不調とな

り、年度内竣工ができなくなったため、繰り越

すものでございます。 

 次の農地耕作条件改善事業で６８００万円の

限度額設定を行っておりますが、これは、日奈

久新開東割地区排水路改修工事及び鏡町下村内

田地区排水路改修工事において、熊本地震の影

響により、作業員及び資材等の確保が困難とな

ったため、年度内の完了が見込めませんので、

繰り越しを行うものです。 

 同じく項１・農業費の水田汎用化緊急支援モ

デル事業で２４０万円の限度額設定を行ってお

りますが、これは、１２月補正により予算化

し、暗渠排水の自力施工を行う暗渠排水施工機

械の製作を進めておりましたが、熊本地震の影

響で資材や作業員不足により年度内の納品が困

難なため、事業費全額を繰り越すものでござい

ます。 

 次の地籍調査事業で８８００万５０００円の

限度額設定を行っておりますが、これは、６月

に着手予定であった地籍調査業務委託が、熊本

地震の影響に伴い、国土交通省より地籍測量の

作業指針が示され、その結果に基づき、座標補

正や検証測量を含めた事業計画変更を行ったと

ころ、業務委託着手が１０月下旬となり、年度

内納品が困難であることから、繰り越すもので

ございます。 

 次に、項２・林業費の道整備交付金事業で４

０１４万６０００円の限度額設定を行っており

ますが、これは、熊本地震の影響から、工事用

資材の現場への調達に不測の日数を要したこと

と、林道災害復旧工事や市道災害復旧工事とが

ふくそうし、その協議調整に不測の日数を要し

たため、繰り越すものでございます。 

 次の市内一円林道新設改良事業で１１５８万

円の限度額設定を行っておりますが、これは、

熊本地震の影響から、工事用資材の現場への調

達に不測の日数を要したことと、掘削後の土質

が不良で、盛り土の作業効率が著しく低下し、

施工に不測の日数を要したため、年度内完了が

見込めず、繰り越すものでございます。 

 続きまして、款６・商工費、項１・商工費の

広域交流センターさかもと館イベント交流施設

整備事業（地方創生）で５２００万円の限度額

設定を行っておりますが、これは、国の２次補

正により、今回補正計上いたしております交流

センターさかもと館の敷地内にイベント交流施
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設を整備するもので、年度内の完了が困難なた

め、繰り越しを行うものでございます。 

 次の観光施設復旧事業（地震災害関連）で３

６５万円の限度額設定を行っておりますが、こ

れは、昨年の台風で被災しました日奈久の織屋

旅館の改修工事を、隣接するれんが倉庫の解体

工事後に実施する予定でしたが、熊本地震の影

響でれんが倉庫の解体工事がおくれたため、年

度内の完了が見込めませんので、繰り越すもの

でございます。 

 続きまして、款７・土木費、項１・土木管理

費の要緊急安全確認大規模建築物耐震化支援事

業で２３９万７０００円の限度額設定を行って

おりますが、これは、建築物の耐震改修の促進

に関する法律の改正により、大規模建築物の耐

震改修工事を予定しておりましたが、熊本地震

の影響で工事着工がおくれ、年度内の完了が見

込めませんので、繰り越すものでございます。 

 次の民間建築物耐震化促進事業で２０９万８

０００円の限度額設定を行っておりますが、こ

れも熊本地震の影響により耐震診断を行う建築

士が不足しているため、年度内の完了が見込ま

せんので、繰り越すものでございます。 

 次の老朽危険空き家等除去除却促進事業で１

９５０万２０００円の限度額設定を行っており

ますが、これも同様に、熊本地震の影響で解体

事業者の人手が不足しているため年度内の完了

が見込めませんので、繰り越しを行うもので

す。 

 ７ページに移りまして、項２・道路橋梁費の

市内一円道路改良事業で３億８６２万９０００

円の限度額設定を行っておりますが、これは、

熊本地震の影響により工事用資材や技術者等が

不足し、その手配に不測の日数を要したことな

どの理由により、繰り越しを行うものです。 

 次の橋梁長寿命化修繕事業で９８１７万３０

００円の限度額設定を行っておりますが、これ

は、全国の橋梁調査が年度末に集中するため、

点検車両の手配に不測の日数を要したことなど

の理由により、繰り越しを行うものです。 

 次に、項３・河川費の市内一円河川改修事業

で２１０万円の限度額設定を行っております

が、これは、漁協との協議の中で工事時期を考

慮するよう要望がなされたため、年度内の完了

が困難となり、繰り越しを行うものです。 

 次の項４・港湾費の港湾施設改修事業で２８

００万円の限度額設定を行っておりますが、こ

れも同じく、漁協との協議の中で工事の時期を

考慮するよう要望がなされたため、年度内の完

了が困難となり、繰り越すものです。 

 次に、項５・都市計画費の景観計画策定事業

で３２０万円の限度額設定を行っております

が、これは、景観計画業務委託をプロポーザル

方式で選定したことで、委託業者の決定に不測

の日数を要したため、繰り越しを行うもので

す。 

 次に、同項、都市計画法関係事務事業で５０

６万４０００円の限度額設定を行っております

が、これは、都市計画基礎調査業務に必要な国

勢調査及び道路交通センサスの情報が本年７月

に発表される見通しでありますので、その報告

を待つため、繰り越すものです。 

 次の西片西宮線道路整備事業で６２９２万２

０００円の限度額設定を行っておりますが、こ

れは、交差点協議に期間を要し、工事発注に遅

延が生じたことなどにより、年度内の完了が見

込めませんので、繰り越しを行うものです。 

 次の八の字線道路整備事業で１億４５２３万

３０００円の限度額設定を行っておりますが、

これは、平成２８年１１月の国の２次補正によ

り国の財源措置が確保されましたが、用地交渉

や用地買収を初め、その後の工事施工などには

期間が不足することから、年度内の完了が見込

めませんので、繰り越すものです。 

 次の市内一円都市下水路整備事業で２９４４

万円の限度額設定を行っておりますが、これ
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は、入札不調により業者選定がおくれたこと、

また、資材及び技術者等の不足により不測の日

数を要したことなどで年度内の完了が困難とな

ったため、繰り越しを行うものです。 

 次の雨水ポンプ場施設整備事業で８９７万円

の限度額設定を行っておりますが、これは、日

奈久浜町ポンプ場の耐震補強工事について、出

水時期を避けて入札を行いましたが、入札不調

となったことで適正な工期が確保できなくなっ

たため、繰り越しを行うものです。 

 次の都市公園安全・安心対策緊急支援事業で

１６２５万４０００円の限度額設定を行ってお

りますが、これは、球磨川河川緑地のトイレ造

成工事に伴う河川占用協議に期間を要し、工事

発注に遅延を生じ、年度内完了が困難となった

ため、繰り越すものです。 

 次の公園施設長寿命化対策支援事業で１１５

７万２０００円の限度額設定を行っております

が、これは、球磨川河川緑地のせせらぎ水路デ

ッキ改築工事に伴う河川占用協議に期間を要

し、工事発注に遅延を生じ、年度内完了が困難

となったため、繰り越すものです。 

 ８ページをお願いします。 

 同じく項５・都市計画費の八千把地区土地区

画整理事業で６６１３万８０００円の限度額設

定を行っておりますが、これは、道路築造工事

や宅地整地工事の支障となる建物の移転補償に

期間を要し、年度内の完了が困難となったこと

などによるものでございます。 

 続きまして、款８・消防費、項１・消防費の

消防施設整備事業で９７万２０００円の限度額

設定を行っております。これは、消火栓３基の

設置負担金でございますが、簡易水道事業特別

会計において、泉町野添地区簡易水道整備事業

が繰り越しになることに伴い、消火栓の設置が

年度内にできませんことから、繰り越すもので

ございます。 

 次の防災行政無線整備事業で１０７１万８０

００円の限度額設定を行っておりますが、これ

は、本庁同報系防災通信システムの屋外拡声器

増設工事において入札を実施しましたが、熊本

地震の影響により資材の高騰や機器の価格が上

昇したため、当初予定していた３基を２基に減

らして再度入札を行うもので、年度内の完了が

見込めませんので、繰り越しを行うものでござ

います。 

 続きまして、款９・教育費、項２・小学校費

の泉第八小学校教職員住宅新設事業で４８７０

万５０００円の限度額設定を行っております

が、これは、熊本地震の影響により施工業者の

人手不足などの理由で入札が不調となり、本体

工事契約までに日数を要したことから、外構工

事や既存住宅の解体に係る工事について年度内

の完了が困難となり、繰り越しを行うものでご

ざいます。 

 次の項７・社会教育費の指定文化財復旧事業

（地震災害関連）で１００万円の限度額設定を

行っておりますが、これは、熊本地震で被災し

ました国指定重要文化財十三重塔への補助金に

ついて、想定より劣化や破損が進んでいたた

め、予定していた修復期間中に作業が終了する

ことが困難となり、繰り越すものです。 

 続きまして、款１０・災害復旧費、項１・農

林水産業施設災害復旧費の農業施設災害復旧事

業で４８０８万７０００円の限度額設定を行っ

ておりますが、これは、熊本地震における災害

復旧工事が集中し、年度内の工事完了が困難と

なったため、繰り越しを行うものです。 

 次の、熊本地震被災農地復旧補助金事業で１

１７万３０００円の限度額設定を行っておりま

す。これは、特殊器械を使用することから、施

工可能な業者が限られ、受け付け件数の年度内

完了が困難なため、繰り越しを行うものです。 

 次の林道施設災害復旧事業で１億３８５２万

６０００円の限度額設定を行っておりますが、

これは、熊本地震の復旧に伴う人手不足や工期
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不足の理由から、入札不調となり、業者選定が

おくれたことと、工事発注後、同時期に市道復

旧工事とふくそうし、工事の調整に不測の日数

を要したことで、繰り越しを行うものです。 

 次に、項２・公共土木施設災害復旧費の道路

橋梁施設災害復旧事業では４７８９万９０００

円の限度額設定を行っておりますが、これは、

熊本地震の災害復旧工事等の影響などで隣接す

る工事との工程調整や技術者等の調達に不測の

日数を要したため、繰り越しを行うものです。 

 次の河川施設災害復旧事業で１２１８万４０

００円の限度額設定を行っておりますが、これ

は、工事用資材等の調達に不測の日数を要し、

工事着手がおくれたため、年度内の完了が見込

めませんので、繰り越しを行うものです。 

 次の都市計画施設災害復旧事業で１０１５万

２０００円の限度額設定を行っておりますが、

これは、高島公園の地震による落石に伴う震災

対策工事において工事用資材の調達に日数を要

し、年度内の完了が困難なため、繰り越しを行

うものです。 

 次に、項４・文教施設災害復旧費の公立学校

施設災害復旧事業（小学校）で１２９万６００

０円の限度額設定を行っております。これは、

植柳小学校の校舎ひび割れ復旧工事において、

熊本地震の影響により施工業者の人手不足など

から工事発注に時間を要し、適正な工期の確保

ができなくなったことから、年度内の完了が困

難となり、繰り越すものです。 

 次の公立学校施設災害復旧事業（中学校）で

１２８万６０００円の限度額設定を行っており

ます。これは、第一中学校の校舎ひび割れ復旧

工事において、熊本地震の影響により施工業者

の人手不足などから工事発注に時間を要し、適

正な工期の確保ができなくなったことから、年

度内の完了が困難となり、繰り越すものです。 

 ９ページに進みまして、２の繰越明許費の変

更で、まず、款３・民生費、項１・社会福祉費

の臨時福祉給付金給付事業で、限度額５億５３

９７万７０００円を１３３５万４０００円増額

し、５億６７３３万１０００円に変更するもの

です。これは、国の指示により、平成２８年度

事務費予算残額分の繰り越しを行うためでござ

います。 

 次に、款７・土木費、項２・道路橋梁費の道

路維持事業で、限度額３億２０７０万円を１億

３４５万３０００円増額し、４億２４１５万３

０００円に変更するものです。これは、舗装補

修工事において、熊本地震災害復旧工事の影響

で交通誘導員の調達に不測の日数を要したこ

と、また、災害防除工事において、地震並びに

梅雨前線豪雨の影響で調査設計に不測の日数を

要したことなどにより、繰り越しを行うもので

す。 

 項３・河川費の地域防災がけ崩れ対策事業

で、限度額９２３万６０００円を５１万９００

０円増額し、９７５万５０００円に変更するも

のです。これは、測量設計委託について年度内

完了を見込んでいましたが、交付決定がおくれ

たため困難となり、繰り越すものです。 

 次に、第４表・債務負担行為補正では、１、

追加として、八代市体育施設管理運営委託にお

いて、今年度末をもって指定管理期間が満了と

なりますので、八代市総合体育館を初め、８つ

の体育施設の管理運営を平成２９年度から平成

３３年度までの５年間、委託先をＮＰＯ法人八

代市体育協会とし、限度額を３億５２０２万円

に設定いたしております。 

 １０ページをお願いします。 

 第５表・地方債補正でございますが、１の変

更で、まず、土地改良事業で、補正前の１億７

２３０万円から３２９０万円減額し、１億３９

４０万円に変更いたしております。 

 次の河川海岸整備事業では、補正前の２４６

０万円から１３０万円減額し、２３３０万円に

変更いたしております。 
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 次の商工施設整備事業では、補正前の４４６

０万円から２６００万円増額し、７０６０万円

に変更いたしております。 

 詳細は、１８ページの歳入、款２１・市債の

ところで説明いたします。 

 なお、起債の方法、利率、償還の方法につき

ましては、補正前と同じでございます。 

 続きまして、歳入を説明いたします。 

 １４ページをお願いいたします。 

 款１０、項１、目１、節１・地方交付税で１

億５６９３万１０００円を計上しております

が、これは、今回の補正予算の一般財源でござ

います。 

 次に、款１２・分担金及び負担金、項１・分

担金、目２・土木費分担金、節１・河川費分担

金で、地域防災がけ崩れ対策事業分担金として

６万５０００円を減額しております。これは、

地域防災がけ崩れ対策事業において、国費等の

事務手続上、事業費の一部を平成２９年度に組

み替える必要が生じたため、個人負担分につい

ても組み替え相当分について減額するものでご

ざいます。 

 次に、款１４・国庫支出金、項１・国庫負担

金、目１・民生費国庫負担金、節１・社会福祉

費負担金で３７５４万４０００円を計上してお

ります。内訳としましては、障害者自立支援給

付費負担金２３２８万４０００円は、障害福祉

サービスの利用増に伴い、１件当たりの給付額

が増加したことに伴うものでございます。次の

補装具給付費負担金で４４０万４０００円の減

額は、当初見込みより申請件数が減少したこと

によるものでございます。次の障がい児通所支

援事業負担金１８６６万４０００円は、新規事

業所の開設などにより、障がい児童通所サービ

スの利用が増加したことに伴うものでございま

す。次に、節２・児童福祉費負担金で、保育所

運営費負担金の２７１９万４０００円は、保育

単価の改正により、１人当たりの保育単価が増

加したことによるものでございます。次に、節

３・生活保護費負担金１７５８万３０００円

は、生活保護世帯数の増加に加え、生活扶助１

件当たりの単価、及び住宅扶助の１世帯当たり

の単価が増加したことによるものでございま

す。 

 １５ページに移りまして、項２・国庫補助

金、目１・総務費国庫補助金、節１・総務管理

費補助金で、５４９７万円を計上しておりま

す。内訳としましては、まず、通知カード・個

人番号カード関連事務補助金２８９７万円は、

マイナンバー関連事務の委任に係る市町村交付

金の決定がなされたことによるものでございま

す。 

 次の地方創生拠点整備交付金の２６００万円

は、国の２次補正に伴い、広域交流センターさ

かもと館の敷地内に体験型観光及び食文化の発

信拠点としてイベント交流施設を整備する事業

に対して交付されるものでございます。 

 次に、目２・民生費国庫補助金、節１・社会

福祉費補助金で、地域介護・福祉空間整備等交

付金の１８５万２０００円は、社会福祉法人東

泉会及びま心苑会の２事業所が介護ロボットを

導入する経費の一部に対して交付されるもので

す。次の節２・児童福祉費補助金で、子ども・

子育て支援整備交付金の６８５万５０００円

は、あげまち児童クラブの改築事業において国

庫補助率がかさ上げされたことによるものでご

ざいます。 

 次の目４・土木費国庫補助金、節５・河川費

補助金で、地域防災がけ崩れ対策事業交付金の

８２万円の減額は、先ほど分担金及び負担金の

ところで説明しました地域防災がけ崩れ対策事

業の一部を平成２９年度に組み替えを行うため

でございます。 

 続きまして、款１５・県支出金、項１・県負

担金、目１・民生費県負担金、節１・社会福祉

費負担金で１８７７万２０００円を計上してお
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ります。内訳としましては、国庫支出金でも説

明いたしましたが、まず、サービス利用件数の

増加に伴う障害者自立支援給付費負担金１１６

４万２０００円がございます。次の補装具給付

費負担金で２２０万２０００円の減額は、当初

見込みより申請件数が減少したことによるもの

でございます。次の障がい児通所支援事業負担

金９３３万２０００円は、新規事業所の開設な

どにより、障がい児通所サービスの利用が増加

したことに伴うものでございます。次に、節２

・児童福祉費負担金は１３５９万７０００円を

計上しておりますが、これも先ほど国庫支出金

で説明いたしましたが、保育単価の改定による

保育所運営費負担金でございます。 

 １６ページをお願いいたします。 

 項２・県補助金、目１・総務費県補助金、節

１・総務管理費補助金で２１４９万円を計上し

ておりますが、これは地方バス路線維持に係る

熊本県生活交通維持・活性化総合交付金でござ

います。 

 次に、目２・民生費県補助金、節１・社会福

祉費補助金で４５４万８０００円を減額してお

りますが、これは、重度心身障がい者医療費助

成事業費補助金が当初見込みより助成件数が減

少したことによるものでございます。次の節２

・児童福祉費補助金で２４０万円の減額は、先

ほど国庫支出金のところで説明しました、あげ

まち児童クラブの改築事業において、国庫補助

率がかさ上げされたことに伴い、県の放課後児

童クラブ整備費補助金の補助率も変更となった

ことによるものでございます。 

 次に、目４・農林水産業費県補助金、節１・

農業費補助金で６億１３６３万６０００円を計

上いたしております。内訳としましては、ま

ず、経営体育成支援事業補助金の２億５７１８

万３０００円は、熊本地震による被災農業者向

け経営体育成支援事業補助金の追加募集に伴い

ます事業費の増額によるものでございます。 

 次の飼料用米等利用拡大支援事業補助金の１

６０万円の減額は、実施主体が当該補助金では

なく、別の補助事業を利用し実施することにな

ったことによるものでございます。 

 次の産地パワーアップ事業費補助金の４億５

４２１万３０００円は、国の２次補正に伴い、

意欲ある農業者等が高収益な作物、栽培体系へ

の転換を図る取り組みに必要な施設整備に対し

て補助されるものでございます。 

 次の多面的機能支払交付金事業補助金の６１

６３万８０００円の減額は、当初立ち上げを予

定していたうちの１０組織が、地元の合意形成

ができず、設立できなかったことなどによるも

のでございます。 

 次の熊本県農業農村整備事業補助金２７２８

万１０００円の減額は、土地改良区が事業主体

の八代平野北部地区及び金剛地区の用水路改修

の採択が見送られたことなどによるものでござ

います。 

 次の多面的機能支払推進交付金１５２万６０

００円の減額は、２つ上の内容で説明しました

多面的機能支払交付金事業補助金と同様に、当

初立ち上げを予定していたうちの１０組織が、

地元の合意形成ができず、設立できなかったこ

となどによるものでございます。 

 次の農山漁村活性化プロジェクト交付金事業

補助金の５７１万５０００円の減額は、国にお

いて本事業が廃止されたことによるものでござ

います。 

 次に、目５・土木費県補助金、節４・河川費

補助金で４１万円の減額は、先ほど分担金及び

負担金及び国庫支出金のところで説明しまし

た、地域防災がけ崩れ対策事業の一部を平成２

９年度に組み替えを行うためでございます。 

 次に、款１７、項１・寄附金、目１・総務費

寄附金、節１・総務管理費寄附金で５０００万

円を計上しておりますが、ふるさと元気づくり

応援寄附金への寄附申し込みが増額となったこ
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とによるものでございます。なお、寄附総額の

うち、市への直接申し込み分の最終見込みは、

１２月補正時の２億円に対し、２億５０００万

円を見込んでおります。 

 １７ページに移りまして、目２・民生費寄附

金、節１・社会福祉費寄附金７３万２０００円

は、地域福祉基金寄附金への寄附申し込みが増

額となったものでございます。 

 次に、款１８・繰入金、項１・基金繰入金、

目６、節１・ふるさと八代元気づくり応援基金

繰入金の２７９４万２０００円は、ふるさと納

税の増額に伴い、寄附金額に連動して発生する

関連経費に繰り入れるものでございます。 

 次に、款１９、項１、目１、節１・繰越金の

２億６４５４万５０００円は、本補正予算の一

般財源でございます。 

 １８ページをお願いします。 

 款２１、項１・市債、目３・農林水産業債、

節１・農業債で３３９０万円を減額補正してお

ります。説明欄一番上の県営経営体育成基盤整

備事業負担金から一番下の農業基盤整備促進事

業まで、６種類に分けて増額と減額を記載して

おりますが、これらはいずれも本年度の県営土

地改良事業にかかわるものでございまして、各

事業地区の事業費が確定したことから、それぞ

れの起債対象事業費の９０％を再計算し、当初

予算との差額について補正するものでございま

す。 

 内訳としましては、まず、県営経営体育成基

盤整備事業負担金が３１４０万円の減額、次の

県営地域水田農業支援排水対策特別事業負担金

が２５１０万円の増額、次の県営海岸保全事業

負担金が１００万円の減額、次の県営湛水防除

事業負担金が２８５０万円の増額、次の基幹水

利ストックマネジメント事業負担金が３９８０

万円の減額、次の農業基盤整備促進事業が１５

３０万円の減額となっております。 

 次に、目４・商工債、節１・観光債の２６０

０万円は、先ほど国庫支出金のところで説明い

たしました広域交流センターさかもと館イベン

ト交流施設整備事業に係る市債で、起債対象事

業費から国庫支出金を差し引いた額の１００％

でございます。 

 次に、目５・土木債、節２・河川債で３０万

円の減額をしておりますが、これは、先ほど分

担金及び負担金と国庫支出金のところで説明し

ました地域防災がけ崩れ対策事業で、事業費の

一部を平成２９年度に組み替えたことによるも

のでございます。 

 以上、今回補正の歳入の説明といたします。 

 続きまして、歳出を説明いたします。 

 １９ページをお願いいたします。 

 款２・総務費でございます。項１・総務管理

費、目１・一般管理費では７４０３万５０００

円を計上しておりますが、説明欄の職員給与経

費４６０９万３０００円は、早期退職者等３名

分の退職手当の追加でございます。また、ふる

さと納税事業の２７９４万２０００円は、寄附

総額の増額に伴いまして、寄附金額に連動する

返礼品及び業務委託料等に不足が生じたため、

その関連経費を補正するものでございます。 

 次に、目７・交通防犯対策費では、生活交通

確保維持事業で１億９４５８万７０００円を計

上しております。これは、地方バス路線の維持

費に係る補助金で、産交バス株式会社及び株式

会社麻生交通に対しまして補助するものでござ

います。なお、特定財源としまして県補助金が

ございます。 

 次に、目１０の諸費では、国県支出金等返還

金事業で１億８３９万６０００円を計上してお

ります。これは、障害者医療費国庫負担金や生

活保護費国庫負担金など、過年度に交付された

国県支出金の精算に伴い、超過交付分を返還す

るものでございます。 

 続きまして、項３、目１・戸籍住民基本台帳

費、節１９・負担金補助及び交付金で２８９７
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万円を計上しております。これは、マイナンバ

ーカードの発行等に要する経費で、同事務の委

託先である地方公共団体情報システム機構へ交

付するものでございます。なお、財源は全額国

庫支出金でございます。 

 ページが飛びまして、２２ページをお願いい

たします。 

 下の表で、款１２・諸支出金、項１・基金

費、目５・ふるさと八代元気づくり応援基金

費、節２５・積立金で５０００万円を計上して

おります。これは、ふるさと納税による寄附申

し込みが見込みより多くなったため、積立金の

不足額を補正するものでございます。 

 以上、歳出の説明といたします。 

 これで、平成２８年度八代市一般会計補正予

算・第１０号の総務委員会付託分の説明といた

します。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員長（堀口 晃君） ただいま説明が終わ

りました。 

 以上の部分について、質疑を行います。質疑

ありませんか。 

○委員（亀田英雄君） 繰り越しの総額は幾ら

ぐらい、トータルで幾らぐらいになっとです

か。これだけあればですよ、次年度へ影響の大

分あっどと思うとですが、今年度にどれだけ影

響があるものかですよね。それはもう全然金額

的なものじゃなかっですが、予算にも大分影響

する話ですけん、どの程度影響があったものか

て。部長の勘で、もう感覚でよかですけん、そ

の辺ば。答える人の感覚でよかっですが、その

辺をちょっとお知らせください。 

○財政課長（尾﨑行雄君） 財政課の尾﨑で

す。お世話になります。 

 今回のですね、繰越明許費につきましては、

熊本地震による影響で、１２月補正時の繰越明

許費の設定も含めますと、事業で５９事業、設

定金額が約９０億円になっております。また、

ここ数年は国の補正予算措置に伴う繰り越し事

業の関連でですね、設定数がふえているのも事

実でございます。 

 今回は地震災害関連で多額の繰り越しが発生

し、継続的な復旧に努めるためにはやむを得な

いと考えておりますが、引き続きですね、安易

な繰り越し事業が発生することがないよう、事

業計画等の精査に心がけたいと考えておりま

す。 

○委員（亀田英雄君） 多額な金額だったと思

います。その中で、言いたかったのは、そのよ

うな執行に努めてもらわんばんとですが、今年

度にどの程度影響があったかっていうとばです

ね。今年度も計画どおりな事業を行われるつも

りなのかですよ。計画どおりなら、また次年度

に押すじゃなかですか。その辺で予算の組み方

に影響のあっとかなと思ったこっだったです

よ。 

○委員長（堀口 晃君） その辺については誰

がお答えいただけますか。 

○財務部長（岩本博文君） 繰り越し費用、大

変多いわけなんですけれども、工事との関係で

ですね、その辺、建設部あたりともいろんな意

見を聞いとりますけれども、一応こういう繰り

越しがあっても、当初予算でいろいろ建設分で

予算計上しております。当然、年度内また完了

できるというような見込みで予算化をしている

ところでございます。 

○委員長（堀口 晃君） 影響はないというこ

とですね。いいですか。 

○委員（亀田英雄君） そのようにですね、心

がけていただきたいなというふうに思います。 

○委員長（堀口 晃君） ほか、ありません

か。 

○委員（亀田英雄君） この５ページですね、

繰り越しの３０００万。本庁舎被害状況調査事

業の３０００万なんですが、入札が不調という

ことだったんですが、その原因と、今後及ぼす
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影響というのはどのように観測されますか。 

○財政課長（尾﨑行雄君） 実際、応札者がい

らっしゃらなかったということでですね、非常

に、要は、今忙しい、ほかのですね、震災関連

で忙しくて、対応できる業者がいらっしゃらな

かったということなんですが、改めてですね、

県内全域落ちつきを取り戻しつつありますの

で、今後、新年度になりまして改めてですね、

入札することで、応札していただける業者がい

らっしゃるものということで、繰り越しを予定

しております。 

 今後の影響につきましては、多少、今後ので

すね、計画がおくれる関係でですね、時期的に

もですね、委託分の結果を待ってですね、今後

の解体等につながっていく関係で、スケジュー

ル的には多少おくれるかなというふうに考えて

おります。 

○委員（亀田英雄君） 計画がおくれるってい

う話は何も聞いとらんとですばってん、いつそ

げんなったっですか。聞いとらんだろう。 

○財務部長（岩本博文君） 全体計画の中での

話ではなくて、一応、今、課長が言いましたの

は、解体作業関連の分で若干想定していたもの

よりおくれてるというところで、庁舎建設全体

の中では、速やかにその分はクリアしながらい

きますので、今の庁舎建設の全体計画の中では

影響は今のところないというふうなところで、

計画内におさまるというところでの想定をいた

しております。 

○委員（亀田英雄君） 特例債を使うんだ、使

うんだって言うて、いろいろあったっが１年前

ですよね、たしか。（｢そうですね」と呼ぶ者

あり）で、１年経過しとって、財源の見通しも

つかんとが計画のおくれがないという話なんで

すか。言い切らるっですか。 

 １年前に特例債を使うの使わんのって話のあ

ったですよね。で、旧庁舎でいろいろあったっ

じゃなかですか。何か言われもせんちゃよかご

たあ非難ば受けた覚えがあります。来る途中で

すね、あれ１年前だったっかなと思いながら、

思ったっですが。１年たっても財源の手当がつ

いとらんじゃなかですか。そっでおくれてない

って。 

 これが終わらんと、災害対策債ですか、それ

が確定でけんとでしょう。財源の手当がついと

らんちゅうこっじゃなかですか、とは違うとで

すか。その辺の見解をお知らせください。 

○財政課長（尾﨑行雄君） 今回の調査に基づ

いてですね、その調査結果で災害復旧対策事業

債ですね、そちらが活用できるというふうに考

えております。 

○委員長（堀口 晃君） 考えて――。 

○財政課長（尾﨑行雄君） 考えております。 

○委員長（堀口 晃君） おります。その調査

結果によってということですね。 

○財政課長（尾﨑行雄君） はい。 

○委員（亀田英雄君） 一部では災害復旧債ば

使うという情報もちょっと聞いたような気がす

っとですが。これが、これでだめだったなら特

例債ば使うという話なんですか。もうちょっと

詳しく話ばしてくれんかな。ぶつぶつ切ってく

れて。 

○財政課長（尾﨑行雄君） そのようになりま

すが、現在の予定といたしましては、災害復旧

対策事業債が活用できるというふうに考えてお

ります。 

○委員（亀田英雄君） だけん、１年たっても

財源の手当が確定できとらんじゃなかですか。

それがおくれとらんという話なんですかって、

部長。 

○財務部長（岩本博文君） 現在の状況の中で

は、一般単独災害復旧事業債を使うというよう

なところで計画を推進しております。（委員亀

田英雄君｢委員長に任せます、後は」と呼ぶ） 

○委員長（堀口 晃君） 部長、今お聞きの

は、３０００万という部分で建物がまだ応札が
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なってない、それがちゃんと建物がどうなのか

ということがわからない状況の中で、財源が確

保できますかという、こういう話なんですけど

も、それによって４５％とか８５％までの枠の

中で一般災害復旧債という部分がどこに当たる

のかという部分が出てくるんだろうというふう

なことだろうと思うんですけども、そこについ

ては、まだそれが確定してない状況の中で、財

源が確定してない状況の中で計画が進んでるか

どうかという、こういう話だろうと思うんです

けども。（委員亀田英雄君｢おくれがないと言

いなったけどね」と呼ぶ） 

○財務部長（岩本博文君） 起債事業といいま

すのは、起債、何を使うかというところで、事

業でいろいろ推進していきます。当初で、当初

というか、起債するのにはいろんな県とのヒア

リングとか、そういうのをやりますけれども、

そういう、今現在では具体的なのを、金額とか

いうところでの折衝はまだやってないんですよ

ね。計画の中で、こういう起債を使いますとい

うことで計画を立ててる。それで推進している

というような状況です。 

○委員（亀田英雄君） ばってんですよ、財政

計画の変わってくっとじゃなかっですか。今年

度において、特例債をどれだけ使えるか、災害

復旧債がどれだけ使えるか、という気のすっと

ですばってん、もう部長が大丈夫って言うなれ

ば、もう部長の話を信じらんばならんとです

が。どうも何かその辺に影響のあるような気の

してならんとですよね、今の話を聞くと。大丈

夫なんですか。 

○財務部長（岩本博文君） この委員会が終わ

りましての所管事務調査の中で、財政計画を見

直した分についての説明をさせていただく予定

でありまして、その中でまた、今、亀田委員お

尋ねの部分は詳しいところでお話をさせていた

だく予定にはしておりましたところです。 

○委員（亀田英雄君） これが確定せんばです

たい、その財政計画も確定でけんような気のす

っとですけどね。 

○財政課長（尾﨑行雄君） 今回たまたまです

ね、この調査のですね、応札者がいらっしゃら

なかったということでですね、発注がおくれて

おりますけども、発注の結果の、調査の結果で

すね、につきましては、ほかの、他市の状況を

見まして、人吉市とかですね、他市の状況を見

まして、見込みとしましては、災害復旧対策事

業債が使えるだろうという見込みが大きいもの

ですから、そのように今判断しているところで

ございます。 

○委員（亀田英雄君） 初めからそれば言って

もらえばですたい、ばってん、見込みでそっで

してよかっちゃいう気もしますけどね。大丈夫

なんですね。だから、どっちが先かでしょうば

ってん。ここが確定できれば。だから、初めか

ら見込みでしとっていうなれば、そげん話もせ

んとですばってん、見込みで大丈夫なんです

ね。 

○財務部長（岩本博文君） 大丈夫な見込み

で、（笑声）ちょっと表現がおかしかったんで

すが、大丈夫です。（委員亀田英雄君｢大丈夫

ですね」と呼ぶ） 

○委員（亀田英雄君） 部長は見込みて言わん

でおってもらえばよかばってんですね。しっか

り、――だって、もう共同責任ば負わんばんと

ですけん、認めるちゅうことは。その辺は曖昧

にはやっぱり、しっかりした説明ばせんばです

たい。手ば挙げるか挙げんかの話になってきま

すけん。共同責任ばあわせるような説明ばお願

いします。誰かあれば言うてもらいたかっです

が――。 

 あと一つ、７ページの景観計画、ここがちょ

っとわからんだったもんですけん、景観計画策

定事業、プロポで行ったから不測の日程を要し

たという話かと伺ってますが、プロポーザルで

行えば暇要るちゅう話なんですか。どのような
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話だったんですか。 

○委員長（堀口 晃君） どちらがお答えにな

りますか。 

○財政課長（尾﨑行雄君） こちらにつきまし

ては、発注にですね、要は業者の選定に日数を

要したということで繰り越しになっておりま

す。 

○建設部総括審議員兼次長（湯野 孝君） お

はようございます。建設部の湯野でございま

す。 

 この景観計画の策定事業、これにつきまして

は、当初は指名競争入札とか、そういったもの

で当初計画していたんですけども、一般公募を

行って、プロポーザル方式で選定を行うという

ふうなことにいたしましたものですから、ちょ

っと期間を要したということになっています。 

 以上でございます。 

○委員（亀田英雄君） わかりました。 

 もう一つ、１９ページの歳出、ちょっと私が

聞き逃したのかもしれんとですが、ふるさと納

税が２７００万あったということで、出すとい

う、事業で出すということですよね。歳出でし

ょうが。で、歳入もあってしかるべきだと思う

んですが、歳入はちょっと見当たらんとです

が、その辺のお話をお聞かせください。 

○財政課長（尾﨑行雄君） 歳入につきまして

はですね、その前の１６ページの一番下段にで

すね、寄附金ということで５０００万、歳入予

定でございます。（委員亀田英雄君｢済みませ

ん。失礼しました」と呼ぶ） 

○委員（亀田英雄君） 先ほど部長は、後で、

終わってから財政計画を話すという話のあった

っですが、どげしたもんでしょうかね。財政計

画のある程度なからんば、あったほうが、――

これは意見なんですが、皆さんは、そればしと

った上でこの話ば聞かんば聞きにっかかなとい

う気がしたもんですけん、ちょっと発言させて

いただきました。どげんお思いなるですか。 

○財務部長（岩本博文君） 計画はですね、今

回出します以前の計画がもともと基本にありま

して、そして、それを見直したということで。

予算をいろいろ私たちも作業をする際は、財政

計画を１つの柱としてやってます、作業をです

ね。 

 今回、この３月補正までは、前回の財政計画

に基づくような話になります。当初になります

と、新しい財政計画をというようなところで、

ちょうど３月の補正と当初ということで分岐点

みたいな形になってますので、ちょっと入り組

んでわかりにくいところもあるかと思いますけ

れども、財政計画を聞かないと審議できないか

どうかというところは、ちょっと考え方、いろ

いろあるかと思いますので、そこは私たちは、

今の状況で審議していただいて大丈夫だという

ふうに思っています。 

○委員（亀田英雄君） わかりました。 

 先ほどの３０００万の話で、その後の状況の

変わってくっとかなと思ったもんですけん、発

言したところでした。あとは皆さんの考えで。

無理は言いません。 

○委員長（堀口 晃君） ほか、ございません

か。 

○委員（中村和美君） 熊本震災で非常に業者

も不足しておる、人材がというのは、要する

に、業者の人たちも人手が足らんという意味だ

と思うんですよね。数々この中にありますの

で、早く手を打ってですね、これはもう業者の

対応だから仕方ないかもしれませんが。 

 この前も、広域消防でも１回本部庁舎がやら

れて、入札に業者がなかったって。ただ、今回

めどがつきましたというふうな答えもあってお

りますので、これはもう業者の問題じゃあろう

けど、早く手を打ってですね、そして、人材不

足というのが幾つかありますので、早目に行う

ことが繰越明許も減るだろうし、行政の目的も

ですね、達成されると思いますので、そこはで
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すね、業者ばかりに任せずに、何かいい方法が

あれば、行政としてもそういう業者不足をとい

う理由がないような対応をですね、一日も早く

やってもらいたい。これは要望でございます。 

 それと、さっき、ふるさと納税５０００万、

その中で、極端な話すると２７００万か、御礼

というような言い方がありましたけど、きょ

う、新聞に、これ大分全国的に問題になって、

御礼品が非常に高くついて、かえってどうだろ

うかというようなことになっておるようで、新

聞によると２割から４割ぐらいを御礼品にかえ

ているというところがたくさん日本中でもある

というようなことですが、八代はいかがなんで

すかね。幾らぐらい。これは人件費まで何やか

あって約５割近くになっておると思うんです

が、ちょっとそれば。 

○財政課長（尾﨑行雄君） 八代市につきまし

ては、平均なんですが、３４.４％の分のおお

むね返礼品としてお返ししております。 

○委員（中村和美君） ３割４分ぐらいをお礼

としてやっとるということですね。わかりまし

た。 

○委員長（堀口 晃君） ほか、ございません

か。 

○委員（西濵和博君） 繰越明許費、５ページ

以降９ページにわたっての話なんですが、先ほ

ど来お話がありましたように、今年度はとりわ

け震災の影響で、これに関連しての繰り越し理

由が多かったかなという印象でございます。直

接的復旧に関する事業、あるいは地震により影

響を受けた項目、多々あろうかと思うんですけ

れども、基本的な考え方を２点お尋ねしたいと

思います。 

 １点は、契約繰り越し、または未契約繰り越

し等あろうかと思うんですが、さまざまな契約

行為の中にあって、標準日数としての工期設

定、いわゆる適正工期という従来の考え方があ

る一方、人手不足、資材の調達、あるいは事業

の調整あたりに鑑みますと、とりわけそういう

状況の上に立って、工期、契約履行期限の設定

は柔軟に対応する必要があろうかなというふう

に思っておりますが、それぞれの部署の規約が

ありますので個々には結構ですけれども、基本

的にそういった八代市としてですね、どういう

考え方に立っていらっしゃるか、柔軟に工期を

設定される思いがあられるかというのが１点。 

 ２点目なんですけれども、繰り越しますと、

そもそも当初工期を必要な日数繰り越しという

ことになるかもしれませんが、多くが実際長く

なる、極端に言うと年度、来年度末までになろ

うかと思います。そうした中で、契約した金額

を最後の出来高払いというやり方もあるかもし

れませんけれども、契約内容によっては部分払

い、先に支払うことが可能なというような契約

が結構あろうかと思います。年度末、もう時間

がありませんけれども、業者からの手続申請が

あれば、適切にそういったところの取り扱い、

取り計らいをなさっていらっしゃると思います

が、そこら辺の取り扱いの観点ですね。工期が

長引けば、やはり事前の資金調達も必要かと思

いますが、いかがお取り扱いでいらっしゃる

か、関連としてお聞かせいただきたいと思いま

す。 

 以上、２点です。 

○財政課長（尾﨑行雄君） 済みません。２月

になりましてですね、県のほうからの通知等

で、そういうふうな適正工期とかですね、あと

労務単価等についてもですね、はっきり申しま

して、今の状況、高騰している状況がありまし

てですね、それに対応できるようにというふう

な県のほうからの通知も来ておりまして、それ

に市も合わせるようなことも今後の発注につい

てはですね、されるというふうに聞いておりま

す。 

 それと、繰り越しもですね、今回設定してい

るのはあくまでも限度額でございまして、そう
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いった出来高ですね、分については、検査後で

すね、出来高払い等も、できる分の工種につい

てはされるということで、一応あくまでもこの

繰り越しの今回設定しているのは限度額という

ことで御認識いただきたいと思います。 

○委員（西濵和博君） 限度額というのは重々

承知した上でのですね、とりわけ地震があった

から心配してお聞きしたところですが、おっし

ゃっている意味は理解できましたので結構で

す。ありがとうございます。 

○委員長（堀口 晃君） 成松委員、いいです

か。 

○委員（成松由紀夫君） いや、同じでした、

内容が。 

○委員（前川祥子君） １点だけお伺いいたし

ます。今回の繰り越し５９事業の９０億という

ふうに先ほど聞きましたが、これは昨年の地震

による影響ですけども、昨年よりどれぐらい繰

り越しが多かったかとか、平均的にもどれぐら

い今回は多かったのかだけでよろしいですが、

お伺いいたします。 

○財政課長（尾﨑行雄君） 参考までに、２６

年度のですね、繰り越しが３７事業ございまし

て、２９億８０００万。２７年度の繰り越しが

３３事業で１６億８０００万の繰越額でござい

ました。と比べますと、今回は事業数も２０事

業、金額については６０億以上多くなっており

ます。 

○委員（前川祥子君） わかりました。よろし

いです。 

○委員長（堀口 晃君） ほか、ございません

か。 

○委員（亀田英雄君） これだけ繰り越しが多

かればですよ、次年度に影響すっとですよ、せ

んと言いながら。するよ。だけん、たまってく

っとですよね。たしか６０億だったでしょう

が、今年度の事業費。たしか６０億ぐらいで設

定しとっていう。建設計画、ちょっとそれは記

憶違いならいかんとですけど。そっで９０億す

っとですけん、絶対影響するはずなんですよ。 

 影響してよかっと、影響しちゃならん事業の

あっどと思うとですが、環境センターなんか影

響なかごてしていただきたいんですけど、その

辺はめり張りをつけてしならんばんとでしょう

が、確約できるものがありますかね、予算の執

行者として。 

○財務部長（岩本博文君） 確約といいます

か、今の段階で申し上げられますのは、これだ

けもう予算化しておりますので、行政側としま

しても、その発注側、相手側、いろいろ話をい

たしまして、年度内執行を、予算執行できるよ

うな形で努めていくというところで気持ちは持

っております。（｢わかりました」と呼ぶ者あ

り） 

○委員長（堀口 晃君） よろしいですか。ほ

か、ございませんか。 

○委員（堀 徹男君） 関連ですけど、ずっと

メモをとりながら見てると、業者不足、応札が

なかったとかですね、資材高騰とかっていうこ

とばかりだったんですけど、入札のメンバーの

中にですね、例えば個々のケースはあるて思う

とですけど、八代市内業者優先だったりとか、

県内だったりとか、九州管内だったりとか、ど

んどん枠が広がっていくと思うんですよね。そ

の辺の入札に応札できなかった業者さんが、例

えば市内だけじゃできなかったら、じゃあ県内

にも広げるのかとか、九州管内にも広げるのか

とかっていう、その辺の考え導入してでも今の

数字をクリアしていくという方策というのは考

えられるんですかね。 

○財務部長（岩本博文君） まずは入札不調に

終わった場合は、仕様を見直すとかいたしまし

て、いろいろやりますので、それでもう執行で

きるような段階に行けるようにいろいろ工夫し

ながら、また検討はしていきたいと思っていま

す。 
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○委員（堀 徹男君） その仕様を見直すとい

うのは、結局ですよ、八代市内の業者さん優先

って、それはやりたいですよね。しかし、事業

年度内に完了できんという見込みがあれば、や

っぱりするもんはせないかんわけですから、じ

ゃあ県内に広げようといったときは、どうして

も経費がかかると。移動とかですね。その分

の、仕様というのは見積もりにもそういった経

費を上乗せしてということで理解していいんで

すかね。それとも、事業の計画そのものです

か。 

○財務部長（岩本博文君） 事業計画そのもの

というところが基本だと思いますけれども。あ

と、基本に立っておりますのは、やはり市内業

者優先というところでいろいろ業者選定してま

すので、それでどうしてもということであれ

ば、またその選択肢もいろいろありますので、

念頭にありますというか、こちらで今入札関係

でやはり一番基本方針は市内業者優先というと

ころでの選定をやってます。そこでまずはとい

うところで行ってますので、そういう状況でご

ざいます。（委員堀徹男君｢はい、わかりまし

た」と呼ぶ） 

○委員長（堀口 晃君） ほか、ございません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（堀口 晃君） ほかになければ、以

上で質疑を終了いたします。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（堀口 晃君） ないようでございま

す。 

 なければ、これより採決いたします。 

 議案第２号・平成２８年度八代市一般会計補

正予算・第１０号中、当委員会関係分につい

て、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（堀口 晃君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございました」と呼ぶ者あり） 

 執行部入れかえのため、小会いたします。 

（午前１１時１１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時１３分 本会） 

◎議案第６号・平成２９年度八代市一般会計予

算（関係分） 

○委員長（堀口 晃君） それでは、本会に戻

します。 

 次に、議案第６号・平成２９年度八代市一般

会計予算中、当委員会関係分を議題とし、説明

を求めます。 

 それでは、まず、歳入等について、財務部か

ら説明をお願いいたします。 

○財務部次長（辻本士誠君） それでは、引き

続き、座らせていただきまして説明をいたしま

す。よろしくお願いいたします。 

 説明に入ります前に、先ほど補正予算の説明

の中で、１６ページになりますけれども、県補

助金の総務費県補助金の補正額につきまして、

２１４９万円を２１９４万円と申し上げまし

た。御訂正を。申しわけありませんでした。 

○委員長（堀口 晃君） はい、わかりまし

た。 

○財務部次長（辻本士誠君） それでは、別冊

となっております議案第６号・平成２９年度八

代市一般会計予算をお願いいたします。総務委

員会付託分につきまして御説明いたします。こ

ちらでございます。よろしくお願いします。 

 それでは、歳入などを説明いたします。 

 それでは、一般会計予算書の３ページをお願

いいたします。 

 まず、第１条、歳入歳出予算でございます

が、今回、予算総額を歳入歳出それぞれ６５７

億５６５０万円と定めております。 

 第２条は債務負担行為、第３条は地方債でご
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ざいますが、内容につきましては、９ページか

ら１１ページの表で説明いたします。 

 次に、第４条、一時借入金でございますが、

本市の歳計現金に不足が生じた場合に、その支

払いの資金を補うために一時的に金融機関から

借り入れを行いますが、その借り入れの最高額

を８５億円と定めております。 

 第５条、歳出予算の流用でございますが、各

項の経費の金額を流用することができる場合を

定めております。 

 続きまして、９ページをお願いいたします。 

 第２表・債務負担行為でございます。 

 まず、市県民税納税通知書作成等業務委託

（コンビニ収納対応）でございます。期間を平

成２９年度から３０年度まで、限度額を５５０

万６０００円に設定しております。 

 次に、軽自動車税納税通知書作成等業務委託

（コンビニ収納対応）でございます。期間を平

成２９年度から３０年度まで、限度額を４１１

万５０００円に設定しております。 

 次に、固定資産税納税通知書作成等業務委託

（コンビニ収納対応）でございます。期間を平

成２９年度から平成３０年度まで、限度額を６

４６万９０００円に設定しております。 

 次に、生活困窮者自立相談支援委託でござい

ます。期間を平成２９年度から３２年度まで、

限度額を５５３９万６０００円に設定しており

ます。 

 次に、平成２９年度土地改良融資事業に対す

る元利補給金でございます。期間を平成３０年

度から４４年度まで、限度額を１億３６８万９

０００円に設定しております。 

 次に、１０ページをお願いいたします。 

 第３表・地方債でございます。それぞれ起債

の目的、限度額、起債の方法などを定めている

ものでございます。詳細は、５０ページから５

３ページの歳入、款２１・市債のところで説明

いたします。 

 続きまして、１７ページをお願いいたしま

す。 

 歳入でございます。 

 歳入につきましては、相当なページ数となり

ますので、国、県の支出金など、事業に伴う特

定財源につきましては主なものを説明いたしま

す。 

 それでは、款１・市税でございます。まず、

項１・市民税、目１・個人で、４７億１６００

万円を計上しております。前年度と比較します

と３８００万円の増でございますが、平成２８

年度の決算見込みなどから算出したものでござ

います。 

 次に、目２・法人で、１０億２９００万円を

計上しております。前年度と比較しますと１億

４２９０万円の増でございますが、これは、国

の地方財政計画を反映したことによるものでご

ざいます。 

 続きまして、項２・固定資産税、目１・固定

資産税では、土地、家屋、償却資産に係るもの

で、７４億９７８１万２０００円を計上してお

ります。前年度と比較しますと２６００万１０

００円の減でございますが、熊本地震による影

響で被害を受けた資産の除却、減価による償却

資産の減少が見込まれることが主な要因でござ

います。 

 次に、目２・国有資産等所在市交付金は、４

２３２万８０００円を計上しております。これ

は、国、県の施設が所在する市町村に交付され

るものでございます。 

 続きまして、１８ページをお願いいたしま

す。 

 項３・軽自動車税は、前年度の決算見込みな

どから、前年度より２５００万円増の３億９６

７０万円を計上しております。 

 続きまして、項４・市たばこ税は、前年度の

決算見込みなどから、前年度より１９００万円

増の８億７９００万円を計上しております。 
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 また、項５・入湯税では、前年度の決算見込

みから、前年度より９０万円増の１４２０万円

を計上しております。 

 続きまして、１９ページをお願いします。 

 款２・地方譲与税でございます。項１、目１

・地方揮発油譲与税でございますが、前年度よ

り２４００万円増の１億５７００万円を計上し

ております。これは、国税である地方揮発油税

の４２％が市道の延長、面積に応じ市町村に交

付されるものでございます。 

 続きまして、項２、目１・自動車重量譲与税

でございますが、国の見込みを参考に、３億４

３００万円を計上しております。これは、国税

として徴収される自動車重量税の１０００分の

４０７が市町村道の延長、面積に応じ市町村に

交付されるものでございます。前年度より２１

００万円の減ですが、国の地方財政計画を反映

したことによるものでございます。 

 続きまして、項３・特別とん譲与税でござい

ますが、前年度と同額の２３８０万円を計上し

ております。これは、外国貿易船の入港に際

し、船の純トン数に応じ、港の所在市町村に譲

与されるものでございます。 

 続きまして、２０ページをお願いします。 

 款３・利子割交付金では、１０６０万円を計

上しております。これは、県が徴収した県民税

利子割収入のうち、個人に係る利子相当分の５

分の３の額が個人県民税の収入割合に応じて県

から市町村に交付されるものでございます。国

の地方財政計画などを参考に、前年度より７４

０万円の減で見込んでおります。 

 続きまして、款４・配当割交付金で、前年度

同額の４４００万円を計上しております。これ

は、県に納入された配当割に相当する額に政令

で定める率を乗じて得た額の５分の３に相当す

る額が個人県民税の収入割合に応じて県から市

町村に交付されるものでございます。 

 続きまして、款５・株式等譲渡所得割交付金

では、国の見込みなどを参考に、前年度と同額

の２３９０万円を計上しております。これは、

県に納付された株式等譲渡所得割額に相当する

額に政令で定める率に乗じて得た額の５分の３

に相当する額が個人県民税の収入割合に応じて

県から市町村に交付されるものでございます。 

 続きまして、２１ページをお願いします。 

 款６・地方消費税交付金で、２５億２１００

万円を計上しております。これは、県の地方消

費税収入額の２分の１相当額が国勢調査の人口

及び事業所・企業統計調査の従業者数などに応

じて市町村に交付されるもので、２億５５００

万円の減となっておりますが、これは、平成２

７年に行われた国勢調査において人口が減少し

ていること、また、全国的に消費が伸び悩んで

いることが要因でございます。 

 続きまして、款７・ゴルフ場利用税交付金

で、前年度より１２０万円減の４５０万円を計

上しております。これは、県に納められたゴル

フ場利用税の１０分の７に相当する額が、ゴル

フ場設置に伴い市町村の財政需要などに配慮

し、ゴルフ場所在の市町村に交付されるもので

ございます。 

 続きまして、款８・自動車取得税交付金でご

ざいますが、国の地方財政計画を反映し、前年

度より１４００万円増の７９００万円を計上し

ております。これは、県に納められた自動車取

得税に９５％を乗じた額の１０分の７に相当す

る額が市町村道路の延長及び面積に応じて市町

村に交付されるものでございます。 

 続きまして、２２ページをお願いします。 

 款９、項１・地方特例交付金、目１・減収補

てん特例交付金で、前年度の決算見込みから５

０７０万円を計上しております。これは、個人

住民税における住宅ローン控除による減収分を

補塡するもので、国から交付されるものでござ

います。 

 続きまして、款１０・地方交付税では、前年
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度の決算見込みや国の見込みに基づき、１５７

億７０００万円を計上しております。これは、

国から交付されるもので、基準財政需要額と基

準財政収入額の差額に対し交付される普通交付

税、及び特別な財政需要を考慮して交付される

特別交付税でございます。前年度と比較します

と１億８０８３万７０００円の減でございます

が、合併算定がえによる特例が平成２８年度か

ら平成３２年度までの５年間にわたり段階的に

削減され、一本算定へと移行することに伴う減

少や、地方財政計画を反映したことによるもの

でございます。 

 続きまして、款１１・交通安全対策特別交付

金では、２３００万円を計上しております。こ

れは、道路交通法違反で納付される反則金が交

通事故の発生件数等をもとに国から交付される

ものでございます。 

 続きまして、２３ページをお願いします。 

 款１２・分担金及び負担金でございます。ま

ず、項１・分担金、目１・農林水産業費分担

金、節１・農業費分担金で、９２００万円を計

上しております。これは、市内一円の排水路改

修工事の事業分担金でございます。 

 次の目２・土木費分担金、節１・河川費分担

金の６万５０００円は、地域防災がけ崩れ対策

事業における個人負担分でございます。 

 次に、項２・負担金、目１・総務費負担金１

０５６万６０００円は、八代地域イントラネッ

ト運用に係る氷川町負担金９９８万２０００円

が主なものでございます。 

 次に、目２・民生費負担金で、７億４４３５

万３０００円を計上しております。まず、節１

・社会福祉費負担金３１４４万７０００円は、

主に老人福祉施設入所者負担金でございます。

次の節２・児童福祉費負担金の７億１２９０万

６０００円の主なものは、下のほうにあります

施設型給付公立保育所保育料と施設型給付私立

保育所保育料などでございます。 

 続きまして、２４ページをお願いします。 

 目４・農林水産業費負担金、節１・農業費負

担金３００万円は、イグサ収穫機、ハーベスタ

の導入支援に係る氷川町負担金でございます。 

 次に、款１３・使用料及び手数料でございま

す。項１・使用料、目１・総務使用料で、２８

８０万５０００円を計上しております。前年度

より９５９万７０００円の増でございますが、

平成２９年度から校区公民館がコミュニティセ

ンターとなることに伴い、２８年度まで目４の

農林水産業使用料で計上していた農事研修セン

ター使用料や、目８の教育費使用料で計上して

いた公民館使用料などが本目のコミュニティセ

ンター使用料へ移行したことが主な要因でござ

います。 

 次に、２５ページになりますが、目３・衛生

使用料２３７７万１０００円は、主には斎場使

用料、及び、パトリア千丁を改め、千丁健康温

泉センターの温泉入館料などでございます。 

 次に、目４・農林水産業使用料で、１４１万

５０００円を計上しておりますが、前年度より

６１万６０００円の減の要因として、先ほど総

務使用料で説明しましたコミュニティセンター

移行に伴い、２８年度までの農事研修センタ

ー、農村婦人の家、龍峯農業研修所の使用料が

廃止されたためでございます。 

 次に、２６ページに移りまして、目６・土木

使用料でございますが、２億６１３２万９００

０円を計上しております。節１・道路橋梁使用

料４１８７万２０００円は、電柱などの道路占

用料が主なものでございます。次に、節４・住

宅使用料２億１６５８万５０００円は、市営住

宅全３０団地分の公営住宅使用料などでござい

ます。 

 次に、目８・教育使用料で、５０６２万８０

００円を計上しております。前年度より１０１

０万２０００円の減の要因は、先ほど総務使用

料でも説明しましたコミュニティセンター移行
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に伴い、公民館使用料などの減によるものでご

ざいます。なお、主なものは、節２の幼稚園使

用料１１２０万９０００円のうち、幼稚園保育

料の１１１８万５０００円、及び節３・社会教

育施設使用料２５９４万円での厚生会館や博物

館などの使用料、２７ページになりますが、節

４・社会体育施設使用料８６１万２０００円で

の夜間照明使用料などでございます。 

 続きまして、２８ページをお願いいたしま

す。 

 項２・手数料、目１・総務手数料で、７１８

０万７０００円を計上しておりますが、主なも

のは、住民票や印鑑証明などの発行に係る節３

の戸籍住民基本台帳手数料５８００万円でござ

います。 

 次に、目３・衛生手数料３億３８９２万９０

００円でございます。主なものは、節２の生活

環境手数料での清掃センターへの搬入ごみ処理

手数料やごみの有料指定袋処理手数料でござい

ます。 

 次に、２９ページをお願いします。 

 款１４・国庫支出金でございます。項１・国

庫負担金、目１・民生費国庫負担金は７４億３

６７９万７０００円で、前年度より１億８５７

７万９０００円の増となっておりますが、その

要因は、障害者自立支援給付費負担金で７２５

５万４０００円の増、保育所運営費負担金で７

７６３万３０００円の増が主なものでございま

す。まず、節１の社会福祉費負担金１８億７１

４４万２０００円で主なものは、説明欄２つ目

の障害者の生活介護等に係る障害者自立支援給

付費負担金でございます。 

 ３０ページをお願いします。 

 次に、節２・児童福祉費負担金３４億１７６

５万２０００円でございますが、私立の保育所

運営費負担金、中学校まで支給される児童手当

負担金、ひとり親家庭等に児童を養育する手当

を支給する児童扶養手当負担金が主なものでご

ざいます。 

 続きまして、項２・国庫補助金、目１・総務

費国庫補助金では、１億３４１万４０００円を

計上しております。前年度に比べ６２１７万７

０００円の増となっておりますが、これは、地

方創生推進交付金が前年度に比べ、５７２４万

５０００円の増が主な要因でございます。 

 次に、目２・民生費国庫補助金では、１億８

７２６万５０００円を計上しております。前年

度に比べ２億５４４８万９０００円の減は、２

８年度の臨時福祉給付金事業補助金２億５６４

５万４０００円が全額減となったことが主な要

因でございます。節１・社会福祉費補助金６２

６０万７０００円の主なものは、地域生活支援

事業補助金で、これは、障害者、障害児が自立

した日常生活、社会生活を営むために行われる

地域活動支援センターや日常生活用具給付事業

などに対して補助するものでございます。次

に、節２・児童福祉費補助金１億２０４２万円

の主なものは、子ども・子育て支援交付金で、

子ども・子育て支援制度における子育て援助活

動支援事業や放課後児童クラブ開所時間延長支

援事業などの地域子ども・子育て支援事業等に

対する補助でございます。 

 ３１ページに移りまして、次に、目３・衛生

費国庫補助金２６億９０４４万９０００円でご

ざいます。前年度に比べ１４億５２１４万１０

００円の増加は、主には、節２・生活環境費補

助金の中に記載しております環境センター建設

に係る循環型社会形成推進交付金の増によるも

のでございます。 

 次に、目４・土木費国庫補助金６億３８７０

万９０００円でございます。前年度と比べ３億

８７６０万８０００円の減は、主に、南部幹線

道路整備事業の市施工区間の完了に伴い、その

補助金３億５７５０万円が全額減となったこと

によるものでございます。まず、節１・道路橋

梁費補助金２億６９３０万円の主なものは、道
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路ストック点検・修繕事業、東西アクセス線改

良事業、及び橋梁長寿命化修繕事業でございま

す。節２・都市計画費補助金２億７１６９万２

０００円は、西片西宮線、八の字線の道路整備

事業、また、一番下の八千把地区土地区画整理

事業などでございます。 

 続きまして、３２ページをお願いします。 

 節３・住宅費補助金７０２３万１０００円

は、公営住宅ストック総合改善事業補助金や下

から２番目の老朽危険空き家等除却促進事業補

助金などでございます。また、節４・港湾費補

助金２６６６万６０００円は、鏡港泊地のしゅ

んせつ工事によるものでございます。 

 次に、目５・教育費国庫補助金６８１１万３

０００円は、前年度と比べ４３２９万円の増と

なっておりますが、主な要因は、３３ページに

移りまして、節５・社会教育費補助金で、歴史

活き活き！史跡等総合整備活用事業補助金によ

るもので、これは、八代城跡被災石垣保存修復

業務に対する補助でございます。 

 次に、目６・消防費国庫補助金、節１・消防

施設費補助金の８２７万７０００円は、避難所

整備費補助金でございまして、１次避難所など

で実施する落下物調査業務に対する補助でござ

います。 

 続きまして、項３・委託金でございます。目

２・民生費委託金３２４７万９０００円は、節

１・社会福祉費委託金の基礎年金等事務費交付

金が主なものでございます。 

 ３４ページをお願いします。 

 款１５・県支出金でございます。項１・県負

担金、目１・民生費県負担金で、２９億３４２

７万５０００円を計上しております。まず、節

１・社会福祉費負担金１７億３８０７万５００

０円でございますが、これは、説明欄一番上の

国民健康保険基盤安定保険税軽減分負担金、１

つ飛んで、後期高齢者医療保険基盤安定負担

金、これも同様に保険料軽減分に係るものでご

ざいます。また、次の障害者の生活介護等に係

る障害者自立支援給付費負担金などが主なもの

でございます。次に、節２・児童福祉費負担金

１１億７８２０万円でございますが、これは、

私立の保育所運営費負担金、児童手当負担金が

主なものでございます。 

 続きまして、項２・県補助金、目１・総務費

県補助金１２５９万１０００円は、坂本町の大

平発電所、及び泉町の五家荘発電所２カ所分の

熊本県電源立地地域対策交付金が主なものでご

ざいます。 

 ３５ページに移りまして、目２・民生費県補

助金では、３億２１７２万６０００円を計上し

ております。前年度と比べ１億１２１１万６０

００円の減は、２８年度の介護基盤緊急整備特

別対策事業補助金１億１６００万円が全額減と

なったことが主な要因でございます。節１・社

会福祉費補助金の主なものは、説明欄上から３

番目の重度心身障がい者医療費助成事業費補助

金でございます。次に、節２・児童福祉費補助

金の主なものは、小学生の放課後児童クラブに

対する放課後児童健全育成事業等補助金や、そ

の下３つ目、多子世帯子育て支援事業費補助金

でございます。 

 ３６ページに移りまして、目３・衛生費県補

助金では、７９５５万２０００円を計上してお

ります。節１・保健衛生費補助金５７８７万３

０００円では、乳幼児医療費助成事業費補助金

が主なものでございます。また、節２・生活環

境費補助金２１６７万９０００円は、小型合併

処理浄化槽設置事業費補助金が主なものでござ

います。 

 次に、目４・農林水産業費県補助金では、６

億２４０１万２０００円を計上しております。

前年度に比べ２億９１４万円の減額は、主に、

節１・農業費補助金において、３７ページにな

りますが、上から３つ目の熊本県農業農村整備

事業補助金が５４７３万４０００円の減、ま
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た、中段より少し下の記載の多面的機能支払交

付金事業補助金が６０５１万円の減、また、農

地耕作条件改善事業補助金が５６７５万円の減

と、それぞれ減額となったことなどによるもの

でございます。 

 一方、新たなものとしまして、一番下に記載

のいぐさ収穫機導入支援補助金がございます。 

 ３８ページをお願いします。 

 節２・林業費補助金５６６８万７０００円で

ございますが、主なものは、林道の舗装整備に

係る道整備交付金でございます。節３・水産業

費補助金５００万円は、水産基盤整備交付金

で、これは、八代・鏡地先において二枚貝等の

着底を促進する事業への補助でございます。 

 次に、目６・消防費県補助金では、３７０７

万５０００円を計上しておりますが、主なもの

は、消防団活動に必要な資機材、被服等の整備

経費などに対する球磨川水系防災・減災ソフト

対策等補助金分でございます。 

 続きまして、３９ページをお願いします。 

 項３・委託金、目１・総務費委託金１億８７

９４万４０００円を計上しております。前年度

と比べ８１９２万４０００円の減は、節４・選

挙費負担金で、平成２８年度の参議院議員選挙

委託金７４６１万５０００円の減が主な要因で

ございます。また、主なものは、節２・徴税費

委託金で、県民税徴収事務委託金がございま

す。 

 続きまして、４０ページをお願いします。 

 下から２つ目にあります、目５・土木費委託

金１０４０万４０００円でございますが、前年

度と比べ５３４万６０００円の減の要因は、２

８年度に５年に一度の都市計画基礎調査委託金

が計上されていたことなどによるものでござい

ます。 

 ４１ページをお願いします。 

 款１６・財産収入でございます。まず、項１

・財産運用収入、目１・財産貸付収入２１８２

万６０００円は、土地建物貸付収入や日奈久埋

立地メガソーラ貸付収入、自動販売機設置料が

主なものでございます。 

 次に、目２・利子及び配当金１３８２万２０

００円は、説明欄に記載しております各基金の

利子が主なものでございます。 

 ４２ページをお願いします。 

 項２・財産売払収入、目１・不動産売払収入

１億１４２０万円は、八千把地区土地区画整理

事業保留地の売払収入が主なものでございま

す。 

 次に、款１７・寄附金でございます。項１・

寄附金、目１・総務費寄附金で、３億１１４６

万円を計上しておりますが、前年度と比べ２億

５０２４万円の増となっております。主な要因

は、ふるさと納税である、ふるさと元気づくり

応援寄附金を２億５０００万円増加したことに

よるものでございます。 

 続きまして、４３ページの下の表をお願いし

ます。 

 款１８・繰入金でございます。項１・基金繰

入金の主なものは、４４ページになりますが、

目５・八千把地区土地区画整理事業基金繰入金

８１９５万３０００円、目６・ふるさと八代元

気づくり応援基金繰入金６９８７万６０００

円、４５ページに移りまして、目８・まちづく

り交流基金繰入金４７０７万４０００円、目１

０・市有施設整備基金繰入金として、環境セン

ター建設事業に充当します２０億円、目１１・

教育文化センター建設基金繰入金として、平成

２９年４月からパトリア千丁内に八代市公民館

を整備する事業に充当します１億５３０２万３

０００円などでございます。 

 続きまして、款１９・繰越金でございます。

平成２８年度からの繰越金を前年度同額の１０

億円計上しております。 

 ４６ページをお願いします。 

 款２０・諸収入でございます。まず、項１・
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延滞金加算金及び過料でございますが、目１・

延滞金で、前年度の決算見込みから、４５０万

円を計上しております。 

 続きまして、項３・貸付金元利収入の目１・

総務費貸付金元利収入で、２３１６万２０００

円を計上しております。市が地域総合整備財団

の支援を得て民間事業者に無利子の貸し付けを

行っているものに対しての元金返済分である地

域総合整備資金貸付金元金収入が主なものでご

ざいます。 

 ４７ページに移りまして、目３・農林水産業

費貸付金元利収入で、２４８５万７０００円を

計上しておりますが、これは、平成２７年度か

ら３カ年事業として実施している事業である山

村活性化支援対策事業の貸付金返還金でござい

ます。 

 次に、目４・商工費貸付金元利収入で、５億

円を計上しております。中小企業経営安定特別

融資預託金元金収入を初めとする各預託金の元

金収入でございます。 

 続きまして、項４・雑入でございます。目５

・雑入では、３億１６１４万１０００円を計上

しております。 

 ４８ページをお願いします。 

 主なものとしまして、まず、節２・消防団員

等公務災害補償等共済基金収入で、消防団員退

職報償金。次の節３・公営住宅共益費などでご

ざいます。そのほか、節８・雑入で、２億１５

５６万６０００円を計上しておりますが、主な

ものは説明欄の上から順に、スポーツ振興くじ

助成金は、テニスコート人工芝張りかえ修繕の

経費に充当するものでございます。また、生活

保護費返還金、熊本県市町村振興協会市町村交

付金、熊本県後期高齢者医療広域連合派遣職員

の給与負担金、４９ページに移りまして、上か

ら２つ目の、清掃センターにおけるアルミニウ

ム等再資源化物販売代金納付金などのほか、中

段にございます、広域交流地域振興施設よかと

こ物産館や、その４つ下の日奈久温泉施設ばん

ぺい湯、東湯納付金などの指定管理者からの納

付金がございます。 

 最後に、５０ページをお願いします。 

 款２１・市債でございます。まず、項１・市

債、目１・総務債は、１９億５７１０万円でご

ざいまして、地方財源の不足分を補塡します臨

時財政対策債１９億２９６０万円が主なもの

で、地方財政計画を反映したものでございま

す。 

 次に、目２・民生債は、４５７０万円でござ

いまして、公立保育所施設整備事業で、郡築し

おかぜ保育園屋根改修工事に係る起債対象額の

９５％、４１３０万円が主なものでございま

す。 

 ５１ページに移りまして、目３・衛生債は、

５６億６２９０万円でございまして、節１・生

活環境債の環境センター建設事業で、環境セン

ター建設事業費から国庫補助金及び市有施設整

備基金を除いた額の９５％の５６億５７６０万

円が主なものでございまして、前年度に比べ３

４億９８６０万円の増でございます。 

 次に、目４・農林水産業債は、３億９７３０

万円でございまして、節１・農業債で、主なも

のは、上から順に、昭和地区等の県営経営体育

成基盤整備事業負担金の９０％の８３６０万

円、第二郡築地区の県営排水対策特別事業負担

金の９０％の５９８０万円、文政地区等の県営

海岸保全事業負担金の９０％の１５６０万円、

そして一番下の食肉センター解体事業では、解

体工事費の９０％の１億２１１０万円でござい

ます。次に、節２・林業債の主なものは、道整

備交付金事業の４８３０万円で、これは、林道

の開設、改良などの事業費から県補助金を除い

た額の９０％、７２０万円と、１００％の４１

１０万円の合計分でございます。 

 次に、目５・商工債は、４５２０万円でござ

いまして、節２・商工債４０８０万円は、ハー
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モニーホールの空調機器入れかえ、及び空調中

央監視盤改修に係る経費の９５％でございま

す。 

 次に、目６・土木債は、１７億４１４０万円

でございまして、節１・道路橋梁債の主なもの

は、一番上の市内一円道路整備事業で、歩行空

間バリアフリー化推進事業費、道路新設改良事

業費、橋梁改修事業費の９０％分、災害防除事

業費の１００％分、坂本、東陽、泉地域の道路

新設改良事業費の１００％分、その３つ下の東

西アクセス線改良事業で９５％分などを合わせ

ました、８億７５７０万円でございます。 

 ５２ページをお願いします。 

 節２・河川債は、日奈久の大坪川改修事業ほ

か１１カ所に係る市内一円河川改修事業で、県

支出金を除いた額の９０％、３１３０万円が主

なものでございます。節３・港湾債は、八代港

の国直轄事業及び重要港湾改修事業に係る県営

事業負担金の９０％の２億９８７０万円と、港

湾施設改修事業は、鏡港の泊地しゅんせつ工事

の事業費から国庫補助金を除いた額の９０％の

４８００万円でございます。次に、節４・都市

計画債の主なものは、南部幹線道路整備事業の

９５％の４７９０万円、西片西宮線道路整備事

業で、国庫補助金を除く９５％の３８６０万

円、八の字線道路整備事業で、国庫補助金を除

く９０％の４１３０万円、一番下の八千把地区

土地区画整理事業で、国庫補助金を除く９０％

の１億８７８０万円が主なものでございます。 

 次に、目７・消防債は、６９８０万円で、消

防施設整備事業の起債対象事業費から県補助金

を除いた額の１００％の５４００万円と、防災

行政無線整備事業の起債対象額の９５％の１５

８０万円でございます。 

 次に、目８・教育債は、２億２８３０万円で

ございます。前年度と比べ１億９７５０万円の

減は、主に、次の５３ページになりますが、節

３・社会教育債の一番上に記載しておりますテ

ニスコート施設整備事業、――これまでのスポ

ーツコミュニティ広場施設整備事業の事業費が

減少したことによるものでございます。 

 ５２ページに戻りまして、節１・小学校債の

８４４０万円は、代陽小学校校舎及び体育館屋

根改修工事費の９５％、２３４０万円と、屋外

トイレ整備及び屋外照明設置工事などに係る小

学校施設整備事業の１００％、５９５０万円が

主なものでございます。節２・中学校債７９８

０万円は、屋外トイレ整備及び屋外照明設置工

事などに係る中学校施設整備事業の１００％、

７７６０万円が主なものでございます。 

 ５３ページに移りまして、節３・社会教育債

６４１０万円は、テニスコート施設整備事業で

９５％の２１５０万円と、市民プール施設整備

事業で９５％の２６１０万円が主なものでござ

います。 

 次の目９・災害復旧債２億７３０万円は、広

域交流センターさかもと館及びさかもと温泉セ

ンタークレオンの商工施設災害復旧工事費の１

００％、仮設庁舎プレハブリース料など、市庁

舎施設災害復旧事業の１００％、及び新庁舎建

設に伴う基本設計委託料の１００％でございま

す。 

 以上、平成２９年度八代市一般会計予算に係

る歳入の説明といたします。御審議のほど、よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（堀口 晃君） ただいま説明が終わ

りました。 

 お昼まであと５分少々ございますので、ここ

で審議するというふうはなかなかいかないだろ

うと思いますので、休憩をしたいと思います。 

 午前中の審査を終了し、しばらく休憩いたし

ます。 

 午後は１時から再開いたします。よろしくお

願いします。 

（午前１１時５４分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
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（午後１時００分 開議） 

○委員長（堀口 晃君） それでは、休憩前に

引き続き、総務委員会を再開いたします。 

 午前中に説明がありました歳入等について質

疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○委員（亀田英雄君） ９ページのコンビニ収

納対応なんですが、ちょっと不明なもんですけ

ん教えてください。これ、２年で終わっとです

か。２年の債務負担行為なんですが、この２年

の意味を教えてください。 

○理事兼市民税課長（硴塚康浩君） 今のお尋

ねは、２年と言いますか、結局、翌年度のです

ね、債務負担を上げてあるんですけど、契約が

１１月ごろに業者選定をいたしまして、契約を

しまして、翌年度の納付書を作成。で、今、コ

ンビニ対応ですので、以前は市民税の普通徴収

で言いますと４期分を、ブッキングといいまし

て、ホッチキスでとめとったんですけど、コン

ビニ対応ではそれができなくて、一枚一枚をで

すね、ばらで入れる必要があるということで、

印刷から、それから情報の印字、それから封入

までを一貫して委託料として予算計上をするん

ですけど、契約が今年度中、実際の執行につい

ては２９年度に入りましてから実際執行するも

んですから、２年といいますのは、前年中に翌

年度の分を債務を確定させてるということで、

これは今後毎年ですね、こういうパターンで契

約をして、納付書の作成を、印刷作成をしてい

きますので、毎年こういうふうな形になってい

くと。２年だけということではありません。

（委員亀田英雄君「わかりました」と呼ぶ） 

○委員（亀田英雄君） 了解しました。 

 １９ページ。特別とん譲与税、これ、クルー

ズ船は関係ないんですかね。 

○財務部次長（辻本士誠君） クルーズ船は関

係ございません。外国貿易船のみということで

す。 

○委員（亀田英雄君） ２２ページですね、

次。地方交付税です。これは、さっきの話じゃ

なかですばってんが、新しい財政計画によるも

のか、以前の財政計画によるものなのかという

ことと、結局、算定がえによる減少じゃなかで

すか。だけど、一説によると、合併特例債ばす

っとふえるという話もありますけん、合併特例

債の算入分は幾らぐらい予測されとっとかも含

めて、ちょっと解説してくれんですか。地方交

付税、予定よりふえとるものか減っとるもの

か。 

 だけん、全体の財政計画ばちょっと聞きたか

部分のあっとなんですが、算定がえが幾らで、

――以前はこのくらい見込んどったのが、今回

の財政計画ではこれぐらいだと。そのうちに、

合併特例債充当分が幾らぐらいあると。で、以

前の財政計画よりこう変わったとかっていう、

その辺をちょっと、もうちょっと詳細に話をし

ていただければ、お聞きしたいと思います。聞

かせてください。 

○財政課長（尾﨑行雄君） 交付税につきまし

ては以前の財政計画と基本的には変わっており

ませんで、合併算定がえでですね、５年かけて

１０億が減っていくということで想定しており

ます。 

 合併特例債ですね、そのうち交付税のほうで

見られる合併特例債につきましてはですね、算

入額としまして、２８年度が７億４１００万、

２９年度は７億８５００万、３０年度は８億７

６００万ということで、今、２９、３０につき

ましてはですね、また今後借り入れる分の利率

とか、実際に借り入れをしたりする関係でです

ね、実際の借入額で若干これよりも上乗せ部分

が出てくるかとは思いますが、そのような形

で、一応、合併特例債については交付税のほう

に算入されるというふうに想定しております。 

○委員（亀田英雄君） それは理論上は算定さ

れるとなっとっとですけん、そうでしょう。だ
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けどですよ、合併時はたしか４００億借りれ

て、その４割しか借らんて。だけん１６０億ま

でっていう話だったと思うとですね、四四、十

六。それば大幅に超える計画になっとっだけん

が、それ以上の算定がえ、交付金は以前と同じ

ちゅう話じゃなくて、それだけ借っとっとだけ

ん、来んばんとだけんですたい、外づけで。以

前の財政計画よか、余計来んばん話になってい

くと思うとですね。だけん、以前の計画と一緒

ちゅう話ではそれは違う話と思うんですよ。そ

の点についてはいかがですか。 

○財政課長（尾﨑行雄君） 合併特例債自体が

ですね、以前の１６８億ですかね、それから若

干変更されて、２７４億まで今のところ借り入

れる。総額は確かにですね、４０１億８０００

万なんですけども、そのうち借りようとする２

７４億。で、今度のですね、新たな、後ほど新

たな財政計画でお示しするのは、そのうちので

すね、２４７億まで合併特例債を活用しようか

なというところで今のところ考えております。 

○委員（亀田英雄君） ざっとの話がですよ、

１６０億から２７０億。１１０億が若干という

感覚が私はわからんとですが。その若干という

基準はどこにあるんですか。 

○財政課長（尾﨑行雄君） 申しわけございま

せん、若干ということは訂正させていただきま

す。 

 たしか以前の計画よりも５年にですね、合併

特例債が延長されたことでですね、２７４億ま

で、総額４０１億８０００万のうちの６８％ま

で活用しようということで、２７４億という数

字でですね、してたと思っております。 

○委員（亀田英雄君） 今現在、どんくらいま

で行っとっとですか。 

○財政課長（尾﨑行雄君） ２７年度までの借

入額が１２７億でございます。 

○委員長（堀口 晃君） よろしいですか。 

○委員（亀田英雄君） はい。一旦いいです。 

○委員長（堀口 晃君） ほか、ございません

か。 

○委員（成松由紀夫君） 総じて、先ほどの補

正の部分でもあるんですが、歳入見ると国庫負

担、国庫補助、県補助金とかですね、かなりい

ろんな多岐にわたっていただいている中で、先

ほど事業数もふえてきてて、これは各担当課が

努力されて、市長を筆頭にそういうかなりの金

額もいただいてる中で、ただひとつ、部長はそ

こら辺を総じてどういうふうに分析されとんな

っとかなと。いろいろと繰り越しも含めてです

けども、事業数がふえてますよね。で、期間の

問題があるでしょう、当然。執行部が大変努力

されとる結果、こういったもろもろがついとる

とは思うんですが、まずは部長の感想という

か、分析はどうされてるのかを１点。 

○財務部長（岩本博文君） やはり、日本全

体、安倍首相も言われているとおり、経済をで

すね、全体的に向上させるというようなところ

が基本的な考えにあります。財政を拡大するこ

とによって歳出も歳入もふえますけれども、そ

の分、産業にも貢献し、経済を活性化させ、お

金の回りをよくして全体的に底上げをしていく

と。ことし、予算を組むときの国のＧＤＰ、経

済成長率は、実質で１.５％、名目で２.５％の

成長率を見てます。それに乗っかったところで

私たちも予算編成をいたしまして、その基礎と

いいますか、それにひとつの底から支えていく

と、地方は地方で支えていくというようなとこ

ろでの考えを持ったところでの予算編成に当た

ってます。 

○委員（成松由紀夫君） いろいろ国であった

り県であったりの部分の読みも含めて部長が分

析されてる部分でですね、しっかり頑張ってい

ただきたいというのがありますし、一番ちょっ

と懸念するのは、先ほども出とったんですけど

も、事業数が多くて、期間ですよね。期間の部

分が、どうしても多くなり過ぎてくると、２年
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以上だめだとかいろいろなもろもろが足元の、

八代の部分で補助金いただいてやらんといかん

というところがありますですよね。そこは多

分、一番担当課どこも緊張感持って進めていか

れるんでしょうが、ぜひそこは注意して頑張っ

ていただきたいなというのが一つと、あと続け

ていいですか、委員長。 

○委員長（堀口 晃君） はい、どうぞ。 

○委員（成松由紀夫君） ２８ページの搬入ご

み手数料の中身というか、少し詳しく教えてい

ただきたいのと、あと３１ページの循環型社会

形成推進交付金の部分の中身を教えていただき

たいなという。それともう一つがですね、３９

ページの熊本県地域人権教育指導員の補助金の

２分の１ですよね、考え方を、担当課、次長な

り部長なり、よろしくお願いします。３番目は

どういう趣旨かというのをあえてお尋ねしま

す。 

○市民環境部次長兼環境課長（國岡雄幸君） 

市民環境部の國岡でございます。 

 先ほど、委員御質問の１点目でございますけ

れども、搬入ごみ処理手数料でございますけれ

ども、清掃センターに一般家庭からですね、と

事業所から持ち込まれる分のですね、ごみ処理

に対する手数料ということでございます。一般

家庭から持ってこられるごみ処理に対する手数

料をいただく。それとあわせて事業所系のごみ

でございますね。コンビニとかで許可業者が収

集をして、それを清掃センターに持ち込まれま

すので、それに関する処理に対する手数料とい

うことでございます。 

○委員（成松由紀夫君） 中身は、大体どれぐ

らいでどう。算出というか、そこはどう。その

意味はわかってるんで。 

○市民環境部次長兼環境課長（國岡雄幸君） 

いわゆる、今、総じまして、一般搬入のごみの

処理手数料でございますけれども、大体年間で

１万２３００トンございまして、トン当たり１

万円ということで試算をしています。 

 済みません、一般搬入の総重量がですね、年

間１万２３００トンで、トン当たり１万円とい

うことで試算をしております。 

 以上です。（委員成松由紀夫君「次、循環

型」と呼ぶ） 

○委員長（堀口 晃君） 次、循環型につい

て。 

○市民環境部次長兼環境課長（國岡雄幸君） 

環境センター建設事業に伴う循環型社会形成推

進交付金。（委員成松由紀夫君「環境センター

です」と呼ぶ）済みません、環境センター建設

事業に伴う循環型社会形成推進交付金でござい

ますけれども、補助対象事業費のですね、３分

の１が国庫支出金ということで財源ということ

になります。 

 事業費につきましては、１０３億４３２９万

４０００円が補助対象事業費ということで、掛

ける３分の１ということで、国庫支出金、いわ

ゆる循環型社会形成推進交付金ということで２

６億６５５５万６０００円を予定をしておりま

す。 

 以上でございます。（委員成松由紀夫君

「次、人権」と呼ぶ） 

○委員長（堀口 晃君） 次、人権、地域人権

の分。３９ページの。 

○委員（成松由紀夫君） 生涯学習の部分では

あるんでしょうけれども、考え方だけ深く聞い

てる話じゃないので、皆吉理事でお答えできる

範囲で、次長で結構です。 

○市民環境部次長（皆吉正博君） 市民環境部

次長、皆吉です。よろしくお願いします。 

 人権教育指導員につきましては、これは県の

ほうで進めております人権教育の教育と啓発に

資するために、各市町村において人権教育指導

員を設置した場合に、これに対して県のほうか

ら補助金として２分の１を支給されるというこ

とでございまして、市としても人権教育啓発に



 

－29－

ついては重要なことと考えておりまして、これ

についての設置ということで予算を計上してる

ところでございます。 

 以上です。 

○委員（成松由紀夫君） よくわかりました。

ありがとうございました。 

○委員（亀田英雄君） 先ほどのちょっと続き

になっとですが、特例債の使用が２７０億にな

ったと。そのふえた要因というのをちょっと聞

かせていただきたい。これは庁舎まで含めてだ

ろうと思うとですが、庁舎は災害債ば使うとか

って話だけん、そんなに膨らむのかなという気

がしたもんですから、ちょっと聞いてみまし

た。 

○財務部長（岩本博文君） 合併時につくりま

した新市建設計画、それを平成２５年か２６

年、ちょっと記憶が定かではありませんけど

も、新市建設計画を見直してます。 

 その際、新市建設計画の中に財政計画が含ま

れますので、合併のときつくった財政計画をつ

くり直して乗せたところが、最初４０１億８０

００万の枠に対する１６２億の枠が２７４億に

なったと。その２７４億になったときは、環境

センター建設と庁舎建設というような、そうい

う要素も入れたところでの見直しをしたような

記憶をしております。ちょっと定かではござい

ませんが。 

 新規事業を、要するに１０年、――１０年も

たっておりませんけど、平成二十四、五年です

ので、ちょうど１０年前の本文中には、合併特

例債の延長が見込まれたときに、そうであれば

八代市もその延長を見込んだところで合併特例

債をまだ有効活用しようというところで、そこ

で見直しを図ったところです。 

○委員長（堀口 晃君） よろしいですか。 

○委員（亀田英雄君） わかりました。 

○委員長（堀口 晃君） ほかございません

か。 

○委員（前川祥子君） 市税のですね、個人と

法人でありますけど、ことしは市税が一億何千

万かふえてますよね。１億９８００。これは、

特に法人のほうが多いんですが、個人も法人も

それぞれふえてる中で、その理由となるものを

ちょっと教えていただきたいんですけど。 

○理事兼市民税課長（硴塚康浩君） 今のお尋

ねは個人と法人の市民税の増の要因ということ

だと思いますけれども、個人につきましては、

これまでの実績を踏まえまして、数年の増加率

とか、そういうのも推定いたしまして、全体的

に日本全体が景気が割と少しずつよくなってき

てるというのがありまして、どちらかといいま

すと、八代で言えば農業所得の部分ということ

ではなくてですね、雇用の情勢がちょっとよく

なってきたということで、給与所得のほうが伸

びつつあります。その分が個人のほうでは増の

要因かなと思いますし、あと法人のほうではで

すね、均等割と法人税割とありますが、件数そ

のものは、法人数そのものがふえてる云々では

なくてですね、均等割がふえてるのではなく

て、税割、要するに税割というのは課税標準が

法人税そのものですけれども、法人税のほうが

上がるから、法人税割という法人市民税のほう

もふえるというふうになっておりますので、企

業の収益が若干少しずつふえつつあるというこ

とで、税割のほうがふえてきているというのが

現状だと思います。 

 以上です。 

○委員（前川祥子君） もう一つ、固定資産税

が今度は減になっておりますけど、これはやっ

ぱり人口が減ってるというところで、土地もそ

うですけど、家の売却とか、そういったものも

多く今あってるんでしょうか。 

○理事兼資産税課長（浅田敏男君） まず、資

産税でございますけれど、個別にいいますと、

土地のほうは価格の下落というのがずっと続い

ております。予算上は土地はほぼ同額で見てお
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ります。それから、家屋は新増築というのが建

ちますので、家屋のほうは約七、八千万の増と

いうことになります。 

 ただ償却資産が、市内の大工場に照会を行っ

たところ、既存償却分の減価による減少が見込

まれるというようなこともわかったもんですか

ら、一応固く見まして、減１億のほうで、３つ

合わせまして約２３００万の減というところで

見てるところでございます。 

○委員（前川祥子君） ちょっと今、早口で、

ちょっとよくわからない。（理事兼資産税課長

浅田俊夫君「済みません」と呼ぶ）いえ、大体

わかりましたけど、人口減も影響はありますよ

ね。 

○理事兼資産税課長（浅田敏男君） 固定資産

税は固定資産にかかる税金ですので、人口の減

ということはございません。（委員前川祥子君

「ああ、そうですか」と呼ぶ） 

○委員（前川祥子君） じゃあ、固定資産とい

う、今、現物のあるもので試算を出してるとい

うことで、そこに人がいないということは全然

別個でというふうに考えてよろしいですね。 

○理事兼資産税課長（浅田敏男君） 人が住む

住まんということでなくて、固定資産にかかる

税金ですので、それは関係ございません。 

○委員（前川祥子君） そうですね。わかりま

した。 

 もう一つ、全然別件ですが、橋梁長寿命化修

繕事業というのは。 

○委員長（堀口 晃君） 何ページになります

かね。 

○委員（前川祥子君） これはですね、何ペー

ジか、２回に分けられて、市債の分ともう１カ

所。 

○委員長（堀口 晃君） 市債、市債の分は何

ページ。（｢３１ページですか」と呼ぶ者あ

り） 

○委員（前川祥子君） はい。３１ページです

ね。それと５１ページですね。 

○委員長（堀口 晃君） ５１ページ。 

○委員（前川祥子君） はい。これは事業は事

業でいいんですが、今、何割方、本市で終わっ

てるかというか、調査も兼ねてでもよろしいん

ですが、ここはわかりますでしょうか。これは

わからない。ここにいらっしゃる中ではわから

ない。 

○委員長（堀口 晃君） 誰かお答え。わか

る、わからないだけでも結構です。 

○財務部長（岩本博文君） 済みません、ここ

ではちょっとわかりません。（委員前川祥子君

「わかりました。個別にまた伺います」と呼

ぶ） 

○委員長（堀口 晃君） ほかよろしいです

か。 

○委員（中村和美君） ４２ページの寄附金の

中の中央競馬、これは大体このぐらいちゅう

か、これは売り上げによって違うのかなという

のが一つと、これは目的税みたいなもので、日

奈久観光振興かな、そういう使い方、簡単でよ

か。 

○財政課長（尾﨑行雄君） 中央競馬分につき

ましてはですね、２８年度の実績額の同額を見

込んで１１４６万としております。例年これぐ

らいの規模で、要は売り上げに応じて寄附がさ

れるということでしています。 

○委員（中村和美君） それと、目的税みたい

に、日奈久、――何に使うのか。 

○財政課長（尾﨑行雄君） こちらのＪＲＡの

ですね、地域、たしか半径２キロだったと思い

ますけども、それに限定したですね、施策で整

備してるということで、目的税……。 

 ちなみに、今回予定しておりますのが、南部

市民センターのトイレ改修とか塩南町の道路及

び側溝の改修と日奈久浜町の道路側溝のふたの

改修、あとですね、日奈久中町の道路舗装、日

奈久上西町の道路側溝ふたの改修と馬越町の堤
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防敷の改修。あとですね、日奈久新開町の農道

舗装工事という、以上７点をですね、今回、事

業の充当としては予定しております。 

○委員（中村和美君） それだけして、これは

日奈久のほうの市政協力員さんたちの頼み事で

はあるわけですけど、これで大体、――例えば

それに幾らぐらいかかって、じゃあ残りは今度

どうするのかばちょっと。 

○財政課長（尾﨑行雄君） こちらの、今の７

カ所分でですね、１５６３万５０００円かかり

ますけども、その内枠でこちらの寄附金を充当

するというふうにしております。（委員中村和

美君「はい、わかりました」と呼ぶ） 

○委員長（堀口 晃君） ほか。 

○委員（西濵和博君） ３５ページですけれど

も、県支出金で節の２・児童福祉費補助金、説

明欄の一番上にあります放課後児童健全育成事

業等補助金の４９００余金についてお尋ねした

いと思います。 

 恐らく、この補助対象経費には運営費が入っ

てて、１億強ぐらいかと思うんですけれども、

その県支出金としていただくこの４９４６万７

０００円ですけれども、算定の考え方をお伺い

したいんですけれども、どなたかお答えいただ

けますでしょうか。４９４６万７０００円のう

ち運営費が入っていると思います。その運営費

の算定の考え方についてお伺いしたいと思いま

す。 

○委員長（堀口 晃君） わかりますか。 

○財政課長（尾﨑行雄君） 済みません、ちょ

っと手元に資料がございませんので、後ほど回

答させていただきたいと思います。 

○委員（西濵和博君） 後ほどで結構ですよ。 

 お尋ねしたい趣旨がですね、考え方の根拠に

なってるのが、国が定めている算出根拠を使っ

てるのか、それとも、利用者が利用料として払

っているお金をベースに算出してるのか、算定

方法が２つありますものですから、どっちを採

用されてるのかをお伺いしたいという趣旨で

す。よろしくお願いします。 

○委員長（堀口 晃君） じゃあ、後ほどとい

うことでよろしいですか。 

○委員（西濵和博君） はい。 

○委員長（堀口 晃君） じゃあ、後ほど。 

○委員（西濵和博君） もう１点お伺いいたし

ます。金額としては非常に少額に当たるかと思

いますけれども、５０ページでございます。諸

収入。上から３番目、説明欄にございます八代

支援学校販売学習売上金でございます。 

 これは文字どおり、八代支援学校の生徒さん

方が年間の教育活動の一環として、その都度御

実施のバザーによるところの収益金をそのまま

市のほうに雑収入という形でお納めになってい

らっしゃると思うんですが、取り扱いとして、

ちょっと心情的な部分でのお尋ねにもなるんで

すが、子供さん方が原資となる教材費を加工し

て手づくりのものを市民に売られる、それから

販売される、収益が出るということで、収益と

して上がった部分は学校で自由に使っちゃいけ

ないというのはわかるんですけれども、売上金

そのまままた市に戻してしまうと、自分たちが

努力して経済活動を学ぶという中にあって、ど

れほどか自分たちに還元できるということも教

育の一環かなというふうに思いますものですか

ら、ここの売上金が諸収入でなくてから、例え

ばですね、少額ですけど基金扱いになって、ま

た学校に還元されるとか、そういう仕組みづく

りができないのかなと思ってお伺いする次第で

す。 

○財政課長（尾﨑行雄君） その件につきまし

ては確認の上ですね、今後検討させていただき

たいと思います。 

○委員（西濵和博君） 結構です。細かなとこ

ろもありますし、教育委員会さん主管ですの

で、今後でよろしゅうございます。 

 以上です。 
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○委員長（堀口 晃君） ほかございません

か。 

○委員（亀田英雄君） 最後のページのです

ね、市債の合計額んとが３６億ふえっじゃなか

ですか。市債の合計ですよね、３６億ふえる

と。岩本部長がいつつくったかわからん、記憶

にないような財政計画によるものなのか、いつ

の財政計画に沿ったものなのか。 

 これは財政計画にやっぱ市債の計画もあるで

しょうが。これに、また庁舎もつくっていかん

ばんことだけんですたい、慎重に取り扱わんば

んもんだろうということで、重ねて話ばするわ

けなんですよ。だけん、ちょくちょく財政計画

書ばどこの時点でつくる、――よう作んなる、

変えなるけん。 

 さっきの質問でちょっと、何て言うてよかか

わからんだったですばってん、２７０億になっ

たが１０年前だったちゅう話ならですたい、特

例債の計画が１０年前だけん覚えとらんちゅう

ような話だけんですよ、そげんじゃなかろう

と。だけん、きちんとやっぱりその辺な覚えと

らんば、きちんと報告していただかんばです

ね、って思ったもんだけん、ちょっと重ねてす

っとですが。こん市債がことしで３６億、その

財政計画に沿ったものなのか、いつの財政計画

なのかということも、また重ねて伺います。 

○財務部長（岩本博文君） もともとですね、

去年から２７年度、そして２８年度というのは

市債の借入額は大きくなるというような想定は

してます。（委員亀田英雄君「してると。でし

ょぅね」と呼ぶ）はい。で、当然これぐらいの

規模の、ちょっと正確な数字は頭に残っており

ませんけども、これだけの幅ぐらいは大きくな

るというような想定のもとでの財政計画は、以

前からの分でもちゃんと盛り込まれてるという

ような考えはあります。 

○委員（亀田英雄君） 今度は、償還により起

債が終わんなっちゅう計画だったじゃないです

か、――まず、その償還の見えんとですが。そ

の辺の計画の中の計算のうちだったっですか

ね。見込みのうちだったんですか。 

○財務部長（岩本博文君） そうですね。借金

額と返済額の逆転現象というのは見込みどおり

というようなところではあります。（委員亀田

英雄君「わかりました」と呼ぶ） 

○委員長（堀口 晃君） ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（堀口 晃君） ちょっと待ってくだ

さい。 

○建設部総括審議員兼次長（湯野 孝君） 建

設部の湯野です。先ほどの橋梁長寿命化修繕事

業の進捗率でございますが、まず点検が市内全

体で１９５８橋ございまして、２８年度までに

９９５橋、５０.８％を終えております。 

 それから補修修繕、これ７メーター以上、４

５橋が対象でございまして、２８年度まで６

橋、１３％が終わっております。 

 以上でございます。 

○委員（前川祥子君） 確認です。平成２２年

とおっしゃいました。（建設部総括審議員兼次

長湯野孝君「２８年度まででございます」と呼

ぶ）２８年。で、５５％。（建設部総括審議員

兼次長湯野孝君「５０.８％が点検を終えてお

ります」と呼ぶ）５０.８％、点検ですね。

（建設部総括審議員兼次長湯野孝君「はい。

で、修繕と補修、こっちが６橋の１３％でござ

います。２８年度までですね」と呼ぶ） 

○委員（前川祥子君） せっかく次長いらっし

ゃいますので。あと４９.２％ですね、残って

る部分が。あと５０％近く残ってるということ

ですね。これは大体いつぐらいまで終わる予定

に見込みはありますか。 

○建設部総括審議員兼次長（湯野 孝君） ま

ず、補修そのものを終えるのがですね、平成３

１年度までに終えたいという考え方でございま

すので、それまでに点検あたりも進捗させてい
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きたいというふうには考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（堀口 晃君） 今、歳入のほうにな

ってるんで、その辺でお願いします。（委員前

川祥子君「済みません。ありがとうございま

す」と呼ぶ） 

○委員（前川祥子君） わかりました。ありが

とうございます。後ほどまた個別にお伺いいた

します。 

○委員（堀 徹男君） ２３ページの負担金の

部分なんですけど、氷川町の負担分として結構

上がってると思うんですけど、幾つぐらいの事

業があって、総額幾らぐらいの氷川町の負担を

求めてる事業があるんですか。単純にこれを足

せば、上がってるだけを足せばそれで済むもの

なのか、それとも、ほかに今年度は負担金とし

て発生してないけど、何か事業を受託してる部

分があるのか。 

○企画振興部次長（増住眞也君） 質問の氷川

町の負担分の中のですね、最初の分の八代地域

イントラネット利用負担金につきましてお答え

でよろしいでしょうか。（委員堀徹男君「い

や、そうじゃないです」と呼ぶ）私の、企画の

ほう……。全体のですか。（委員堀徹男君「全

体です」と呼ぶ） 

○委員長（堀口 晃君） 今の質問に対して誰

が答えますか。 

○財政課長（尾﨑行雄君） まず、イントラネ

ット分の９９８万２０００の…… 

○委員（堀 徹男君） 済みません、質問の仕

方が悪かったですね。 

 氷川町からですね、負担金をいただいて行っ

ている事業というのは、この予算書に上げられ

ている事業以外にもありますかと。この事業を

足すと何事業あって、総額幾らになりますか

と。これでわかる範囲でいいですかっていうこ

とです。 

○財務部長（岩本博文君） ちょっと整理しな

いと、そこまで積み上げてないみたいですの

で、後で報告します。 

○委員（堀 徹男君） 済みません、質問の趣

旨がですね、先に言えばよかったんですけど、

氷川町と事務事業委託してる事業っていうのは

結構あるっちゃないかなと、これだけ見てもで

すね。ほかにも、今、広域連合とかでやってる

事業とかもあるので、そういった根拠になれば

と思いましてですね。幾つぐらいあって、何ぼ

ぐらい事業を事務事業委託をやってるのかなと

いうのをちょっと知りたかったんですけど、す

み分けができてないちゅうことなら、また後で

整理してください。 

○財政課長（尾﨑行雄君） 今、氷川町の負担

分が７事業ございまして、総額で１９６６万５

０００円ございます。 

○委員長（堀口 晃君） もう一度、数字だけ

いいですか。数字だけ。 

○財政課長（尾﨑行雄君） １９６６万５００

０円でございます。 

○委員（堀 徹男君） ありがとうございまし

た。 

 例えば、この予算書のほうには上がってない

んですけど、例えば氷川町の紹介の、児童の方

かなんかを八代市の支援学校で見るというよう

な事業もですね、たしか委託をしてあるという

ようなことがあったんですけど、予算書に入れ

てないからわからないのかなということで、そ

ういうのがあればですね、後ででも結構ですの

で教えていただきたい。 

 続けていいですか。 

○委員長（堀口 晃君） はい。 

○委員（堀 徹男君） 済みません、３１ペー

ジのですね、土木費の国庫補助金の中で、災害

防除事業ということで６７５万７０００円です

か、出てるんですけど、これの事業メニュー

は。 

○委員長（堀口 晃君） 歳入についてですけ
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ども、すぐわからなければですね、後から答え

るとか、ちょっと時間がですね、探してる間に

時間が経過してしまいますので、後ほどお答え

しますとかっていうふうのお答えでも結構でご

ざいますので、すぐすぐ答えられない分につい

てはそういうふうにお答えいただければという

ふうに思います。よろしくお願いいたします。 

○委員（鈴木田幸一君） ちょっとよかです

か。 

○委員長（堀口 晃君） いや、ちょっと待っ

て。 

○委員（鈴木田幸一君） 今どうなって、その

前にはな。 

○委員長（堀口 晃君） ちょっと待ってくだ

さい。ちょっと待って。 

 堀委員、ちょっとまた後からということだっ

たんで、それでいいですか。 

○委員（堀 徹男君） はい。 

○委員（鈴木田幸一君） ７事業って言うたろ

う。これは堀委員が質問したかとは、氷川町と

広域でいろんな事業をしとる中の負担金という

ことだけん、例えば生活環境事務組合の事業も

あるし、学校事業もあるし、氷川中学校もある

し、広域もあるけん、そぎゃんともひっくるめ

て７事業。じゃなかろう。（｢違う違う」「別

のあれです」と呼ぶ者あり）別個だろう。だけ

ん、そういうところばしっかりして見らんば

ん、全然聞いとるもんはわからんが。 

○委員長（堀口 晃君） ちょっとごめんなさ

い。今、鈴木田委員の分について。 

○財政課長（尾﨑行雄君） 先ほどの７事業の

１９６６万５０００円につきましてはですね、

先ほどの負担金のところでの事業数と金額でご

ざいます。 

○委員長（堀口 晃君） 負担金。（委員鈴木

田幸一君「わかりやすく言わな、全然伝わって

こんけんな」と呼ぶ） 

 全体もわかりますか。生活環境組合の分とか

っていう部分であったりとか、全体でわかりま

す。 

○財政課長（尾﨑行雄君） 申しわけございま

せん。先ほど申しました八代地域イントラネッ

ト運用負担金が９９８万２０００円、それと、

地域療育センター運営事業負担金、こちらが７

３万５０００円、地域生活支援事業負担金、こ

ちらが３５６万６０００円、あと病院群輪番制

病院運営事業負担金、こちらが２１２万６００

０円と、斎場の相互利用負担金、こちらが２３

万６０００円、いぐさ収穫機導入支援負担金、

こちらが３００万円、科学発明展負担金、こち

らが２万円、以上の７事業でございます。 

○委員長（堀口 晃君） ほか。 

○財務部政策調整審議員（松村 浩君） こん

にちは。松村でございます。先ほどの西濵委員

の御質問についてお答えしたいと思います。 

 ３５ページの放課後児童健全育成事業等補助

金でございますけども、委員おっしゃいますと

おりに、運営費総額に対しまして利用料、取る

分の利用料ありますけども、それを差し引いた

分の３分の１が補助金で来るわけですけども、

それが先ほど、どの基準でされてるかというふ

うなお話でしたけども、これは熊本県のほうで

一応基準を決めておられまして、運営費の半分

以上の利用料を取りなさいというふうに決まっ

ています。 

 ということで、本市の場合は約３分の１程度

の利用料を取ってますので、全体の運営費から

利用料を引いた分の３分の１を払ってるという

ことですから、先ほど委員がおっしゃいました

けど、利用料からなのか、国の基準どおりなの

かというと、先ほどのお答えからいきますと、

利用料に対してというふうなことで熊本県の場

合は運用されているということでございまし

た。 

○委員（西濵和博君） ありがとうございまし

た。これ、長年の懸案事項でございまして、そ
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もそも国が指し示しているとおりに県が運用し

てくれたら、各児童クラブの運営っていうのは

小規模であるほど、なればなるほど窮屈な運営

になってるのをサポートできるんですが、熊本

県方式をとってるがゆえに、かなり厳しく逼迫

した状態というのは御所管課も御存じのとおり

でございます。 

 今年もそういう背景での算出根拠というのが

御説明ございましたが、来年以降においてもで

すね、この件については引き続き実施、委託し

ている先において逼迫しないようにお取り計ら

いいただければなというふうに思います。こ

れ、要望とさせていただきます。よろしくお取

り計らいお願いします。 

○委員長（堀口 晃君） ほかありませんか。 

○委員（堀 徹男君） 済みません、少額だっ

たんですけど、法定外物品収入とかっていうの

があったんですけど、何ページだったかな。 

 済みません、４２ページか。財産収入の部分

で、不動産売払収入という目の中に法定外公共

物売払収入とあるんですけど、済みません、こ

れは法定外の売り払いの公共物っていったいど

んなものが当たるんですか。 

○財政課長（尾﨑行雄君） こちらにつきまし

ては、道路法や河川法の適用を受けない里道や

水路、例えば昔からあったあぜ道、用水路、た

め池、そういったものでございます。 

○委員（堀 徹男君） それを本年度は２８０

万ですか、売れるもくろみであるというところ

ですか。 

○財政課長（尾﨑行雄君） そのように予定し

ております。（委員堀徹男君「はい、わかりま

した」と呼ぶ） 

○委員長（堀口 晃君） ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○建設部総括審議員兼次長（湯野 孝君） 建

設部の湯野です。先ほどの災害防除工事の内容

について御説明いたします。 

 山間部におきますのり面のモルタル吹き付

け、それと防護ネット、落石防止の防護ネッ

ト、そういったものにも対応するものでござい

ます。 

 ２９年度の予定箇所といたしましては、坂本

町の枳ノ俣線災害防除工事、泉町では和小寺～

平線災害防除工事、東陽町では箱石池ノ原線災

害防除工事、この３件を予定しております。 

 以上でございます。 

○委員長（堀口 晃君） よろしいですか。 

○委員（堀 徹男君） はい、いいです。大丈

夫です。 

○委員長（堀口 晃君） いいですか。 

○委員（鈴木田幸一君） ちょっとわからんや

ったけん、失礼します。法定外公共物売払収入

ということで出てきとった里道とか池とかいろ

いろ出てきたでしょう。里道なんかちゅうたら

国土交通省公共財産になるわけだけん、その収

入が市のほうに入ってよかと。ちょっとその辺

ば教えてください。 

 財産そのものが国土交通省財産という、国の

やつだけん、それば委託を受けてから市が運営

しとるわけでしょう。それば一般に売り払うわ

けだけん、その収入ちゅうとば丸々市のほうで

受けてもらってよかかどうかちゅう質問です。 

○建設部総括審議員兼次長（湯野 孝君） 建

設部の湯野です。 

 先ほどのですね、里道、水路ですが、以前は

確かに国交省所管でございました。それが国、

県から市のほうに移管されまして、法定外公共

物として移管されて、それを市のほうで管理し

ております。 

 それが行政財産としてもこれが要らないんじ

ゃないかというようなところで、財政のほうに

普通財産として移管して、売り払っていただい

ております。というような関係でございます。

里道として用を成してない部分に対しまして

は、そういった措置を行っております。 
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 以上でございます。 

○委員（鈴木田幸一君） 確認してよかです

か。結局、今までは公共財産で、国土交通省財

産だったということだけれども、それはもう市

の財産に移管してるから、管理も市のほうでし

てもらっているかわりに、財産そのものも市の

所有として扱っていいという、そういうふうに

なったってことですね。 

○建設部総括審議員兼次長（湯野 孝君） そ

うでございます。市のほうで管理しておりま

す。（委員鈴木田幸一君「ありがとうございま

した」と呼ぶ） 

○委員長（堀口 晃君） よろしいですか。 

○委員（鈴木田幸一君） はい。 

○委員長（堀口 晃君） ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（堀口 晃君） 以上で、歳入等に係

る質疑を終了いたします。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（堀口 晃君） なければ、以上で歳

入等について終了いたします。 

 執行部の入れかえがありますので、小会いた

します。 

（午後１時５１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時５３分 本会） 

○委員長（堀口 晃君） 本会に戻します。 

 次に、歳出について説明を求めます。 

 まず初めに、第１款・議会費について、議会

事務局から説明をお願いいたします。 

○議会事務局長（東坂 宰君） こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）議会事務局の

東坂でございます。 

 議案第６号・平成２９年度八代市一般会計予

算の歳出の議会費につきまして、その概要と所

見を説明させていただきます。申しわけござい

ませんが、着座にて説明いたします。 

 それでは、予算書の５４ページをお開きいた

だきたいと思います。 

 議会費の予算総額は３億９６７７万円で、平

成２８年度に比較しまして３３７万２０００

円、約０.８％の減額となっております。 

 例年、この予算審査の際に申し上げておりま

すけれども、私ども議会費につきましては、義

務的経費の占める割合が多く、議員さん方と私

ども職員の人件費合わせますと、予算の約９割

を占めます。このようなことから、残りの経常

的経費につきましては、効率的かつ効果的な事

務事業の執行に努めるべく、可能な限りの節

減、抑制を念頭に予算を計上しております。ま

た、あわせまして、その執行に取り組んでまい

りたいというふうに考えております。 

 地方自治における二元代表制の一役を担う議

会、そして議員の皆様方を補助する組織とし

て、各種の情報収集や市民の皆様方に対する情

報公開の能力を高めるとともに、質の高い職務

環境を議員の皆様方に提供することが私ども議

会事務局の務めであると深く認識し、平成２９

年度に臨みたいと思っております。 

 なお、予算の詳細につきましては、次長嶋田

より説明いたしますので、よろしくお願いいた

します。 

○議会事務局次長（嶋田和博君） 議会事務局

の嶋田です。歳出の議会費につきまして、着座

にて説明をさせていただきます。 

 ただいまお開きと思いますが、５４ページを

ごらんいただきたいと思います。 

 款１・議会費、項１・議会費、目１・議会費

におきまして、平成２９年度予算として、ただ

いまありましたように３億９６７７万円を計上

いたしております。今年度に比べまして、議会

費全体で３３７万２０００円の減、率にしてマ

イナス０.８４％と、ほぼ今年度並みの予算と

なっております。しかしながら、その中身につ

いては多少増減があっておりますので、その部
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分について御説明を申し上げます。 

 まず、その減額分といたしましては、議員の

１名減員に伴う上半期の報酬や政務活動費等の

減、及び議員共済費給付費負担金の率の改定に

よる４０９万７０００円の減などが主なもので

ございます。 

 なお、この議員共済給付費負担金といいます

のは、平成２３年６月１日に地方議会年金制度

が廃止されたことに伴う経過措置により、年金

給付の財源として各地方公共団体で負担するこ

ととされているものでございます。 

 一方、増額分としましては、職員の人事異動

に伴うもの、あわせて改選期に伴う印刷物等の

経費増がその主なものとなっております。 

 それでは、説明欄に基づき、節区分とあわせ

ながら説明をさせていただきます。 

 まず、議員３２人、一般職１０人に係る報

酬、給料等といたしまして３億４９８３万３０

００円を計上しております。ただし、先ほども

申し上げましたとおり、議員報酬につきまして

は、上半期が議員３１名分、下半期が３２名分

として計上しております。 

 次に、議会運営事務事業でございますが、議

会運営の円滑な遂行を図ることを目的といたし

まして、定例会、委員会の開催などの議会運営

全般にかかわる事務処理、及び議会運営におけ

る費用弁償などの会計処理の実施に伴う事業が

その概要でございまして、額としては３５５９

万７０００円となっております。 

 議会運営事務事業における主なものを申し上

げます。節７・賃金の３２６万５０００円は、

公用車の運転管理業務、及び議会事務局の事務

補助に係る非常勤職員２名分の人件費でござい

ます。節９・旅費の１４３６万３０００円は、

行政視察として、常任委員会並びに議会運営委

員会の国内行政視察旅費６００万円のほか、こ

の節の中には会議出席費用弁償５３５万円など

が含まれております。次に、節１０・交際費の

６０万円は、各種総会の会費などに支出するも

のでございます。節１１・需用費の６８０万５

０００円は、市議会だより４万９０００部の年

４回分の印刷経費３９３万８０００円、八代市

政の概要１００冊の印刷経費１０８万円のほ

か、改選時に作成します八代市議会関係例規集

代４８万６０００円などでございます。節１２

・役務費の１７万５０００円は、経済企業委員

会の海面調査に伴うクローニーベイハイ号の操

船料、議場標柱書きかえ手数料等でございま

す。節１３・委託料の７２７万円は、常任委員

会や議会運営委員会などの委員会記録等作成業

務委託に要します経費２３８万円、本会議での

手話通訳委託として３８万円、本会議録作成の

業務委託に要します経費３３８万６０００円の

ほか、会議録検索システムの保守点検委託料５

３万円、議会中継システム機器の保守点検委託

料５９万４０００円などでございます。節１４

・使用料及び賃借料１２３万９０００円は、会

議録検索システムリース料といたしまして、ソ

フトウエアリース料８９万５０００円などが主

なものでございます。 

 以上が議会運営事務事業に伴う予算でござい

ます。 

 次に、政務活動費交付事業についてですが、

節１９・負担金補助及び交付金１２６２万１０

００円につきましては、各会派に交付いたしま

す政務活動費といたしまして１１３４万円を計

上するとともに、全国市議会議長会や熊本県議

長会及び各種協議会等に係ります負担金１２８

万１０００円を含みました内容となっておりま

す。 

 以上が平成２９年度の議会費の予算概要でご

ざいます。審査のほど、よろしくお願いいたし

ます。 

○委員長（堀口 晃君） 以上で説明が終わり

ました。 

 以上の部分について質疑を行います。 
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○委員（亀田英雄君） 局長よりですね、力強

く総括をいただきましたので、ぜひ頑張ってい

ただいてですね、議会の活性化にも寄与してい

ただきたいものというふうに思います。よろし

くお願いします。 

 そんな中でですが、この３２っていう数字

は、実際、現員は３１でしょう。その３２にさ

れた理由というのは何かあるとですか。 

○議会事務局長（東坂 宰君） 改選年ではご

ざいますけれども、現在の定数が３２でござい

ますので、８月まで、９月の初旬まではです

ね、現在３１名の方、それ以降は３２というこ

とでですね、定数に合わせましての計上をさせ

ていただいております。 

 以上です。 

○委員長（堀口 晃君） よろしいですか。ほ

か。 

○委員（中村和美君） ベイハイ号、あれが、

これの中に役務費かなんか１７万５０００円か

なんか。これ、どうですか。古いし、点検とか

何かが大分金はかからんかな。それと、停泊料

ちゅうかな、そういうのが。だから、経済企業

の海面調査か、あれなんか民間の、かえって漁

協の人たちの船借りていったほうがみんな喜ば

すとやなかろうかなって思いますので、要望で

す。何かあれば。 

○委員長（堀口 晃君） よかですか、答えな

くて。 

○議会事務局長（東坂 宰君） 今、委員から

お言葉がございましたので、また検討させてい

ただきたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

○委員長（堀口 晃君） ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（堀口 晃君） ないようでございま

す。 

 以上で質疑を終了いたします。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（堀口 晃君） ないようでございま

す。 

 以上で、第１款・議会費について終了いたし

ます。 

 次に、第２款・総務費中当委員会関係分、第

１１款・公債費、第１２款・諸支出金中当委員

会関係分及び第１３款・予備費について説明を

お願いいたします。 

○総務部長（水本和博君） こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）総務部水本で

ございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、平成２９年度の歳出予算を御審議

いただくに当たりまして、関係します各部長か

ら予算案に対する考え方等を述べさせていただ

きたいと思います。着座にて発言をさせていた

だきます。よろしくお願いいたします。 

 まず、総務部でございますが、その基本姿勢

としまして、新たに示されました市長八策に基

づきまして、特に総務部に関係します災害に強

いまちづくりと市民に親しまれる市役所づくり

の２つの基本施策を柱に据えた予算案とさせて

いただいております。 

 まず初めに、災害に強いまちづくりの分野で

ございますが、昨年は地震はもとより、大雪、

台風等、風水害などの災害が集中した年となっ

ております。今後は、過去の経験に基づく想定

だけでは十分といえない自然環境の変化が起き

ております。行政として対応します公助の責務

を果たすのはもちろんのことですが、地域住民

の方々と一緒になりながら、防災と災害時の対

応について、もう一度根本から考えていかなけ

ればならないと考えております。 

 新年度におきましては、危機管理体制が十分

に機能しますよう、突然発生する災害への事前

準備と万一の災害発生時において市民の命を守

るための取り組みに力を入れてまいりたいと考

えております。 
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 このことから、昨年４月の熊本地震の経験と

反省を踏まえ、今後起こり得る地震を初めとし

たあらゆる大規模災害対応に向けて、防災計画

の全面的な見直し、避難所の安全性確保、災害

時に備えた資機材や備蓄品確保に努めるための

予算などを中心に計上しております。 

 主な取り組みとして、避難所の被災度区分判

定調査や落下物調査を行い、避難所施設として

の安全性確保を進めます。 

 また、消防団の活動強化のために、装備品な

どの充実を図るとともに、団員の処遇改善のた

め、報酬額の見直しや山岳遭難の捜索に当たる

団員の費用弁償の見直しを行うこととしており

ます。 

 また、災害に強いまちづくりを進めるには、

ハード面の整備とあわせ、地域住民の防災意識

の浸透や自主防災組織の強化など、ソフト面で

の取り組みも重要でございます。避難所運営で

の住民協力や、自分の命は自分で守るため、個

人への啓発などに対しできるだけ地域に出向き

ながら、きめ細やかな指導や啓発活動、協力要

請などを重点的に行いたいと考えております。 

 次に、もう一つの柱でございます、市民に親

しまれる市役所づくりの分野での総務部の果た

す役割でございますが、市政の動向や施策の周

知などをいち早く市民にお知らせすることは、

行政と市民が一体となったまちづくりに欠かせ

ない基本的なものでございます。このため、広

報広聴の部門では、市の方針や考え方について

御理解をいただくため情報発信をするととも

に、市民が今何を求めておられるかを敏感に捉

えることが重要であると考えます。 

 新年度におきましては、広報やつしろの紙面

づくりにアウトソーシングの積極的な活用を図

り、民間のノウハウを生かし、一部紙面の編集

業務委託を予定しております。このことで、広

報広聴において担当課の職員が取材や情報収集

をこれまで以上に集中して取り組む環境が整

い、より効率的で内容の深まる紙面発行につな

げたいと思っております。 

 また、市長への手紙を初めとする広聴事業に

おきましては、建設的な意見や提言を市政運営

に反映させるため、市民の皆様に本事業をさら

に周知を図ってまいりたいと思っております。 

 次に、国際交流の分野では、今年度、北海市

との友好都市締結２０周年の節目の年を迎え、

各種の記念事業を通じてさらに友好を深めるこ

とができました。引き続き、青少年を中心にし

た交流継続により、国際感覚の醸成に努めてま

いります。また、在住外国人に対する支援事業

としまして、来庁の際、窓口対応や困り事相談

時に言葉の支援をする通訳者の設置や、日本語

が十分に理解できない市内在住の外国人の方へ

日本語を教える日本語支援ボランティアを要請

する講座などを引き続き行ってまいります。 

 一方、八代市の行政として、その機能をフル

に発揮するためには、職員そのもののスキルア

ップや意識改革、モチベーション維持が重要な

要素でございます。総務部では、これまで行財

政改革の柱の一つとしまして、職員数の適正化

に取り組み、おおむねその目標を達成をいたし

ました。今後は、年々高度化、多様化する行政

需要に対応するため、専門職や免許資格職を確

保、育成する必要がございます。 

 そのため、職員の資質向上に向けた研修の充

実、人事評価制度を中心とした人材育成のため

の環境づくり、さらに昨年策定いたしました八

代市女性職員活躍推進特定事業主行動計画に基

づいた女性職員活躍のための環境づくりなどの

取り組みをさらに充実してまいりたいと思いま

す。 

 また、職員の心身両面にわたる健康管理は、

最も基本的な重要な事項でございます。心の健

康づくり計画に沿った取り組みに加え、ストレ

スチェック制度の有効活用など、職員の勤務環

境の改善にも力を入れてまいります。 
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 以上、総務部におきましては、行政に対し市

民が求める正確でスピーディーな対応を基本に

しつつ、市役所全体の調整機能を果たす役割も

十分に認識しながら、時代の変化に柔軟に対応

した業務展開に取り組んでまいります。 

 以上、総務部の新年度予算に対する総括とさ

せていただきます。 

○委員長（堀口 晃君） ありがとうございま

した。 

○企画振興部長（福永知規君） 企画振興部部

長、福永です。平成２９年度予算の企画振興部

関係について、方針を述べさせていただきま

す。着座にて説明いたします。 

 企画振興部は、企画政策課、情報政策課及び

５つの支所の構成になっております。市の喫緊

の課題である人口減少に対処すべく、地方創生

推進のための産官学金労言、多方面からの御意

見をいただく、八代まち・ひと・しごと対策推

進会議、並びに、移住促進のために、県ととも

に東京などで移住相談会やふるさと回帰フェア

への出展を行う一方、鏡町などにございます分

譲宅地へ新築移住される方への定住支度金の用

意をするなど、定住促進への対策を行ってまい

ります。 

 少子化対策の一つとしては、引き続きふるさ

とやつしろ元気づくり応援基金を活用し、本市

での結婚活動を行う団体や体験型イベントの支

援を行ってまいります。 

 住民の日常の移動手段の確保として、肥薩お

れんじ鉄道へは、沿線自治体とともに経営健全

化を促しながら、引き続き鉄道運行支援を行っ

てまいります。 

 日奈久地区の活性化を迅速に進めるために、

市有財産の活用を図り、日奈久埋立地の全国へ

向けたインターネットオークションを活用し、

土地利用の増進を目指して取り組むこととして

おります。 

 現総合計画が平成２９年度に期間を終えるこ

とから、平成２８年度から市民意識調査や地域

別ワークショップなど、新たに次期総合計画の

策定に取り組んでいるところですが、２カ年目

の来年度は総合計画を多角的に検討していくた

めに、多方面からの委員に参加していただき策

定審議会を開催し、御意見を伺いながら取りま

とめを行ってまいります。 

 合併後１０年間、地域ごとに地域審議会にて

地域の声をお聞きしてきたところですが、昨年

３月に期間満了となったことで、八代地域づく

り会議を設置し、運営いたしております。２９

年度も引き続き会議を開催し、住民の皆様から

の市政に対する御意見をいただいてまいりま

す。 

 また、平成２９年１０月から予定しておりま

すバス路線の再編をスムーズに進めるため、再

編後の路線マップや総合時刻表を作成し、市民

の皆様への周知を図ることとしております。 

 各支所管内においては、地域住民の安心した

暮らしを支えるために、地域づくりの活動の充

実や住民自治の推進及び防災意欲の向上のた

め、地域の特性を生かした住民活動の支援を行

っており、地域力の保持、増進を目指して事業

継続を行ってまいります。 

 行政事務の迅速化と効率化の確保、公共サー

ビスの推進のため、八代地域イントラネットに

ついては、氷川町と共同運用しております公共

施設間の高速通信網を維持し、地域における情

報基盤の保全及び基幹業務システムを初めとし

た各種行政システムの効率的な運用に努め、同

時に業務に欠かせないパソコンやコピーなどの

事務機器の全庁的管理を行い、経費の節減に努

めてまいるとともに、情報セキュリティー対策

に取り組むこととしております。 

 最後に、熊本地震から約１年たちますが、危

機感を薄れさせることなく、住民の安全・安心

の確保を基礎とし、その上で次世代に誇りを持

って八代市を引き継いでいくことのできるよ
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う、国、県、自治体間の連携協力を深め、市民

の皆様とともに将来を見据えた政策課題に前向

きに挑戦してまいります。 

 以上が平成２９年度企画振興部の取り組み方

針とさせていただきます。 

○委員長（堀口 晃君） ありがとうございま

した。 

○財務部長（岩本博文君） 財務部でございま

す。着座で説明をさせていただきます。 

 平成２９年度当初予算関係での財務部の主な

事業について説明をさせていただきます。 

 まず、財政が所管する関係でございますが、

ふるさと納税につきましては、八代地域限定の

魅力ある特産物などのお礼の品として、寄附金

の増収と地域活性化に取り組んでいます。２８

年度の寄附金額は約２億５０００万円を見込ん

でおり、前年の４０００万円から大幅に増加し

ておりますので、２９年度もインターネットの

ポータルサイトの活用やお礼の品をさらに充実

することで八代市の魅力発信を行いながら、さ

らに自主財源の確保に努めてまいります。 

 また、公共施設等の更新、統廃合、長寿命化

など、本市の公共施設等の管理に関する基本的

な考えを示します八代市公共施設等総合管理計

画を本年３月末までに策定し、２９年度からは

施設管理者で個別計画を作成することにしてお

りますので、公共施設等の有効かつ効率的な管

理運営に役立つファシリティマネジメントの研

修を開催するなど計画作成の支援を行ってまい

ります。 

 次に、新庁舎建設関係でございますが、本年

２月に基本設計、実施設計の設計業者を選定

し、３０年度の設計完了を目指し、平成２９年

度には基本設計の完成及び実施設計への着手を

目標としています。 

 そのために、新庁舎の構造を決めるための地

盤調査やオフィス環境整備支援業務との連携に

よる文書量調査のほか、庁舎の機能などについ

て意見を伺うワークショップを開催し、基本設

計に生かしてまいります。また、基本設計の素

案ができた段階で、専門知識を持たれた学識者

に適宜意見をお聞きし、市民が利用しやすい庁

舎とすることはもちろんのこと、災害活動拠点

として、また、まちを結ぶ交流の拠点となる庁

舎を目指します。 

 次に、税関係でございますが、昨年度から市

県民税や固定資産税、軽自動車税など、コンビ

ニエンスストアで納付できるようにしました

が、直近の利用状況は自主納付者の１７.４％

の方が利用されており、納付環境の改善につな

がったと思っております。 

 また、税の徴収につきましては、引き続き滞

納整理の早期着手を行い、現年度課税分の収納

率向上と翌年度への滞納繰越の抑制を図りま

す。また、徹底した財産調査を行い、差し押さ

え等の滞納処分を強化することで、累積滞納額

の削減に努めるとともに、税負担の公平性を確

保してまいります。 

 ２９年度からは、納税課内に債権対策室を新

たに設け、まずは市税や国民健康保険税など、

強制徴収公債権についての一元的な滞納整理に

取り組むこととしております。 

 最後に、熊本地震に係る罹災証明についてで

ございますけれども、３月１６日現在、住家の

受付件数３０４６件に対しまして、交付件数は

３０４１件となっており、５件の調査中ではあ

りますが、ほぼ交付している状況であります。

現在も少しずつですが申請が続いている状況に

ありますので、引き続き早期発行に努めてまい

ります。 

 以上、主な事業について申し上げたところで

ございますけれども、財務部は財政を預かって

おりまして、財政面では財源の確保に努め、健

全な財政を維持し、将来にわたっても持続可能

なものとなるよう財政を運営していきたいと考

えております。 



 

－42－

 以上、説明とさせていただきます。 

○市民環境部長（堀 泰彦君） こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）よろしくお願

いいたします。市民環境部の堀でございます。

座らせていただきまして、続けさせていただき

ます。 

 それでは、２９年度の八代市の一般会計予算

につきまして、当委員会所管の総務費中、市民

環境部が担当しております主な事業につきまし

て、総括並びに方針を述べさせていただきま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 まず、住民自治推進事業につきましてでござ

いますが、現在、各地域協議会におきまして

は、創意工夫のもと、それぞれ特色のあるまち

づくりに活動を展開していただいております。 

 本事業は市長八策の協働によるまちづくりの

中に、住民自治の推進として位置づけられてお

ります。そして、いよいよ平成２９年４月１日

からコミュニティセンターを各地域のまちづく

りの拠点としまして推進していただくために

も、地域の自主性、主体性を尊重いたしまし

て、決して拙速とはならず、安心して地域の皆

様が取り組んでいただけますよう、地域の皆様

の不安や疑問に思っておられることを行政とし

てしっかりと受けとめまして、これからも支援

してまいりたいと考えているところでございま

す。 

 また、平成２９年度は、引き続き市職員が地

域アドバイザーとしまして運営、支援を行うと

ともに、一括交付金やコミュニティ活動活性化

補助金などの財政支援を行ってまいります。 

 また、コミュニティセンターの一部管理業務

を受託された地域協議会に対しましても、先ほ

ど申し上げましたように、その地域協議会をし

っかりと支援してまいりたいと考えているとこ

ろでございます。 

 次に、市政協力員関係事業につきましては、

人口の減少に伴いまして、定数や受け持ち地域

の再編、業務内容などの見直しを引き続き検討

してまいります。 

 次に、消費者の自立支援事業では、年々消費

者被害が多様化、複雑化していく中で、被害未

然防止のため、出前講座、啓発リーフレット作

成など、消費者意識啓発を進めてまいります。 

 また、消費者被害救済事業といたしまして

は、消費生活センターに専門の相談員を置き、

相談業務に当たるほか、弁護士による無料相談

を定期的に実施し、消費者被害の未然防止及び

被害者救済に取り組んでまいります。 

 また、新規事業といたしましては、平成２９

年度から氷川町、芦北町と連携し、広域的に消

費者行政を展開することといたしております。 

 次に、防犯、交通安全関連事業といたしまし

ては、平成２８年度策定をいたしました八代市

交通安全計画に基づきまして、交通事故から市

民の方を守るために啓発イベントや交通安全教

室など、関係協力機関と連携をいたしまして実

施し、交通安全意識の高揚や正しい交通安全マ

ナーの向上を図りますとともに、夜間の犯罪発

生などを防止するため、地域から要望の多い防

犯灯整備などにつきましても町内会などに補助

を行い、安全・安心のまちづくりを推進してま

いります。 

 次に、人権行政につきましてですが、人権が

尊重される平等なまちづくりの実現のため、市

民一人一人の人権意識の高揚を図りながら、人

権啓発の推進に取り組んでまいります。 

 また、男女共同参画の推進につきましては、

女性の意識や行動力を高めるための支援やワー

クライフバランスの推進を実施しながら、男女

共同参画社会の推進を図ってまいります。 

 なお、平成３０年度に予定をしております男

女共同参画推進計画の改定を行うための基礎資

料とすべく、本年度、市民意識調査を行うこと

といたしております。 

 また、青少年の健全育成につきましては、八
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代の未来を担う人づくりの観点から、街頭指導

やヤングテレフォン及び社会を明るくする運動

の充実を図りながら、関係団体とともに推進し

てまいりたいと考えております。 

 次に、マイナンバー制度に関する事業でござ

いますが、平成２８年１月からマイナンバーカ

ードの交付などを進めてまいりました。本年度

もより多くの市民の皆様へマイナンバーカード

を確実かつ速やかに交付ができますよう事業を

推進してまいります。その一環としまして、マ

イナンバーカードを使い全国のコンビニエンス

ストアから利用できますコンビニ交付事業につ

いて、平成２８年６月から住民票、住民票記載

事項証明書、印鑑登録証明書、所得証明書の申

請交付ができるサービスを開始いたしておりま

すが、本年度も市民の皆様へ周知啓発に努める

ことにより利用の増を図ることにより、さらな

る市民サービスの向上を目指してまいります。 

 また、総合窓口の一環として証明書発行の総

合窓口化に取り組んでまいりましたが、平成２

９年度も窓口に常駐の案内係員、フロアマネジ

ャーを継続して配置をいたしまして、高齢者の

方や窓口においでになるのが初めての方に対し

ましても、便利で優しくて、そしてわかりやす

く、早く交付ができます窓口を目指して取り組

んでまいります。 

 以上が市民環境部が所管しております当初予

算に関する総括でございます。今後も市議会を

初め、市民の皆様の御意見を真摯にお聞きしな

がら、改善すべきところを改善し、事業の着実

な遂行に努めてまいりたいと考えておりますの

で、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 この後、各事業の内容につきましては、委員

会当初、岩本部長述べましたように、担当次長

から御説明ございますので、よろしくお願い申

し上げます。 

○委員長（堀口 晃君） ありがとうございま

した。 

 冒頭に各部長から、各それぞれの部の総括が

ございました。この後、それぞれの執行部より

説明を求めたいと思っております。 

○財務部次長（辻本士誠君） こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）それでは引き

続きまして、平成２９年度八代市一般会計予算

の款２・総務費、款１１・公債費、款１２・諸

支出金、款１３・予備費について御説明いたし

ます。なお、途中、企画振興部の増住次長と説

明箇所を分担しておりますので御了承いただき

たいと思います。それでは座って説明させてい

ただきます。 

 それでは、５４ページの下の表をお願いいた

します。 

 款２・総務費でございます。説明欄に事業名

を記載しておりますが、主なものについて御説

明いたします。まず、項１・総務管理費、目１

・一般管理費で、２５億７８２７万円を計上し

ております。前年度に比べ２億３９０１万４０

００円の増でございますが、平成２９年度から

校区公民館などの施設がコミュニティセンター

に変わることに伴い、その所管にかかわる職員

給与経費分も款９・教育費などから款２・総務

費へ移行したことにより、一般職が１７５人か

ら１９８人へ２３人ふえたことで、職員給与経

費が約１億９００万円増加したことや、ふるさ

と納税事業がふるさと納税寄附金の増に伴い、

関連経費が約１億４３００万円増加したことが

主な要因でございます。 

 なお、特定財源としまして、国県支出金に県

の消費者行政活性化事業補助金、また、その他

にふるさと元気づくり応援寄附金のほか、臨時

非常勤職員などの被保険者負担分の雇用保険料

や熊本県市町村振興協会からの派遣研修等に係

る研修助成金などがございます。 

 まず、特別職２人、一般職１９８人分の給

料、職員手当等及び共済費として、２１億４６

５９万９０００円を計上しております。次に、
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秘書一般事務事業の９３４万円は、市長等の旅

費３５１万６０００円、市交際費１００万円、

市長車リース料８０万１０００円が主なもので

ございます。 

 引き続き、５５ページになりますが、説明欄

中段の消費者被害救済事業６８３万円は、常時

２名体制の消費生活相談員の報酬５２１万２０

００円、毎月２回実施の無料法律相談の弁護士

謝礼６６万７０００円が主なものでございま

す。 

 次に、入札・契約・検査事務事業６００万９

０００円は、熊本県・市町村電子自治体共同運

営協議会に対する電子入札システム負担金５２

７万２０００円が主なものでございます。 

 次に、出張所関係事業１６４３万３０００円

は、出張所に勤務する非常勤職員１０名の賃金

１２７０万５０００円、社会保険料２０８万３

０００円が主なものでございます。 

 次に、安全衛生・職員の健康管理事業９８９

万円は、職員の各種健康診断委託料８８７万円

が主なものでございます。 

 次に、臨時職員関係等事業２５６１万９００

０円は、産休代替等緊急対応臨時職員賃金２０

００万円、社会保険料３７５万９０００円が主

なものでございます。 

 次に、職員採用・昇任試験事業３８８万１０

００円は、職員採用試験及び係長職昇任資格試

験に要する経費で、業務委託料２５２万１００

０円を計上いたしております。 

 次に、職員派遣事業２４１６万６０００円

は、熊本県市長会東京事務所、熊本県大阪事務

所などに派遣している職員の帰庁報告、赴任、

帰任などの旅費１７７万４０００円や派遣職員

の住宅借上料４３０万１０００円、県人事交流

職員給与等負担金１８００万円などでございま

す。 

 次に、職員研修事業１３９１万５０００円

は、市町村職員中央研修所、全国建設研修セン

ター、自治大学校などへの派遣旅費４７３万

円、人事評価制度研修、メンタルヘルス研修な

どの事業委託料５１９万５０００円、通信教育

や自治大学校等の実務派遣研修の研修負担金３

１１万円が主なものでございます。 

 次に、ふるさと納税事業１億７０４８万４０

００円は、臨時職員２名分の賃金及び共済費２

８６万６０００円や、ふるさと納税謝礼の報償

費１億５３５万円、寄附の申し込みから入金管

理、特産品の配送管理などを一括管理する、ふ

るさと納税業務委託４２２６万１０００円、ま

た、申し込みサイト上での各種特別掲載手段の

活用など、さらなるＰＲ拡充を図る、ふるさと

納税広告掲載等ＰＲ業務委託１６２５万４００

０円が主なものでございます。 

 なお、特定財源として、全額ふるさと元気づ

くり応援寄附金を予定しております。 

 ５６ページをお願いします。 

 次に、財務書類整備事業１９９万８０００円

は、新基準の地方公会計財務書類等作成支援業

務委託であり、債務負担行為により平成２８年

度から平成３０年度までの３カ年事業、総額５

９４万円の契約をしているうちの平成２９年度

分でございます。平成２８年度決算から国の統

一的な基準による財務書類の作成が要請されて

いるため、平成２７年度決算から、地方公会計

に関する公認会計士などの専門家の支援を得

て、適切な財務書類を整備するものでございま

す。 

 次に、北海市交流事業（派遣）の１２７万８

０００円は、市内の中・高校生を団員とする八

代市友好派遣団を派遣するもので、団長以下１

５名分の旅費１１９万６０００円が主なもので

ございます。同じく受け入れ分の１０５万６０

００円は、北海市代表団の受け入れに伴う部屋

借上料４６万４０００円、同代表団の歓迎会及

び期間中の食事代など食糧費４５万３０００円

が主なものでございます。 
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 次に、市民活動支援事業２４１万５０００円

は、がまだしもん応援事業補助金２４０万円が

主なものでございます。 

 次に、市政協力員関係事業１億２００８万５

０００円は、市政協力員３７７人の報酬１億１

２０４万８０００円、市政協力員事務費４５２

万４０００円が主なものでございます。 

 続きまして、目２・文書広報費で、１億５９

１３万円を計上しております。前年度に比べ９

４８０万７０００円の減でございますが、主

に、ケーブルテレビ事業特別会計繰出金の減に

よるものでございます。 

 なお、特定財源としまして、その他に市広報

紙及びホームページへの広告掲載料がございま

す。 

 まず、本庁の文書管理事務事業６３８５万８

０００円は、浄書印刷室のパフォーマンスチャ

ージ料４８７万６０００円、コピー用紙代、印

刷機インク等の事務用品８０４万９０００円、

郵便料４８００万円などでございます。 

 次に、記者室業務事業１６６万円は、記者室

非常勤職員１人分賃金１２３万９０００円、社

会保険料２０万３０００円、新聞購読料１９万

円が主なものでございます。 

 次に、広報広聴活動事業３５３０万３０００

円は、広報やつしろ印刷費３２９９万１０００

円、市公式ホームページのシステム保守料９２

万円が主なものでございます。なお、広報紙の

編集作業につきましては、アウトソーシングを

行い、取材活動やその他の広報広聴事業の充実

を図ることといたしております。 

 特定財源としまして、広報紙広告掲載料５４

４万３０００円、ホームページ広告掲載料９９

万円がございます。 

 次に、八代市ケーブルテレビ事業特別会計へ

の繰出金としまして、４６１８万１０００円を

計上しております。 

 続きまして、目３・会計管理費で８３３万７

０００円を計上しております。会計管理事務事

業の主なものは、一般会計及び特別会計の決算

書などの印刷費１４０万８０００円、公金振替

手数料１８９万５０００円、ＯＣＲ読取作業委

託料２７２万２０００円でございます。 

 続きまして、５７ページをお願いいたしま

す。 

 目４・財産管理費で、３億８５９６万８００

０円を計上しております。前年度に比べ１億１

４１４万９０００円の増でございますが、熊本

地震により本庁舎が被災し、閉鎖したことに伴

う関連費用の増額が主な要因でございます。 

 なお、特定財源としまして、地方債で、仮設

プレハブリース等に対する災害復旧事業債１億

１２０万円と、支所庁舎復旧・復興経費に対す

る緊急防災・減災事業債１８４０万円の合計１

億１９６０万円、及びその他として、土地建物

貸付収入、自動車損害保険などの保険金収入、

庁舎案内板広告料収入などがございます。 

 まず、本庁の市庁舎管理運営事業２億１６８

７万６０００円は、守衛、庁舎案内員の賃金２

２２４万８０００円、及び社会保険料２７８万

５０００円、仮設庁舎や賃借している民間ビル

での電気料、水道料、下水道使用料などの光熱

水費２２２３万７０００円、電話料７３４万２

０００円、本庁舎等からの備品、文書等搬出費

５７２万１０００円、清掃業務、本庁舎機械警

備業務などの委託料２９３９万５０００円、仮

設庁舎リース料８８９５万３０００円やＴＳビ

ル賃借料７５９万８０００円が主なものでござ

います。 

 次からの支所の市庁舎管理運営事業も同様

に、電気料、水道料、下水道使用料などの光熱

水費や電話など施設の維持管理に要する経費で

ございますが、東陽支所ではこれに加えまし

て、復旧、復興経費として、庁舎内に多目的ト

イレの設置経費１８４万７０００円を計上して

おります。また、泉支所におきましては、空調
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機設置経費２１６万８０００円を計上いたして

おります。 

 説明欄、中ほどの鏡支所の市庁舎施設整備事

業の１６６３万２０００円は、電算サーバ室を

鏡支所に移設したことから、現有の非常用発電

機では容量が不足するため、復旧、復興経費と

して、発電機の更新経費を計上しております。 

 次に、本庁の市有財産管理事業９２６万３０

００円は、所管の公用車の燃料費１３６万５０

００円、市全体の公用車の自動車重量税５３５

万３０００円が主なものでございます。 

 次に、各種損害保険加入事業３６１３万６０

００円は、市有施設の火災保険料１０９４万６

０００円、市全体の公用車の自賠責保険料及び

任意保険料１１３０万２０００円、市有林の森

林保険料２９４万５０００円が主なものでござ

います。 

 次に、廃校施設管理運営事業９９６万８００

０円は、学校の統廃合に伴って廃校となった旧

河俣小のほか５校の維持管理経費で、電気料、

水道料、下水道使用料などの光熱水費１７１万

６０００円、警備、浄化槽、給水設備などの保

守点検業務などの委託料５７２万円が主なもの

でございます。 

 次に、ファシリティマネジメント推進事業７

１万４０００円は、ファシリティマネジメント

推進アドバイザー事業として、公共施設等の管

理運営について、ファシリティマジメント分野

における専門家の知識、ネットワークを活用

し、本市の課題解決に向けた職員研修会の実施

や官民連携事業への取り組み支援を行うための

業務委託料３２万４０００円が主なものでござ

います。 

 ここで、増住次長と説明者を交代いたしま

す。 

○企画振興部次長（増住眞也君） 企画振興部

次長の増住でございます。それでは引き続き、

着座の上、説明させていただきます。 

 目５・企画費で、１億３０１６万９０００円

を計上しております。前年度に比べ９１１万２

０００円の増は、これまで補正予算で対応して

いました肥薩おれんじ鉄道運行支援対策事業補

助金を当初予算で計上したことが主な要因でご

ざいます。 

 なお、特定財源の６６５万２０００円の主な

ものは、住民自治推進事業へのまちづくり交流

基金からの繰入金でございます。 

 説明欄の主な事業を説明します。 

 まず、説明欄上から３つ目の定住促進対策事

業８７万９０００円の主なものは、まち・ひと

・しごと対策推進会議委員１５名分の謝礼１７

万７０００円、移住相談会、ふるさと回帰フェ

アへの出展関係費用４３万６０００円などでご

ざいます。 

 次に、結婚活動応援事業１５０万円は、体験

型イベント委託５０万円と結婚活動応援補助金

１００万円でございます。 

 ５８ページをお願いします。 

 並行在来線経営分離対策事業２９２５万２０

００円の主なものは、肥薩おれんじ鉄道運行支

援対策事業補助金で、２９年度におきまして

は、２８年度の決算見込み分及び２９年度概算

分の２カ年分を計上しております。 

 ２カ年分を計上している理由でございます

が、これまで肥薩おれんじ鉄道に対する運行支

援対策事業補助金は、補助金交付の前年度に実

施された鉄道基盤設備の維持にかかわる経費に

対し、例年１月末ごろ交付しておりました。こ

れにより、当該年度事業と補助金との関連性が

なく、経営成績が不明瞭となってることや、補

助金が交付されるまでの期間における金融機関

からの一時借り入れの支払いが経営を圧迫する

という課題がございました。 

 そこで、当該年度分を年度当初に概算払いを

し、その後清算することによってこれらの問題

を解決しようというものでございます。このよ
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うなことから、今年度に限り、２８年度の決算

見込み分と２９年度の概算分の２カ年度分を計

上しております。 

 次に、日奈久地域開発事業３１４万２０００

円は、日奈久平成町に所有する４３８３平方メ

ートルの市有地をインターネットを活用して売

却しようとするもので、その主なものは、土地

の売却後に支払うインターネット公有財産売却

システムの使用料２５９万７０００円でござい

ます。 

 次に、政府要望関係事業２２１万８０００円

は、夏、秋と随時に実施しております政府要望

に伴う旅費及び印刷製本費でございます。 

 次に、振興センターいずみ管理運営事業８８

３万７０００円は、指定管理委託料６１３万１

０００円、エレベーターや高圧受変電設備の改

修など、施設設備の修繕料２６８万５０００円

が主なものでございます。 

 次に、振興センター五家荘管理運営事業１０

７万２０００円は、振興センター五家荘の光熱

水費４１万３０００円、その他、浄化槽維持管

理委託料、運営管理委託費などです。 

 次に、住民自治推進事業６７１９万１０００

円は、市内地域協議会のコミュニティ活動活性

化補助金６３０万円、及び地域協議会活動交付

金６０５１万７０００円が主なものでございま

す。 

 次に、協働の推進に関する条例研究事業２３

０万８０００円は、条例の骨子や啓発等につい

て調査、研究を行うため、市民参画による会議

を設けるもので、ファシリテーター役の講師謝

礼１７万円、公募を含む委員２２名分の委員謝

礼４５万２０００円が主なものでございます。

また、２９年度におきましては、市民フォーラ

ムを開催し、広く市民に周知を図るため、特別

講演委託料１２８万２０００円を計上しており

ます。 

 次に、次期総合計画策定事業８０５万１００

０円は、次期総合計画の策定に要する経費で、

平成２９年度においては計画策定支援業務委託

費７２８万円、その他、策定審議会委員への謝

礼などを計上しています。 

 次に、八代市地域づくり会議関係事業６０万

８０００円は、期間満了により廃止となりまし

た地域審議会にかわり、市民の意見を市政に反

映させるための新たな組織として設置した八代

市地域づくり会議の委員への謝礼などでござい

ます。 

 次に、各支所地域振興事業２５０万円は、支

所管内の地域づくり活動の充実や住民自治及び

防災意識の向上を図るため、支所に属する地

域、地区内で行う地域づくり活動に対して助成

金を交付するもので、支所ごとに５０万円を計

上しております。 

 続きまして、目６・情報推進費で、２億４５

１０万５０００円を計上しております。前年度

に比べ６３３万４０００円の減となっていま

す。これは、昨年まで情報推進費に計上してい

た戸籍システム運用事業及び福祉総合システム

運用事業に係る経費を、それぞれ項３、目１・

戸籍住民基本台帳費、及び款３・民生費、項１

・社会福祉費、目１・社会福祉総務費へと移し

たことが主な要因でございます。 

 なお、特定財源のその他の１０１２万３００

０円の主なものは、八代地域イントラネット運

用事業に係る氷川町の負担金でございます。 

 説明欄の上から２つ目の基幹システム運用事

業９１１７万１０００円は、住民基本台帳、税

情報など３９業務のシステム使用料７３６８万

８０００円、入力データ作成委託料１０５２万

６０００円などが主なものでございます。 

 次に、八代地域イントラネット運用事業６６

３７万６０００円は、八代地域内の公共施設約

１４０カ所を結ぶ高速通信網の運用経費で、通

信回線利用料２７９３万７０００円、ネットワ

ーク設備使用料３５１６万１０００円などが主
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なものでございます。 

 次に、情報化端末等運用事業５４４６万８０

００円は、複合機、プリンター１３９台分の賃

借料５１８万３０００円、職員に配備している

パソコン１４５５台分のリース料３０９１万５

０００円、インターネット等利用における画面

転送サービスの使用料１５２４万１０００円の

ほか、新たに端末用ソフトウエア使用料として

３０７万３０００円などでございます。 

 次に、内部情報システム運用事業１１８３万

１０００円は、財務会計、人事給与など内部業

務のシステム運用管理及びシステム保守を行う

もので、システム機器の保守料やリース料等で

ございます。 

 次に、サーバ管理運用事業１３９５万６００

０円は、インターネットや行政ネットワークの

庁内共通サーバの管理を行うもので、ウイルス

対策ソフトウエア４２７万円、サーバ保守や運

用支援の委託料３７７万７０００円、サーバ等

の機器等リース料５９０万９０００円でござい

ます。 

 次に、地域情報化事業５９０万円は、熊本県

市町村電子自治体共同運営協議会負担金１９１

万３０００円、熊本県セキュリティクラウドサ

ービス使用料２８３万円が主なものでございま

す。 

 続きまして、目７・交通防犯対策費で、１億

１１１４万８０００円を計上しております。前

年度に比べ２８８９万７０００円の増の主な要

因は、５９ページの説明欄の一番下に記載の生

活交通確保維持事業によるもので、八代市地域

公共交通再編実施計画に基づき、路線バス、乗

合タクシーの見直しを図ったことによるもので

ございます。 

 なお、特定財源としまして、国県支出金に国

の地域防犯灯・街路灯整備事業補助金のほか、

地域公共交通再編推進事業補助金５３８万３０

００円などでございます。また、そのほかは、

中央駐車場、新八代駅東口駐車場の使用料など

でございます。 

 ５９ページの一番上の防犯活動推進事業７９

９万８０００円は、八代地区防犯協会負担金４

８５万円、氷川地区防犯協会連合会負担金２１

５万８０００円などが主なものでございます。 

 次に、防犯灯設置事業５３４万６０００円

は、坂本、千丁、鏡、東陽地域の市管理の防犯

灯の電気料１０５万１０００円、ＬＥＤ防犯灯

など防犯灯設置補助金４００万円が主なもので

ございます。 

 次に、交通安全運動事業４２８万１０００円

は、交通安全啓発グッズ購入費８３万６０００

円、交通安全ポスターの印刷製本費２１万６０

００円、八代地区交通安全協会負担金２１１万

円が主なものでございます。 

 次に、交通安全指導員関係事業７６２万円

は、交通安全指導員７８人の報酬３５１万円、

非常勤職員の交通安全教育講習員２人の賃金２

７８万８０００円、及び社会保険料４５万７０

００円、交通指導員の被服購入費４２万５００

０円が主なものでございます。 

 次に、生活交通確保維持事業５３８４万４０

００円は、先ほど、増額の主な理由で申し上げ

ましたが、乗合タクシー運行事業に係る経費３

９１５万１０００円と、１０月に予定しており

ますバス路線再編に伴う準備経費として、バス

ラッピング手数料や路線マップ、時刻表の印刷

製本費等１１６４万４０００円、東陽町栗林団

地内バス停留所等設置工事２５０万円などを計

上しています。 

 次に、目８・人権啓発費で、１億２３５２万

３０００円を計上しております。前年度に比べ

８７１万７０００円の増でございます。 

 まず、人権啓発推進事業６６２万７０００円

は、八代地域人権教育のための推進会議分担金

１８４万円、市人権問題啓発推進協議会交付金

４１０万円が主なものでございます。 
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 次に、男女共同参画啓発事業１３８万１００

０円は、デートＤＶ防止のためのアドバイザー

派遣事業８万円、いっそＤＥフェスタ委託料８

０万円が主なものでございます。 

 次に、男女共同参画市民意識調査事業２９３

万３０００円は、平成３０年度に八代市男女共

同参画計画改定の基礎資料とするため、市民３

０００人を対象に市民意識調査事業などを行う

ものでございます。 

 次に、男女共同参画推進事業７８万７０００

円は、弁護士２人、臨床心理士１名の男女共同

参画専門委員報酬１５万円、ステップアップセ

ミナー委託料２８万５０００円が主なものでご

ざいます。 

 次に、青少年健全育成事業９７４万４０００

円は、街頭指導などに当たる青少年指導員の報

酬４１４万４０００円、青少年相談員２人の報

酬３２４万３０００円が主なものでございま

す。 

 ６０ページをお願いします。 

 目９・コミュニティセンター費で１億４７７

６万１０００円を計上しております。 

 特定財源としまして、地方債では、高田コミ

ュニティセンターの施設整備を対象とした合併

特例債９１０万円、その他で、コミュニティセ

ンターの使用料などでございます。 

 まず、コミュニティセンター維持管理事業の

１億７８６万６０００円は、これまでの校区公

民館等施設が２９年度からコミュニティセンタ

ーへ移行するため、地域のまちづくりの拠点と

して、コミュニティセンターの維持管理を行う

ものです。内容としましては、２１コミュニテ

ィセンターの維持管理に要する経費や、施設の

一部管理業務委託を希望する１３地域協議会へ

の委託料２８３２万６０００円が主なものでご

ざいます。 

 次に、コミュニティセンター施設整備事業の

３９８９万５０００円は、旧泉第二小学校を活

用する泉コミュニティセンターの備品購入費３

５０万円、八千把コミュニティセンターと植柳

コミュニティセンターの屋根防水工事として１

７０８万４０００円、老朽化した高田コミュニ

ティセンターの改築工事基本構想、基本設計業

務委託として９５８万７０００円、日奈久コミ

ュニティセンターのトイレ洋式化改修工事とし

て１３３万５０００円が主なものでございま

す。 

 続きまして、目１０・公平委員会費で、事務

事業経費として１２４万８０００円を計上して

おります。 

 ここで、説明者を辻本次長に交代いたしま

す。 

○財務部次長（辻本士誠君） それでは引き続

き、座らせていただきまして説明させていただ

きます。 

 それでは、６０ページでございます。 

 目１１・諸費で、６３７５万円を計上してお

ります。 

 なお、特定財源としまして、国県支出金に国

の自衛官募集事務委託金、その他に、経営構造

対策事業費補助金返還金などがございます。 

 ６１ページに移りまして、中段の国県支出金

等返還金事業１０００万円は、前年度分の国県

支出金の精算に伴う返還金の準備金でございま

す。 

 次に、市税還付金事業５０００万円は、前年

度の法人市民税などの精算に伴う還付金の準備

金でございます。 

 続きまして、項２・徴税費、目１・税務総務

費で、４億８３７３万９０００円を計上してお

りますが、前年度に比べ１９２２万８０００円

の減ですが、主に職員給与経費によるものでご

ざいます。 

 なお、特定財源としまして、国県支出金に県

の県民税徴収事務委託金があります。 

 ６２ページをお願いします。 
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 目２・賦課徴収費で、１億２０６５万３００

０円を計上しております。前年度と比べ８８２

万５０００円の増でございます。これは、固定

資産税に係る地番現況図等作成業務委託におい

て、次回評価がえの基準日である平成３０年１

月１日現在で航空写真撮影を行うことによる増

が主な要因でございます。 

 なお、特定財源としまして、その他に徴税手

数料、督促手数料がございます。 

 まず、市民税賦課徴収事務事業２３６１万５

０００円は、納税通知書などの印刷製本費２５

９万１０００円、コンビニ納付に対応するため

の封入封緘業務委託料９２９万９０００円、ｅ

ＬＴＡＸなどのシステム使用料５４８万８００

０円、地方税電子化協議会等負担金１６８万５

０００円が主なものでございます。 

 次に、資産税賦課徴収事務事業５２０１万３

０００円は、地番現況図等作成業務委託料２４

４９万円、不動産鑑定業務委託料１１９９万２

０００円、固定資産税納税通知書作成等業務委

託料６４２万３０００円が主なものでございま

す。 

 次に、滞納整理事務事業４５０２万５０００

円は、納税相談員１名減の９人の報酬１６１８

万円、及び社会保険料２４７万５０００円、納

税窓口相談員１名と滞納整理事務補助員の１名

分を合わせた賃金３１６万３０００円、納付書

つき督促状などの印刷製本費３４６万６０００

円、コンビニ収納事務委託料５２９万２０００

円が主なものでございます。 

 ６３ページに移りまして、項３、目１・戸籍

住民基本台帳費で、２億３９５７万５０００円

を計上しております。前年度と比べ９６１万６

０００円の減でございますが、前年度に戸籍シ

ステム更新事業が完了したことによるものでご

ざいます。 

 なお、特定財源としまして、国県支出金に国

の通知カード・個人番号カード関連事務補助金

や、県の旅券の申請受け付けや交付等に関する

事務委託金などがございます。また、その他

に、住民票、戸籍謄本などの発行手数料などが

ございます。 

 まず、戸籍住民基本台帳事務事業３６３４万

円は、窓口対応の非常勤職員及び臨時職員の賃

金１６３４万６０００円のほか、証明書自動交

付機のハーモニーホールから仮設庁舎への移設

にかかる経費１０４万７０００円が主なもので

ございます。 

 次に、番号制度導入事業２４２３万３０００

円は、個人番号制度対応機器保守料８０万６０

００円、住基ネットワークシステムリース料保

守料５４４万５０００円、通知カード及びマイ

ナンバーカード関係事務交付金１４７８万２０

００円が主なものでございます。 

 次に、住民票などのコンビニ交付事業５４４

万８０００円は、平成２８年６月からスタート

しております住民票などをコンビニで交付する

ための経費で、コンビニ交付手数料など５０万

６０００円、コンビニ交付システム使用料２２

４万２０００円などが主なものでございます。 

 次に、総合窓口事業の７７万２０００円は、

総合窓口用レジリース料７１万３０００円が主

なものでございます。 

 続きまして、項４・選挙費、目１・選挙管理

委員会費で、４７５６万４０００円を計上して

おります。前年度より４７３万５０００円の減

でございますが、共済費の減が主なものでござ

います。 

 なお、特定財源としまして、国県支出金に県

の在外選挙人名簿登録事務委託費がございま

す。 

 選挙管理委員会事務事業３０４万４０００円

は、選挙管理委員４人の報酬１３３万４０００

円が主なものでございます。 

 続きまして、６４ページになりますが、目２

・市長選挙及び市議会議員一般選挙費で、１億
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３９３８万８０００円を計上しております。こ

の選挙は、平成２９年９月３日の任期満了に伴

い執行されるものでございます。市長選挙及び

市議会議員一般選挙事業の主なものは、投票立

会人や投票管理者などの報酬３９５万９０００

円、ポスター掲示場作製、設置、維持、撤去業

務などの委託料２８９６万９０００円、選挙運

動費用公費負担５０８５万８０００円などでご

ざいます。 

 次に、目３・八の字土地改良区総代総選挙費

で、８９万５０００円を計上しております。こ

の選挙は、平成２９年４月３０日の任期満了に

伴い執行されるものでございます。 

 なお、特定財源としまして、全額八の字土地

改良区からの納付金でございます。 

 続きまして、６５ページをお願いします。 

 目４・八代平野北部土地改良区総代総選挙費

で、１７７万８０００円を計上いたしておりま

す。この選挙は、平成３０年１月２８日の任期

満了に伴い、執行されるものでございます。八

代平野北部土地改良区総代総選挙事業の主なも

のは、投票立会人や投票管理者などの報酬６６

万３０００円でございます。 

 なお、特定財源としまして、全額八代平野北

部土地改良区からの納付金でございます。 

 ６６ページをお願いします。 

 項５・統計調査費、目１・統計調査総務費

で、３２６７万４０００円を計上しておりま

す。前年度に比べ５２７万円の減でございます

が、職員給与費の減が主なものでございます。 

 なお、特定財源としまして、国県支出金に県

の統計調査員確保対策事業委託金、その他に、

市民手帳の販売実費分がございます。 

 目２・基幹統計費で、５２０万８０００円を

計上しております。前年度に比べ４６４万９０

００円の減でございますが、これは経済センサ

ス事業が終了したことによるものでございま

す。 

 特定財源としまして、国県支出金に県の就業

構造基本調査委託金や工業統計調査委託金など

がございます。説明欄の就業構造基本調査事業

２９８万３０００円は、全国及び地域別の就業

構造に関する基礎資料を得るため、５年ごとに

全国一斉に国民の就業状況を調査するもので、

統計調査員、指導員の報酬２２８万４０００円

が主なものでございます。 

 次に、項６、目１・監査委員費で、５５２０

万４０００円を計上しております。前年度に比

べ５２万３０００円の増でございますが、職員

給与費の増が主なものでございます。 

 監査事務事業２７０万円は、非常勤監査委員

２人の報酬１５９万２０００円が主なものでご

ざいます。 

 以上で総務費を終わります。 

 それでは、ページが飛びまして、１１７ペー

ジをお願いいたします。 

 款１１・公債費でございます。項１・公債

費、目１・元金で、長期債償還元金事業として

５５億９５３８万１０００円を計上しておりま

す。これは、学校改築や道路整備など、建設事

業などの財源として市が金融機関から長期に借

り入れた長期債の返済の元金分でございます。

前年度と比べ８８７２万４０００円の減でござ

いますが、主な要因としましては、平成８年度

に借り入れた臨時地方道整備事業債など、借入

額の大きい事業債の償還が終了したためでござ

います。 

 なお、特定財源としまして、国県支出金に県

の新幹線沿線道路整備事業費補助金、その他

に、公営住宅使用料などがございます。 

 続きまして、目２・利子で、５億３８３０万

５０００円を計上しております。前年度と比べ

１億３２４５万円の減でございますが、新規に

借り入れ予定の金利を低金利の継続見込みか

ら、昨年より低い金利による予算計上としたた

めでございます。 
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 なお、特定財源としまして、その他に公営住

宅使用料がございます。 

 説明欄において、まず、長期債償還利子事業

５億３８２０万５０００円は、建設事業などの

財源として市が金融機関から長期に借り入れた

長期債の返済の利子分でございます。 

 次に、一時借入金利子事業１０万円は、一時

的な資金不足を補うために、市が金融機関から

借り入れる際の利子分でございます。 

 次に、款１２・諸支出金でございます。項１

・基金費、目１・財政調整基金費３９９万７０

００円、目２・土地開発基金費８９万１０００

円、目３・市有施設整備基金費３７４万円、目

４・減債基金費８９万１０００円は、特定財源

としまして、その他に基金運用で発生する利子

があり、それを積み立てるものでございます。 

 目５・ふるさと八代元気づくり応援基金費１

億３０６１万８０００円は、前年度に比べ７９

５９万６０００円の増となっておりますが、ふ

るさと納税事業のさらなる拡充による、ふるさ

と納税寄附金の増によるものでございます。 

 特定財源としまして、国県支出金に県を通じ

てのふるさと納税寄附金１００万円、その他

に、本市へ直接寄附されるふるさと納税寄附金

３億円からふるさと納税事業に充当します１億

７０４８万４０００円を差し引いた残りの１億

２９５１万６０００円と基金運用利子１０万２

０００円の合計１億２９６１万８０００円があ

り、それらを積み立てるものでございます。 

 目６・まちづくり交流基金費４４万２０００

円は、特定財源としまして、その他に基金運用

利子があり、それを積み立てるものでございま

す。 

 最後に、１１８ページになりますが、款１３

・予備費でございます。予算執行における緊急

対応分としまして、予備費２０００万円を計上

しております。 

 以上、款２・総務費、款１１・公債費、款１

２・諸支出金、款１３・予備費についての歳出

の説明といたします。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員長（堀口 晃君） 今、説明が終わった

ところでございます。 

 しばらく休憩したいと思います。 

 ３時２５分から再開いたします。 

（午後３時１２分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時２５分 開議） 

○委員長（堀口 晃君） それでは、休憩前に

引き続き、総務委員会を再開いたします。 

 先ほど説明がありました部分について質疑を

行います。質疑ございませんか。 

○委員（亀田英雄君） ５４ページ。今度、ち

ょうど働き方改革ということで質問をさせてい

ただいたんですが、今年度、そのような取り組

みを始めるというような話も聞きましたし、臨

時非常勤あたりもそのような思いがあるという

話も伝えたつもりだったんですけど、そのよう

な取り組みが始まっているのかですね、臨時非

常勤の報酬、５４ページに上がっとったっです

が、っていうのが一つ。 

 で、ファシリティマネジメントが５７ページ

にありますよね。で、今から取り組みを進めて

いきたいというような話があった割には、７１

万というのは。これは何ですかね、話を聞くよ

うな話だったんですが。いつもこれは、住民自

治何かの話んときもですよ、住民自治推進事業

なんか話しよっときも、年度末にちょうど、言

えば、事業消化みたいに行われることが多かっ

たというふうに感じております。で、これもそ

うならんごっですね、いつごろ、誰をっていう

のまで計画されているのかというのをお知らせ

ください。 

 あと、広報広聴活動に、部長の話では民間の

委託したいという話だったんですが。５６ペー

ジですね。どのくらいこの３５００万のうちに
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それをされるのか。ちょっと話があったみた

い、ちょっと私が聞き逃した部分があったかも

しれんですが。 

 その３点について、まずお知らせをくださ

い。 

○人事課長（白川健次君） 人事課、白川でご

ざいます。よろしくお願いいたします。 

 まず、働き方改革につきましてですね。臨時

非常勤さんの賃金について、まずその見直しに

ついて取り組みたいというふうに考えましたも

んですから、今年度、県のほうがですね、最低

賃金を、２７年度から比較しまして２１円引き

上げて、時給で７１５円ということにしており

ます。 

 それを踏まえますとともに、県内の他の市、

それから市内の民間の事業所の賃金等と比較し

ましてですね、２９年度につきましては、一般

的な事務補助の非常勤職員の賃金につきまし

て、時給で２０円、日額にして１６０円増額す

るということで、５９７０円日額にするという

ような見直しを予定しているとこでございま

す。 

 以上です。 

○委員長（堀口 晃君） 続きまして、ファシ

リティマネジメントについて。 

○財政課長（尾﨑行雄君） 財政課の尾﨑で

す。お世話になります。 

 ファシリティマネジメントの推進アドバイザ

ーにつきましては、２８年度もお願いしている

同じ方にですね、お願いしまして、今年度もで

すね、アドバイザーからですね、いろんな他市

におけるファシリティマネジメント事業の実施

事例とかの例や方策の検討ですね、それと、実

施に当たりまして支援というので、２９年度か

らですね、個別のですね、計画を立てる上で各

施設の管理者ですね、立てられる上でそれのア

ドバイスをですね、お願いするというのと、あ

とですね、関係の施設管理をされてる関係職員

のですね、研修会等を実施するというのと、あ

とですね、実際、施設をですね、現地の施設を

そのアドバイザーにも見ていただきまして、こ

のような活用はいかがかっていう、そういう方

策をですね、実際現地を見ながらのアドバイス

をいただきたいと、そのようなことを考えてお

りまして、実施時期についてはですね、一応年

間通しての委託をお願いしておりますので、順

次お願いしたいということで、具体的な日程は

決まっておりません。 

○委員長（堀口 晃君） ３番目、広報広聴に

ついて。 

○秘書広報課長（松川由美君） 広報広聴活動

を所管しております秘書広報課でございます。 

 ただいま広報広聴活動についてどういうこと

をしているのかと、来年度ですね、するのかと

いうことのお尋ねでございます。来年度は、先

ほど部長、次長のほうからの説明がありました

ように、特に広報やつしろ、市報ですけれど

も、そちらのほうの編集業務につきまして、ア

ウトソーシングということで外部委託を一部予

定をしております。よりまして、少し経費面で

はですね、支出面では増額となるところでござ

います。トータル的に、今まで印刷製本費で上

げておりました分が１９９万ほどプラスになる

予定でございます。 

 その分、直接でしておりました分のソフト関

係の使用料及び賃借料のほうは２７万１０００

円ぐらい減額というところでございまして、ト

ータル的には１４０万７０００円ほど経費的に

は上がるんですけれども、今回、そのアウトソ

ーシングをするということで、今、結構市報の

ほうの作成業務に勤務時間をある程度とられて

いるというような状況がございますので、外部

委託をするということで、それ以外で広報広聴

活動、情報収集ですとか、いろんなほかの業務

のほうにシフトして取り組んでいくというよう

な行革の一環のところで整理いたしておりま
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す。 

 以上です。 

○委員（亀田英雄君） ３点まとめたもんです

けん、ちょっとあれだったんですが、なるだけ

ですね、職員のモチベーション、非常勤、臨時

の部分についてはですね、職員のモチベーショ

ンも維持できるぐらいには配慮していただきた

いなというふうに考えます。 

 もう、意見もちょっと混ぜ混ぜ話しますの

で。 

○委員長（堀口 晃君） はいはい、どうぞ。 

○委員（亀田英雄君） あと、ファシリティな

んですが、７１万でその現地まで見に行ってで

きる話なんですかねと、ちょっと思ったんです

が。 

○財政課長（尾﨑行雄君） 現地と申しまして

も、こちらの市の施設なもんですから、公用車

でするっていう形を考えております。 

○委員（亀田英雄君） 実りのあるような事業

にですね、ぜひ取り組んでいただきたいなとい

うふうに思います。 

 あと広報広聴もですね、若干のあれがあって

も、内容のほうがあればですたい、よかと思う

とですよね。市の広報ですけん。そのような取

り組みを進めていただきたい。 

 あと、企画のほうに二、三伺います。 

 定住促進ということで取り組みたいという部

長の話があったというところで聞いとりました

が、内容の説明では、５７ページでは、何かの

謝礼だったという、定住促進事業というのがで

すね。もっと一般質問にも話をさせていただい

たんですが、もっと効果的な、定住促進事業と

いう話しならもっと効果的な策はないのかな

と。 

 あと、これが、定住促進が８８万ぐらいでし

ょうが。で、あと聞いた日奈久の、５８ページ

の日奈久の話では、インターネット使用料に２

５０万払うような話じゃなかですか。金の使い

道というのがちょっと、事業を行う上で積算す

ればこうなるんでしょうけど、もっとうまい金

の使い方はでけんとかなというふうに思うんで

すが。 

 何ですか、定住促進が喫緊の課題と捉えてい

るという話の割にはですね、何か取り組み方が

薄いような気がしてならんとですが、その辺の

考え方をお聞かせください。 

○企画政策課長（野々口正治君） 企画政策の

野々口でございます。よろしくお願いいたしま

す。八代市のほうの定住促進対策事業について

の考え方というところでお答えをさせていただ

きます。 

 まず、この定住促進の取り組みにつきまして

は、企画政策課のほうで昨年とことし、２カ年

に分けまして、移住者の方々の受け皿づくりと

いうことで事業をいたしております。そちらに

つきましては、移住してこられた方が地域に、

八代にうまくつながっていただいて、住み続け

ていただく。また、その方々が今度新しく移住

してこられる方々の受け皿として活躍をしてい

ただくというようなことが目的で、２カ年の事

業をしてまいりました。 

 で、来年度につきましては、その方々のネッ

トワークを生かしながら移住、定住の取り組み

を進めることとなりますが、まず予算の内訳に

つきましては、先ほどの謝礼につきましては、

済みません、この定住促進対策事業の中に課の

ほうで所管しております、まち・ひと・しごと

の対策推進会議がございまして、そちらのほう

の謝礼のほうが１７万７０００円ほど入ってお

ります。そちらのほうの謝礼でございます。 

 あと、８７万９０００円の内訳といたしまし

ては、東京のほうで開催されます移住相談会の

ほうに出向きまして、移住者、移住を希望され

る方々の御質問にお答えするような取り組み、

こちらのほうが３回の旅費を用意しておりま

す。で、来年度から新しい取り組みとしまし
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て、先ほど申しました移住の受け皿づくりのネ

ットワークの部分で、先輩移住者ということ

で、移住してこられて八代に住んでらっしゃる

方に東京のほうに一緒に行っていただきまし

て、八代ってどういうところっていうような御

質問に対して、いろいろ、また移住の体験者と

してお答えしていただくような取り組みをした

いというふうに思っております。 

 そのほか、８７万９０００円の内訳としまし

ては、市のほうで売却しております公営住宅に

対する補助金が１０万円の２件分を予算計上を

いたしております。 

 確かに予算的には小額ではございますが、実

際建設部のほうでやってらっしゃいます空き家

バンクと連携いたしました住まいの情報提供で

すとか、地方創生の関連で商工政策のほうが取

り組んでおられます仕事ですね、仕事情報、こ

ちらのほうの提供、あと定住自立圏のほうを結

んでおります氷川、芦北との共同での情報提

供、そういった部分をうまく連携しながら、移

住に向けた促進を図ってまいりたいと思ってお

ります。 

 以上でございます。 

○委員（亀田英雄君） 御丁寧にありがとうご

ざいました。 

 予算をかければという面はあるにしてもです

ね、やはりハードとソフトとを絡めながら、上

手に進めていただきたいなというふうに思って

おりますので、取り組みを進めていただきた

い。 

 ちなみに移住者の数というのは、どのくら

い、今、つかまえておんなっとですか。 

○企画政策課長（野々口正治君） 済みませ

ん、移住者の数につきましては正確につかんで

はおりません。 

 ただ、昨年１年間を通しまして、移住の交流

会のほういたしました際に、約３０名弱ほどの

方に出席をしていただいております。で、実際

上は、それ以外にも移住して来られている方は

たくさんいらっしゃると思いますが、つかめき

れてないというところが現状でございます。 

○委員（亀田英雄君） ある程度はつかむ作業

も必要じゃないかなという気もいたします。そ

れは検討されてください。 

 で、あと１点、６０ページ。コミセンに合併

特例債って聞いたっですけどね、９１０万。

で、全体が大きいんですが、どの部分に特例債

が充当されるのかということと、もうまとめて

聞きます。１１７ページ、公債費に一時借入金

っていうのがあっとですが、１０万円が使われ

る予定があるのかということを聞かせてくださ

い。 

○財政課長（尾﨑行雄君） こちら、高田のコ

ミュニティセンターの分の基本構想になりま

す。（委員亀田英雄君「それともう一つ、公債

費）と呼ぶ） 

○財政課長（尾﨑行雄君） 予算が１０万円で

すので、これ、予備的にですね、つけてる分で

ございます。（委員亀田英雄君「了解しまし

た）と呼ぶ） 

○委員長（堀口 晃君） いいですか。 

○委員（亀田英雄君） 一旦終わります。 

○委員長（堀口 晃君） ほかございません

か。 

○委員（堀 徹男君） 関連でいいですか。済

みません、今、おんなじ６０ページのコミュニ

ティセンターの整備事業で、高田のコミセンの

基本構想が出たんですけど、建てかえるってい

う趣旨で基本構想なんですか。まず、そこを。 

○市民活動政策課長（川野雄一君） 市民活動

政策課、川野です。 

 高田の部分はですね、来年度予算は基本構

想、基本設計ということで予算計上をさせてい

ただいております。こちらのほうは、一応、改

築ということで、生涯学習課のほうから引き継

ぎを受けております。それで、新しく建てかえ
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というようなことで計画をしているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○委員（堀 徹男君） さっき、ファシリティ

マネジメントのですね、進捗は２９年度中に基

本計画を構想を立てて、それから個別計画でそ

れぞれの所管でもむというようなスタンスで行

ってたんじゃないかなと思うんですよね。 

 私、一般質問したときも、防災拠点としての

支所とか公民館のですね、更新計画について質

問したとき、全くそういうのでは触れてなかっ

たんですよね。何で突然、降って湧いたように

高田のコミセンの改築計画がこうやって基本構

想に上がってくるのかっていうのがちょっとわ

からないもんですから、そこの経緯についてで

すね、お尋ねしたいと思いますけど。 

○委員長（堀口 晃君） どちらがお答えにな

りますか。 

○市民活動政策課長（川野雄一君） こちらの

ほうは、教育施設の整備計画の中でそういう位

置づけをされて改築の計画をされたということ

で、私のほうは引き継いでいるところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○委員（堀 徹男君） じゃあ、教育委員会の

ほうで既に計画があったというふうに捉えてい

いんですか。それを引き継いだと。 

○市民活動政策課長（川野雄一君） そのよう

に理解してよろしいかと思います。 

○委員（堀 徹男君） この場では、そんなに

聞いても答えられないわけですよね。教育委員

会が計画を立てていたということであればです

ね。（｢所管が違う」と呼ぶ者あり）ですよ

ね。 

○市民活動政策課長（川野雄一君） 引き継ぎ

というところで、そういう話を聞いてるところ

です。 

○委員（堀 徹男君） いえいえ、ちょうど所

管がえの時期ということであってですね、もう

こちらに聞いてもそんなはっきりしたことはお

答えなられないんでしょうけど、公民館の建て

かえ計画そのものも、そのファシリティマネジ

メントの中でひとつ位置づけてあったと思うと

ですよね。だからこそ、何でちゃんと引き継ぎ

のときにですね、ファシリティマネジメント後

ですよっていう話があったのか、なかったのか

も含めて聞きたいですよね。ちょっと唐突過ぎ

ますよね、建てかえの基本構想っていうそのも

のも。 

○財政課長（尾﨑行雄君） 公共施設等の総合

管理計画につきましてはですね、今後の公共施

設についての基本方針をですね、策定するとい

うことでございまして、その中にうたってるの

が既に計画がある分については、その計画で、

もう建設をしていただくというふうなことにな

っておりましてですね、恐らく教育のほうでそ

ういう建設計画を立てていらっしゃればです

ね、それを優先するということになると思いま

す。 

○委員（堀 徹男君） いや、所管課でです

ね、建設計画立てられるのは、それは構わんと

思うとですよ。ただ、それは財政に事前に相談

なり何なりあるはずでしょう。で、それを御存

じじゃないといかんはずですよね。去年、一般

質問をしたときは、そういう計画全くなかった

ですよ。 

 いいですか、委員長、続けて。 

○委員長（堀口 晃君） はい、どうぞ。 

○委員（堀 徹男君） だから、事前に計画な

り何なり財政に相談があってるはずだから、御

存じのはずだと思うんですけどね、計画があり

ましたよっていう。それが聞ければいいんです

よ、別に。いや、計画があったんですよって。 

 いつの段階で基本構想の計画が出たんでしょ

うか。 

○財政課長（尾﨑行雄君） 今回の高田コミュ
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ニティセンターについてはですね、当初の要求

段階であったと認識しております。それ以前に

は、ちょっと話は聞いておりません。 

○委員（堀 徹男君） 昨年度の１１月の時点

で、初めて建てかえの計画が出たということで

いいんですか。 

○財政課長（尾﨑行雄君） 財政のほうへの相

談はその時点だったと認識しております。 

○委員（堀 徹男君） 済みません、じゃあ、

ここでこれ以上聞いてもあれにはならんでしょ

うから、教育委員会のほうに後で聞いてみま

す。 

○委員長（堀口 晃君） ほかにございません

か。 

○委員（成松由紀夫君） ５９ページ。人権啓

発費が８７１万７０００円増額になっとっとで

すけれども、そこについて。先ほどの説明が、

いつも違和感を感じっとですけど、人権啓発推

進事業からいきなり男女共同にいつも説明が飛

ぶもんだけん。まずはその増額分を教えていた

だければと思います。増額の内訳。 

○人権政策課長（濵田大祐君） 人権政策課の

濵田でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 増額分の主なものとしましては、男女共同参

画にかかわります平成３０年度に策定します男

女共同参画計画ですね、の策定の前に市民意識

調査等を行うわけですけども、その分の来年度

の市民意識調査等の経費が主なものでございま

す。 

 以上でございます。 

○委員（成松由紀夫君） 意識調査で８７１万

っていうか、その内訳ばちょっとさらっと教え

てもらえませんか。 

○人権政策課長（濵田大祐君） 具体的な数字

としましては、市民意識調査につきましては約

３００万でございます。そのほかの増額分につ

きましては、細かいところは、申しわけござい

ませんが、積算しておりませんけれども、事業

費の積み上げで、済みません、なったかと存じ

ております。 

○財政課長（尾﨑行雄君） こちらにつきまし

てはですね、人件費の増分でございます。

（｢人件費は」と呼ぶ者あり）１８６２万４０

００円ございますんで、差額が８７１万７００

０円でございますね、はい。 

○委員長（堀口 晃君） 今のじゃ答えになっ

とらん。人件費が今１８００万とおっしゃった

ですよね。今おっしゃられたのは人件費が８７

１万７０００円増額していますよねっていうふ

うなことで、その８７１万７０００円の増額分

の内訳についてお知らせくださいっていうよう

なお話です。何がふえて、何が減ってていう部

分のそこ。 

○委員（成松由紀夫君） いやいや。要する

に、その８７１万で、その人件費がふえた分と

差額の分で８７１で、その中に３００万の意識

調査の分も入ってますよっていう理解をすれば

いいちゅうことですね。その人件費は、男女参

画関係の人件費ということでよかですか。それ

とも、人権啓発関係、同和関係の分ですかって

いうのを。男女参画の分の事業が主ですよって

いうことであれば、そういうふうに。 

○財政課長（尾﨑行雄君） こちら、職員が２

名ふえておりますので、その分でですね、人権

啓発費の職員としてですね、ふえてまして、男

女共同参画かどうかというのはちょっと、そこ

のすみ分けはちょっと現時点では資料がござい

ませんのでわかりません。 

○委員（成松由紀夫君） 人権啓発に２名ふえ

た理由というか、何の２名分ですかね。 

○人権政策課長（濵田大祐君） ２名分につき

ましては、再雇用１名、それから男女共同参画

計画に係ります職員の１名増と、計２名の増で

ございます。 

 以上でございます。 
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○委員（成松由紀夫君） １名は男女参画の

方。もう一人の再雇用という人は何を担当され

る、職務上、何の差があるんですか。 

○人権政策課長（濵田大祐君） 具体的にはど

の係、どの担務というのはまだ決定はいたして

おりませんけれども、人権政策に係る施策に従

事する職員ということになろうかと存じます。 

 以上でございます。 

○委員（成松由紀夫君） 要するに、再任用で

あったり、いろいろとあろうし、人権啓発云々

にかかわる方と男女平等が専門というか、の方

の２名という理解でよろしいですね。 

○人権政策課長（濵田大祐君） そのとおりで

ございます。よろしくお願いいたします。 

○委員（成松由紀夫君） で、そこはわかりま

したけども、人権啓発推進事業が八同推協の負

担金関係の、さっきの説明ではそういうふうに

理解したんですよね。で、６６２万。で、この

人権センター事業、人権同和政策事業２２３

万、人権相談事業３８８万、その内訳を教えて

もらっていいですか。 

○人権政策課長（濵田大祐君） 各事業ごとの

内訳、主なものでございますが、人権センター

事業につきましては、人権おもいやりミニ講

座、それから人権啓発センターの講師派遣事業

等が主なものでございます。それから人権相談

事業につきましては、人権相談員２名によりま

す人権相談を実施する予定がございます。それ

から人権啓発推進事業につきましては、八代地

域人権教育のための推進会議分担金１８４万

円、それから八代市人権問題啓発推進協議会交

付金４１０万等が主な事業内容でございます。 

 以上でございます。（委員成松由紀夫君「同

和政策事業は。２２３万２０００円、そこを答

弁しないと。大事でしょう」と呼ぶ） 

○人権政策課長（濵田大祐君） 人権同和政策

事業につきましては、八代市人権政策審議会委

員報酬、それから熊本県市町村人権啓発推進連

絡協議会の年会費、それから同和対策事業扶助

費１１０万等が主な事業内容でございます。 

 以上でございます。 

○委員（成松由紀夫君） 一連、大体把握はし

とっとですけども、それは同和対策事業１１０

万、それと、その審議会報酬。その審議会とい

うのはどういう内容の審議会で、何名の方のこ

れは報酬なんですかね。で、どういったことを

審議されているのか。ちょっと内訳っていう

か、何か、その審議会の報酬。 

○人権政策課長（濵田大祐君） 八代市人権政

策審議会委員は、現在９名で構成いたしており

ます。報酬としまして、５９００円を単価とし

まして、掛ける９名の開催２回ということで、

１０万７０００円を計上いたしております。 

 それから内容につきましては、現在、八代市

で行っております人権施策につきましての意見

をですね、拝聴しているところでございます。 

 以上でございます。（委員成松由紀夫君「同

和対策１１０万」と呼ぶ） 

 １１０万の内訳という分でしょうか。１１０

万円の扶助費の内訳といたしましては、保育園

入園支度金７万５０００円、それから自動車運

転免許委託訓練手当２万１０００円、それから

同和教育奨学金等個人給付１０７万２０００

円、その詳細としましては、入学支度金、それ

から奨学金、高校、大学等ございます。それか

ら修学旅行助成費、それから下宿費助成です

ね。こういったものを支給いたしているところ

でございます。 

 以上でございます。 

○委員（成松由紀夫君） 濵田課長を筆頭にで

すね、担当課、いろいろな御苦労もありながら

やられておるところもあって。ただですね、い

つも話するんですけども、この増額分がです

ね、男女共同の部分で上がってるっていうのは

理解しますし、人権啓発っていうのは、そもそ

もいじめと差別がいかんというのが原点でしょ
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う。心の問題ですよね。で、もう以前から主張

しとるように、予算を上げたからいじめと、じ

ゃあ差別がなくなるのかっていったらそういう

ことでもない。 

 で、どうなんでしょうね、以前もいろいろと

委員会の中で福嶋議員、増田議員からも指摘が

あって、最終的にその内訳の中で保育園、高校

であったり、いろいろ学校関係の分、自動車の

免許の取得、そこはやっぱりある程度平成１４

年の同和対策審議会答申が終結した後の他の自

治体の事例等々も見るとですね、ある意味、八

代は手厚いところが私はあると思うんですよ。

で、ここの部分については、やっぱりしっかり

議論をしながら、人権啓発、人権推進のです

ね、いろんな各種のいろいろな事業というのは

進めていっていただいて、ただ、お金で、何ち

ゅうんでしょうね、解決するということではな

くて、やっぱりそういうところはきちんと関係

各位で、濵田課長が一番そこは詳しくて、大変

御苦労されながら一生懸命仕事されておるのも

聞いてますけども、そこは一生懸命ですね、や

っていただいて、あとは個別でまたいろいろと

私も勉強したいと思いますんで、はい。 

 以上です。 

○委員長（堀口 晃君） ほかありませんか。 

○委員（前川祥子君） １つだけお聞きしたい

と思います。企画費で、５７ページ。結婚活動

応援事業ですけど、これも今回事業化されてい

ただいて、大変よかったなというふうに思って

おります。そして、ふるさと八代元気づくり応

援基金も使われてるっていうことで、これも大

変、この基金を使われることも大変よかったと

思っております。 

 で、これ、毎年と同じように、体験型イベン

ト委託が５０万、それから応援補助金の５団体

にそれぞれ２０万ずつという形で、来年度もさ

れると。この今まで使われた、このイベントを

使われた団体がですね、これまで使い勝手がよ

かったかどうかというような調査ですね、そう

いうのはされましたか。 

○企画政策課長（野々口正治君） お答えいた

します。 

 平成２８年度も、今、御質問にありましたと

おり、１００万円の補助金につきましては、２

０万円の５団体分ということで既に執行いたし

ておりまして、５団体に対して６団体のほうか

らお申し込みをいただきまして、５団体に実施

をしていただきました。 

 で、実際上、その使い勝手についてよかった

かどうかっていう直接的なお問い合わせはいた

してはおりませんが、全ての団体で順調に事業

のほうを行っていただいておりますし、ほぼ補

助金につきましても、満額に近い額を執行して

いただいているという状況ですので、団体とし

てはうまく使っていただいてるのかなというふ

うには感じております。 

○委員（前川祥子君） それぞれ実績も出され

ておられるようです。その結果として、今後２

９年度もという形にされたと思います。 

 ただ、私のちょっと関係する団体もあったも

のですから、一団体で、一団体っていうか、ほ

かの団体の方も使う場合にですね、少し使い勝

手が悪いというかですね。要するに、２０万い

ただくのはいいんですが、その２０万をどうい

うふうに使うかというようなところで、一番の

問題点が女性を、女性というか、男性も何人か

候補者を出しますが、その相手の方になる女性

の方を求めるときにどうやったらいいかという

その方法論ですね、それがなかなか難しいの

で、市の職員にもその相談をしたいというよう

なお話もあるんですよね。 

 それと、地元でイベント事をやってほしいと

いう、これは条件がありますよね。そういっ

た、何か細々したところではありますけども、

要するに、そういう男女の出会いの場をつくる

こと自体がなかなか難しいところもありますの
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で、これはですね、いま一度ですね、そういっ

た、職員が何人でこれを対応してるかわかりま

せんが、そういうところをもう少しですね。 

 補助金２０万いただくのはいいし、上げるの

も簡単というところもあると思うんですが、実

際のところをもう少し検討をするっていうか、

話を多く協議をしてもらう場をもっと持ってい

ただいたほうが今後ですね、この団体の方々が

出るかどうかっていうのが私は心配の一つでも

あるんですよね。使い勝手が悪ければ。 

 だから、こういう事業をもっていただくこと

は非常にいいことだとも思います。この八代市

管内に男性と女性が出会って、そして結婚に結

ばれるという状況の中で居住してもらうと。そ

ういうことにおいては非常にいいことだと思う

んですが、その前の段階のこの事業化するって

いう中でのその中身ですね。それをもう少し精

査していただければなというふうに思いまし

た。 

 この事業自体をけちつけるわけじゃないんで

すが、やっていただくことは今後もぜひ考えて

いただきたいなと思います。ちょっと意見も入

ってしまいましたが。 

○企画政策課長（野々口正治君） ありがとう

ございます。それぞれ申請いただきました団体

ですね、非常に工夫していただいて、いろんな

形で楽しいツアーや取り組みですとか、さまざ

まな形でそういった男女の出会いの場を設ける

ような事業を企画していただいてます。 

 確かに執行に当たりましては、補助金という

形、市の交付金を使いますので、ある程度条件

をつけさせていただいてるところではございま

すが、おっしゃるところも踏まえまして、こと

し事業されましたところには御意見を伺ってみ

たいと思います。 

 ありがとうございます。 

○委員長（堀口 晃君） いいですか。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（堀口 晃君） ほかございません

か。 

○委員（西濵和博君） ３項目お尋ねしたいと

思います。 

 まず１点目ですけれども、５９ページにあり

ます生活交通確保維持事業についてお伺いした

いと思います。 

 とりわけ、乗合タクシー運行事業についてお

尋ねなんですけれども、来年度予算５３９０万

程度のうち、乗合タクシー事業に関する補助金

が約半分を占めてるかというふうに思います

が、これについては十分な調査と助走期間です

ね、準備期間を経ての実施ということというふ

うに理解しておりますが、念のため確認です。

どこの地区に対して実施されるのか。それと、

補助されるお金はどこの事業主体に対して補助

されるのかと、この乗合タクシー事業補助金に

ついては、実績の応分に対して変動するもの

か、それとも年度内の契約によって固定化され

るものか。 

 ３点、お伺いいたします。 

○企画政策課長（野々口正治君） 当初予算で

計上いたしております生活交通確保維持事業の

中の乗合タクシーの事業につきましては、現

在、会計年度が、通常こういったバス事業です

とか乗合タクシーにつきましては、１０月１日

から翌年の９月末までという会計年度で処理を

いたしております。で、現在の運行形態の乗合

タクシーにつきましては、市からの委託事業と

いう形でしてるところでございます。 

 で、済みません、話がちょっと複雑になりま

すが、ことしの１０月をめどといたしまして、

バス路線の再編を今、計画をいたしておりま

す。で、それまでの期間、今、現行ですが、現

行につきましては、泉と東陽と坂本地域で１３

路線、乗合タクシーのほうを運行している状況

でございます。で、その後、バス路線の再編、

今、地域公共交通会議等で検討をしていただい
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ておりますが、そちらのほうが正式に決定いた

しますと、１０月以降はこれに東町、産島、平

和町、大門瀬線、この４路線をさらに加えまし

て、合計１７路線で乗合タクシーを運行すると

いう形になっております。 

 その関係上、当初予算で計上いたしておりま

す乗合タクシーの関係経費が昨年度よりもふえ

ているという状況でございます。その分、路線

バスに対します補助金のほうは削減されるとい

う形になります。 

 で、実際上、その支出の相手先でございます

が、乗合タクシーにつきましては市内のタクシ

ー業者のほうにお願いをいたしているところで

ございます。 

 また、その支払い方法につきましてですが、

まず、現時点では、先ほど申しました委託とい

う形をとっておりますので、年度当初に積算を

いたしまして、委託契約という形で定額をお支

払いしております。で、１０月以降につきまし

ては、補助という形に切りかえたいと思ってお

りまして、そちらにつきましては、実績に応じ

た形でお支払するという形に変更したいと思っ

ております。 

 以上でございます。 

○委員（西濵和博君） 詳しく御説明いただき

まして、理解しました。ありがとうございま

す。 

 次の質問に移ります。 

 市が管理する公用車についてお伺いいたしま

す。今年度震災が発生して、１０月に職場がま

た変わるというような状況の中、市の各部署の

連絡調整には、当然、公用車が必要になってく

るかと思いますが、前年度までの公用車の配置

台数、現有配置台数といったらよろしいんでし

ょうか、それをもって来年度以降もですね、業

務が円滑に進むのかどうか、ちょっと心配なと

ころがありましたものだからお尋ねしたいと思

います。 

 あわせて仮設庁舎にも会議室ございますが、

いろんな委員会だとか市民の方との会議もふえ

てくるかと思います。支所も含めて会議室の

数、利用頻度あたりが来年度以降も事足りるの

か。 

 この２点、公用車の配置状況に不足はない

か、会議室の設置状況に今後心配はないか、お

尋ねしたいと思います。 

○委員長（堀口 晃君） まず第１点目の公用

車について。 

○財政課長（尾﨑行雄君） 現有でですね、４

０３台ございますけども、これに加えましてで

すね、今、もう各支所に離れてるっていうこと

でですね、各課からの要望がですね、公用車は

多くてですね、それで、一応２９年度につきま

しては、プレハブの仮設庁舎のほうにですね、

新たにですね、２台。それと、鏡支所のほうに

新たに１台追加して、皆さんで使えるような公

用車の配置をふやしてはおります。 

○委員長（堀口 晃君） 会議室については。 

○財政課長（尾﨑行雄君） 会議室につきまし

てはですね、仮設庁舎のほうにですね、極力配

置したつもりなんですが、いかんせん３室しか

ないもんですから、そちらを利用していただく

と。それでも足りない場合はですね、ほかのハ

ーモニーホール等のですね、施設を使っていた

だくような形になると思います。 

○委員（西濵和博君） 前年の１０月から、

今、仮設庁舎で再スタートしたと。ほかのビル

も御利用であると。で、公共施設、ハーモニー

とか厚生会館をお使いのこともあるかもしれま

せんが、そうなると、市民がそこを利用すると

きにバッティングしたりするということで、ま

た新たな問題が発生したりするのかなというこ

とも含めて心配したところです。 

 運用から半年しかたっておりませんけれど

も、震災の対応あたりの収束等を鑑みて、公用

宿舎だとか会議室の利用というのも落ちついて
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くるのかもしれませんが、いずれにしまして

も、合理的な行政運営のためにはなくてはなら

ない必須のものでございますでしょうから、今

年度、当初予算で賄えれば結構ですけれども、

やっていく中で各部署からいろいろな御相談事

が財政当局管理者にありました折にはですね、

補正の考え方も含めて心づもりしていただけれ

ばと思います。これは、要望にとどめさせてい

ただきます。 

 ３点目ですけれども、６０ページでございま

す。 

 総務費の項、総務管理費、諸費、自衛官募集

事務に関連して、これ括弧書きで担当課が２つ

書いてございますけれども、この業務で関連し

て２つの課が担われるということになるんでし

ょうか。重立った中身をお聞かせいただければ

と思います。 

○市民活動政策課長（川野雄一君） 自衛官募

集事業につきましては、自衛官の募集の啓発

と、その案内ですね。そちらと、あとは自衛隊

関連の業務といいまして、自衛隊の家族会と

か、自衛隊の熊本の西部方面、第８特科連隊で

すか、そういう自衛隊関係の２つの業務がござ

いまして、その中で自衛隊の募集関係につきま

しては市民活動政策課、その他の自衛隊の関連

業務につきましては危機管理課ということで分

けたところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（西濵和博君） これ以上お尋ねしませ

んけれども、以前、１つの課で担っていらっし

ゃって、分かれて、また２つに分かれたという

ことかなと思います。期間短い中で、いろいろ

市としても御研究の上、このようになったのか

もしれませんけれども、今、お話があったよう

に対外的な組織との関連もありますでしょうか

ら、今後のことも含めてですね、十分またいろ

いろ御検討が必要な場合には慎重審議いただけ

ればというふうに思います。 

 以上で終わります。 

○委員長（堀口 晃君） ほかにありません

か。 

○委員（亀田英雄君） 先ほどのコミセンの話

をちょっともう一回。 

 昨年の１１月ごろ聞いたというような話であ

ったと。で、その前に各課で計画されとったも

のについては、もうそんまますると。そんな話

ですかね、行政の手続というのは。 

 で、ですよ、以前から庁舎問題に絡めて、こ

んなことに金を使うべきじゃないんですかって

いうことで話し合いしよったですけん、コミセ

ンとか住民の避難場所に金を使うことには何も

ないんですが、行政上の手続がですたい、な

ら、今度はどこばつくっとですかという話にも

なりますけん。その辺の経緯をですよ、もうち

ょっと、これは各課、担当で決定されとったっ

ちゅう話じゃなくてですたい、主の政策的なっ

ていいなればもうそっでよかですけん、きちん

とちょっと話ばしてくれんかな。 

 各課で検討しとったら、もう、あって無条件

でするわけじゃなかでしょうが。財政がもうだ

めだめってだめ出ししながら、この高田のこと

には、冒頭、原資を利用してっとかって言うて

からですたい、公民館がでけんけんっていう

て、地区を割ってしたような経緯もあるわけだ

けんが。 

 もうちょっと、どうしてこんコミュニティセ

ンターを優先順位をつけてするのかというとこ

までですたい、丁寧に説明してもらえばよかと

思うんですよ。で、高田に、坂本に、あとどっ

か金剛が、古かっだけどなかなか進まんとたい

なっていうような話は聞いとったっですが、そ

の中で高田がぽんと出てきたと。あと、だけ

ん、いろんな計画があればよかっですが、言わ

んとですが。その辺の経緯をまちょっと。説明

があらかですもん。まちょっと丁寧にわかるよ

うに説明してください。 
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○財政課長（尾﨑行雄君） 申しわけございま

せん。先ほどの発言を訂正させていただきまし

てですね……（委員亀田英雄君「自分から言わ

んば、そやんときは。人から聞かれて言う」と

呼ぶ）申しわけございません。 

 先ほど堀委員の御質問にもありました高田公

民館につきましてはですね、公共施設等総合管

理計画上はですね、老朽化はしてるんで、将来

的には建てかえとかが必要なのかなっていうよ

うな位置づけではあったんですが、昨年の地震

を受けましてですね、復旧・復興プランのほう

に早急に建てかえっていうような計画の中に盛

り込まれた関係でですね、２９年度の当初予算

で要求があったということでございます。（委

員亀田英雄君「全然違う」と呼ぶ）済みませ

ん。 

○委員（亀田英雄君） 全然違うじゃなかです

か、尾﨑課長。答弁にはもうちょっと気をつけ

てくださいよ。全然違うじゃない、話の全然違

うですよ。 

 で、復旧・復興プランでどの程度あと盛り込

まれたんですか、その中には。大分被害ば受け

たでしょう、地震で。 

○財政課長（尾﨑行雄君） 申しわけございま

せん。ほかの公民館についてはですね、ちょっ

と手元に資料がございませんで、後ほど届けさ

せていただくということでよろしゅうございま

すか。 

○委員（亀田英雄君） で、公民館だけじゃな

くてですよ、それはもう公民館だけじゃなかは

ずですけん。どのくらいその復旧・復興プラン

に盛り込まれのかというともお知らせいただけ

ればよかですね。全然そげん話は聞こえてこん

だったもんですけん。 

 まいっちょいいですか。財政計画に絡む話だ

けんですよ、その辺がなからんば、大体うその

話ですもん。財政計画に絶対絡んでくる話です

けん。年次にここば更新していくとかですよ、

３つしていくとかっていうとは、必ずある話で

すけん。やみくもにしていこうっちゅう話じゃ

なかでしょうが。 

○生涯学習課長（澤田宗順君） 済みません。

失礼します。今回の復旧・復興プランの中で、

現在、公民館ですね、４月からコミュニティセ

ンターになりますが、その分の復旧プランの中

に計画に入りましたものは、先ほどありました

高田公民館の改築の部分と、それから日奈久公

民館のトイレの洋式化改修工事。この２点が２

９年度で計画策定で出されたものです。 

○委員（亀田英雄君） それ以降はもう何もな

かっですか。 

 そしてもう一つ、いつの時点でそれが計画の

ほうに上がってきたんですかね。 

○生涯学習課長（澤田宗順君） その後の公民

館の計画につきましては、先ほどありました財

政のほうで進めております今後の個別計画の中

で検討していくことになろうかというふうに考

えております。 

○委員長（堀口 晃君） それと、いつの時点

で決まったのかっていう。（委員亀田英雄君

「ほかに、公民館以外の分」と呼ぶ）公民館以

外の分。 

○財務部長（岩本博文君） 復旧・復興プラン

につきましてはですね、去年の地震発生後、大

至急手を加えなければならない施設はどういう

ものがあるかということを調査いたしまして、

その中で優先順位をつけてプランがつくられま

した。大体１０月か１１月ぐらいだったかなと

は思います。その分について財政で査定して、

今度の予算に計上しているというようなところ

で、その優先順位をですね、もう絶対ことしし

たほうがいいというのを第一優先でことしの予

算に計上してます。あと、次年度送りのものも

当然ありますし、そういうところで、数カ年計

画のプランにはなっています。 

 で、時期は昨年の１０月か１１月ぐらいとい
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うところです。 

○委員（亀田英雄君） ほかの施設も後でお知

らせいただきたいと思います。 

 で、何より、答弁が不誠実ですもん。国会な

ら虚偽答弁ですばい、今の話は。部長、指示、

指導しといてもらわな困るですよ。質問するば

ってん、全然違う話ば信用せんばんじゃなかで

すか。参りました。今んとは、感心しました。 

 以上です。 

○委員長（堀口 晃君） 執行部についてはで

すね、適切にお答えをいただくようにお願いを

しておきます。委員長よりお願いしておきま

す。 

○委員（堀 徹男君） 関連でよかですか。 

 私もさっきの答弁でもうやもやしとったけ

ん、亀田委員がおっしゃっていただいて随分よ

かったっですけど、私、まだ落ちつかんとです

よね。 

 私、一般質問でですね、地震が起きる前に既

にその点は指摘しとったっですよ。公民館や支

所のですね、避難所としての建てかえの更新計

画ば聞いとります。そしたら、ファシリティマ

ネジメントが確立するまでは個別の計画もでき

ないという話だったんですよ。で、地震が起き

たらころっと変わるでしょう。そして、今みた

いな、優先順位をどこで決めるのかって話にな

ったら、誰も答えられん。うやむやじゃなかで

すか。 

 誰が主導権を持ってこの話を進めていくのか

っていうのが見えないからこそ、ＦＭを今つく

ってやっていこうって話でしょう。それに乗っ

かってないからこんな唐突感があるわけです

よ。そこはですね、しっかり理解して答弁して

いただかんと。 

 それとですね、市長は選挙の公約の中でです

ね、合併特例債を活用して、支所と公民館のコ

ミセン化を進めるっておっしゃっとっとです

よ。これは、財政としてもどんどん、さっきも

合併特例債の限度額が上がったでしょう、２４

０億までっていうお返事だったでしょう。まだ

枠あるわけですよね。そしたら、市長の施策も

ですね、推進してよかっちゃなかっですか。 

 で、教育委員会が所管しとったから、その計

画に基づいてやりますっていうんじゃなくて、

もう４月の１日からはコミセンになるってこと

わかってるんだから、所管課としてはですね、

いや、当初予算ではこの１件ですけど、補正で

も次のリストを挙げて計画を立てようと思って

ますぐらいの意気込みがあってもいいと思うと

ですよ。 

 いかがですか。どなたかちょっとその辺の考

えをですね。どんなふうに思ってあるのか。 

○委員長（堀口 晃君） それは今のコミセ

ン。 

○委員（堀 徹男君） 全体像。 

○委員長（堀口 晃君） コミセンだけではな

くて。 

○委員（堀 徹男君） うん。 

○委員長（堀口 晃君） ということは、誰

か。 

○委員（堀 徹男君） 話がちぐはぐです。 

○委員長（堀口 晃君） 合併特例債も含め

て。 

○財務部長（岩本博文君） 市の財政は、大

体、財政計画にのっとってっていうところで、

財政課、いろんな考えも含めやってます。 

 それで、個別計画は個別でつくっていただき

ますけれども、その個別計画を全て、もし財政

に反映させるとなると、多分、莫大なお金が必

要になってくると思うんですよ。そこで、一つ

の枠組みとして財政計画というのがあって、そ

の中で優先順位がつけられて執行をしていくと

いうことです。 

 で、ファシリティマネジメントの中では、今

後、やみくもに全て新規で全部改築、改築とい

うことであれば、財政なかなか厳しくなるとい
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うことで、有効資産の活用という観点からいろ

んな利用方法、それから統廃合、そういうこと

を検討していくということにしてますので、そ

ういうところで計画をつくりながら、健全な財

政運営を全体の中で取りまとめながら、今後、

運営していくというところでの方針を持ってま

す。 

 以上です。 

○委員（堀 徹男君） 済みません、理解でき

るようには努めたいと思いますけど。 

○委員長（堀口 晃君） よかですか。 

○委員（堀 徹男君） はい。 

○委員長（堀口 晃君） ほかありませんか。 

○委員（堀 徹男君） 続けていいですか。先

ほど西濵委員からもあったんですけど、公用車

の配置状況ということでお尋ねがあったんです

けど、私もおんなじような考えを持ってまし

て、今ですね、八代市が持ってる公用車の数っ

ていうのはさっきお伺いしたとおりですけど、

今の公用車の管理状況というのは、買い取りで

しょうか、それともリースでしょうか。どうい

った管理の形態をされてますかね。 

○財政課長（尾﨑行雄君） 今まで買った分は

全て買い取りでしておりますが、先ほど申しま

した仮設庁舎２台と鏡支所の１台につきまして

はですね、リースで、５年間のリースというこ

とで考えております。 

○委員（堀 徹男君） はい、ありがとうござ

いました。 

 ４０３台を買い取りで、１台１台に車の保険

とか任意保険とかまで含めて掛けられるといっ

てると思うんですよね。買い取りだと、車検と

かも自腹で多分やってるんじゃないかなと思う

んですけど、そういった車１台をですね、運用

するトータルコストっていうのがあるはずです

よね。それが台数がまとまると、ある程度もう

大きな金額になってると思うんですよ。統合運

用としてですね、それぞれの所管課で個別で、

車の管理はいいですよ、全体的なそのコストの

管理っていうのは、買い取って、車検も自分で

して、整備とかも自分とこでしてっていうの

と、全部リースにして、リースで廃車をするっ

ていうのと、どっちがコスト的にですね、トー

タルコストとして安いのかなっていう検討をさ

れたことありますか。 

○財政課長（尾﨑行雄君） はっきりした数字

は出してないんですけども、恐らく、今やって

おります買い取りのほうが安いというふうに思

っております。というのもですね、１台をです

ね、査定基準等で１３年とか使う関係で、かな

り耐用年数以上に公用車を使っておりますの

で、その辺でコスト的に、トータルコストとし

ては安いと。 

 保険につきましてはですね、財政課のほうで

一括して掛けております。 

○委員（堀 徹男君） いや、でも、具体的に

は比較表とかつくってされたわけじゃなかっで

しょう。リースと対比表をつくって。 

○財政課長（尾﨑行雄君） ちなみに、今度、

３台リースしますけれども、その分のですね、

見積もりが、恐らく５年ぐらいでですね、ちょ

うどペイするような形になりますので、購入と

ですね。要は、リースはすごく高いのかなって

いうふうに思っております。 

○委員（堀 徹男君） 高いのかなじゃなく

て、高いですっていう比較表をつくってです

ね。何でこんなことを言ってるかっていうと、

行財政改革の一面でですよ、常に検討していか

ないかんじゃないですか。トータルコストで見

るのと、個別のコストで見るのとは、また違っ

てくるけんが。だから言ってるんですよ。検討

したことがあるんですかって。ないってことで

しょう、しっかり。それ聞いてるんですよ。 

○財政課長（尾﨑行雄君） 申しわけございま

せん。見積もり段階でしか、単純な試算でしか

しておりません。 
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○委員（堀 徹男君） ぜひですね、行財政改

革の一面としてですよ、常に比較と検討を繰り

返すっていう作業はですね、必要だと思うとで

すよね。済みません、決算委員会みたいになっ

ちゃいました。 

 結構です。お願いします。 

○委員長（堀口 晃君） ほかございません

か。 

○委員（鈴木田幸一君） もう大分疲れておら

れましょうけど、１つだけですね。住民自治に

ついて１つだけですね、お願いも含めてお聞き

したいと思いますけど。 

○委員長（堀口 晃君） ページ数か何かわか

りますか。 

○委員（鈴木田幸一君） 住民自治は全体的

に、言うならば５７ページですけど。 

○委員長（堀口 晃君） ５７ページ。 

○委員（鈴木田幸一君） はい。下から５行目

に住民自治の一般事務事業ということで、２６

万９０００円が上がっております。 

 住民自治、今、八代市全域で行っております

けれども、その中で非常に苦情を聞くのが多い

んですよね。ていうのものですね、行政指導が

まだまだ足りないんじゃなかろうかっていう、

そういった苦情なんですよ。 

 というものですね、住民自治に必要なものは

ですね、まず、事務に精通する人が必要だって

ことですね。それは結局、ボランティアでする

か、有償でするかもわからない。住民自治が行

う事業というのがありますけど、それについて

の予算の確保がしっかりしてあるかどうかもし

っかりわからない。それから、全体的な住民自

治を指導する人、また指導する人を指導する職

員の方々が、まだしっかりした指導体制ができ

ていないんじゃなかろうかっちゅう話を聞きま

すので、この住民自治について、今、どのよう

な御指導をしておられるか、これからどのよう

な指導をしていこうと思っておられるのか、ち

ょっとお聞きしたいと思いますが。 

○市民活動政策課長（川野雄一君） 失礼しま

す。 

 住民自治につきましては、各小学校単位で地

域協議会、まちづくり協議会って言ってるとこ

もございますけども、その地域協議会を主体に

進めているところでございます。 

 それで、うちの市民活動政策課の職員がそこ

の各地域協議会のところに担当を配置しまし

て、それぞれ運営委員会とか、そういうのがあ

った場合は、出向いてからお話を聞いて、相談

があればそれに乗ったり、こちらからお願いす

ることもございます。そういうことで、指導じ

ゃございませんけど、そういう体制づくりをし

ているところでございます。 

 それと、経費のほうはですね、こちらのほう

は一括交付金とかコミュニティ補助金とか、そ

ういうのをですね、今、活用していただいて、

各協議会のほうで事業実施されてるのをです

ね、そこに補助金を出したりということでお手

伝いをさせていただいているところです。 

 それから、事務員につきましてはですね、何

かいろいろ事務経費がかかるとか、役員の方の

報酬とかがあるかと思います。そういうところ

は市からですね、出した部分もございますけ

ど、住民自治の、――協議会によってそれぞれ

運営のやり方が違いますので、それぞれの協議

会の中で対応をしていただいているというとこ

ろでございます。 

 で、その中で、予算の中でありますけど、来

年度からコミュニティセンターになりますの

で、コミュニティセンターの一部管理をです

ね、受けていただけるところには、その委託料

ということでお支払を差し上げてですね、その

中で人を雇っていただいて、そういうところで

事務のサポートをしていただくというようなこ

ともしていただくようにしております。 

 これだけではまだまだ住民自治の推進にはで
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すね、力不足かなと思いますので、地域の声を

聞きながらですね、精いっぱいサポートをさせ

ていただきたいということで考えております。 

 以上でございます。 

○委員（鈴木田幸一君） これだけでは不足で

すよね、完全に。ちゅうとはですね、まだ住民

自治始まったばかりなんですよ。行政の職員が

果たして住民自治をどれだけ理解してるかもま

だしっかりわからない。そして、そのわからな

い人が指導するわけでしょう。相談があれば相

談に乗りますっていうけれども、相談をする人

がどんな相談をしていいかもわからないような

状態のまだ住民自治地区もあるんですよ。 

 しっかりした地区ちゅうとは、もうどんどん

どんどん推進していっておられるのは、もうそ

れはそれとしてわかるんですけど、まだ産声を

上げたばかりでですね、しっかりした指導をし

てもらわなければできない、そういう地区もあ

るように見受けられます。 

 そういった意味でですね、相談があれば受け

ますとかいう、――この住民自治そのものが住

民から盛り上がった、盛り上がってつくろうじ

ゃないか、市のほうにお願いしますって、上か

らですね、つくんなさい、つくんなさいっちゅ

う、そういった住民自治なんですよ。そこをし

っかりわかってですね、指導していかんば、物

すごう地域はですね、今困っとる状態が目に浮

かびますね。そこのところをですね、しっかり

理解してもらいたいと思います。 

 この前、どういった苦情があったかちゅうと

ですね、具体的に言うならば、行政のほうがも

う手ばなるだけ引いて、住民に任せろ任せろて

言うて、担当者の方に手を引かせるような体制

をつくっていっとると。 

 どぎゃんですか、質問しますけど、今、どの

くらいの人数をもって、この八代市全体の住民

自治の方々に指導する人を置いておられるんで

すかね。 

○市民活動政策課長（川野雄一君） 住民自治

推進に関しましては、一応、住民自治推進係の

ほうでですね、５名の体制で２１校区のほうを

ですね、担当をさせていただいて、一緒になっ

て進めているところでございます。 

○委員（鈴木田幸一君） もう一緒になって進

めておられるということでありますので、余り

追求してもですね、職員さんが困ると思います

けれども、基本的にですね、まだ産声を上げた

ばかりの住民自治ってことをですね、しっかり

まちづくり協議会ってことをしっかり認識して

もらってですね、そして、向こうから言ってく

るのを待つような体制じゃなくて、こっちから

行って、どうですかって言うならば、こういっ

たことについて相談があったときには、こうい

ったほうに行ったがいいんですよという、そう

いう積極的な指導をですね、まだする時期だと

思うんですよ。 

 要は、突っ放して、自立してください、自立

してくださいじゃないと思うんですよ。だけ

ん、そこをですね、しっかりしてもらわんば、

せっかく市長がですね、この住民自治をして住

民の方々の意見を吸い上げてから、そして、そ

れを行政に反映したいちゅうことでありますけ

れども、それが不満の力となってしまうなら非

常に困ります。 

 それと、予算的な問題もですね、今、ひとつ

問題になっとっとがですね、住民自治組織がお

金が少ないちゅうことから、香典返しを少しい

ただきながら運営してるっちゅう地区もあるそ

うです。そのことによって、社会福祉協議会で

すね、社協運営が非常に厳しいちゅうことをで

すね、昨年の理事会で聞きました。で、理事会

のほうで聞きましたので、社協の運営が非常に

難しくなったってことで、各団体の予算が削減

されたちゅう、そういう事実もありますので、

予算の確保をしっかりしたところで、この住民

自治についての指導をお願いします。 
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 以上です。 

○市民活動政策課長（川野雄一君） 済みませ

ん、１つ、つけ加えさせていただいてよろしい

でしょうか。 

 先ほど、うちの住民自治推進係の５名の体制

で、今、お手伝いさせていただいてるってこと

お話ししましたけど、そのほかに、旧公民館っ

ていいますか、出張所がない旧八代市の公民館

のほうがですね、今の生涯学習課の公民館主事

のほうにコーディネーターとしてお手伝いをし

ていただいて、あと出張所があるところは、出

張所長にですね、アドバイザーということで住

民自治のサポートをさせていただいておりま

す。 

 それから５つの支所については、それぞれの

地域振興課の係長さんにそういうアドバイザー

をお願いしてからですね、住民自治の推進をお

手伝いさせていただいているところでございま

す。 

 済みません、先ほどのちょっと、つけさせて

いただきます。 

○委員長（堀口 晃君） そこが一番大事なと

こだった。 

○委員（鈴木田幸一君） ありがとうございま

す。結局、アドバイザーをですね、それならし

っかり育てたアドバイザーをつくってくださ

い。住民自治について職員の方もしっかりまだ

理解してない方がいっぱいおられます。指導す

る人がわからないところの指導ばするわけだか

ら。まして公民館主事とか何とかは、まだ果た

して住民自治についてしっかり詳しい状態であ

るかわからんのに相談役になるわけでしょう。

だけん、しっかりした相談役になられるような

人を育てながらですね、そして、住民自治がし

っかり地元に根づくような、そんな指導をして

いただきたいということで、返事はようござい

ます。 

○委員長（堀口 晃君） ほかございません

か。 

○委員（堀 徹男君） ５７ページのですね、

各種損害保険加入事業。５７ページ、各種損害

保険加入事業ですか。先ほどですね、説明のと

きに市有林の森林保険の金額を二百九十何万っ

ていうふうにおっしゃったんですけど、私が一

般質問したときは、前年度が４４４万円ぐらい

あったというふうに聞いとっとですけど、先ほ

どの説明だと３００万切ったちゅうことで、そ

れが、数字が正しいのかどうかのまず確認と、

それと、もし減額になってれば、その減額にな

った理由ですね。 

○財政課長（尾﨑行雄君） 金額については、

２９４万５０００円で間違いございませんが、

ちょっと減額の理由はですね、ちょっと手元に

資料がございませんので、後ほど説明させてい

ただきます。 

○委員（堀 徹男君） それはですね、森林保

険そのものは、事業課じゃなくて財政課のほう

で掛けてるということで、だから、手元の資料

にですね、何ヘクタールだからこれになったっ

ていうのはないといかんと思うとですよ。 

 済みません、じゃあ、また後でお願いしま

す。 

○委員長（堀口 晃君） じゃあ、後でお願い

いたします。 

 ほかございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（堀口 晃君） なければ、以上で質

疑を終了いたします。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

○委員（亀田英雄君） 一ついいですか。冒頭

に、部長の予算に対する取り組みと総括を伺い

ました。どれもですね、市の課題を的確に捉え

て、すばらしい内容であったというふうに思い

ます。めったに褒めんとば褒むっとだいけん、

というふうに思います。 

 ですが、内容をですね、おのおの施策になっ
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たときに、若干もう少しどやんかでけんとかな

という部分もありますので、より効果的なです

ね、策を見つけて、もっとですね、頑張ってい

ただいてですね、効果を検証していただいて、

取り組んでいただけたらなというふうに、あえ

て申し述べたいと思います。 

○委員長（堀口 晃君） ほか。 

○委員（成松由紀夫君） １点。今、亀田委員

もおっしゃいましたけども、最初の部長の表明

をですね、ぴしっとしとんなって、もうすばら

しか話なんですよね。一貫性があって。 

 ただ、答弁については、もうちょっと想定問

答あたりを職員さん方もしっかりしときならん

と、後ほどとか、また時間かけてっていうこと

じゃなくて、ある程度は担当課の部分で想定は

されて答弁はしっかりお願いしたいと思いま

す。 

 以上です。 

○委員長（堀口 晃君） ほかございません

か。 

○委員（堀 徹男君） 意見です。何回も言い

ますけど、コミュニティセンター化に伴うです

ね、施設の更新については、合併特例債のです

ね、額と期限を精いっぱい活用してですね、Ｆ

Ｍ策定前にでもできるもんならやるというよう

な見直しをですね、ぜひ検討していただきたい

と思います。 

 次は、いつ地震がくるかわかりませんのでで

すね、できるうちにやろうというのが先だと思

います。 

○委員長（堀口 晃君） ほかございません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（堀口 晃君） なければ、以上で意

見は終わります。 

 以上で、第２款・総務費中、当委員会関係

分、第１１款・公債費、第１２款・諸支出金

中、当委員会関係分及び第１３款・予備費につ

いてを終了いたします。 

 執行部の入れかわりがありますので、小会い

たします。 

（午後４時４１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後４時４２分 本会） 

○委員長（堀口 晃君） 本会に戻します。 

 次に、第８款・消防費について、総務部から

説明をお願いいたします。 

○総務部次長（丸山智子君） こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）総務部次長の

丸山です。よろしくお願いいたします。 

 それでは、第８款・消防費につきまして説明

させていただきます。着座にて説明させていた

だきます。 

 では、予算書の１００ページをお願いいたし

ます。 

 款８・消防費、項１・消防費、目１・常備消

防費では、１７億８０２５万８０００円を計上

いたしております。前年度と比較しまして１億

３４２８万２０００円の増となっております。

これは、主に、熊本地震関連による常備消防負

担金の増加や新規に氷川分署の建設負担金が発

生したことなどによるものでございます。 

 特定財源の国県支出金は、権限移譲市町村交

付金３４万７０００円、その他１１万２０００

円は、火薬類取締事務手数料でございます。 

 説明欄の広域行政事務組合負担金事業は、常

備消防負担金の１７億９８７万円で、昨年度よ

り７４６５万４０００円の増となっておりま

す。これは、災害対策強化費２３８３万円、通

信指令システムの保守２０００万円の増が主な

要因でございます。また、新規の氷川分署建設

負担金が６１３４万円、鏡消防署の用地購入費

負担金６０６万２０００円、日奈久分署用地購

入費負担金２９４万８０００円などでございま

す。 

 続きまして、目２・非常備消防費では、３億
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１１５９万３０００円を計上いたしておりま

す。前年比で２０７３万３０００円の増となっ

ておりますが、主に、消防団の報酬引き上げに

伴う増加と消防団資機材の整備に要する経費が

増加したものでございます。 

 特定財源の国県支出金３４７７万６０００円

は、石油貯蔵施設立地対策等交付金１３２０万

５０００円と球磨川水系防災・減災ソフト対策

等補助金１５１７万１０００円、熊本県電源立

地地域対策交付金６４０万円などでございま

す。 

 その他の５４５４万５０００円は消防団員等

公務災害補償等共済基金収入で、消防団員退職

報償金５３４２万４０００円と消防団員等公務

災害補償費１００万円などでございます。 

 説明欄の消防操法大会等事業２３７万７００

０円は、出初式に係る経費６６万７０００円、

隔年で実施しております八代市消防操法大会開

催に要する経費１０６万９０００円などでござ

います。消防団育成及び消防団員教育事業８６

６万７０００円は、消防団員の訓練や研修に係

る予算のほか、消防団分団の運営補助等でござ

います。主な内訳としまして、自治体消防制度

７０周年記念式典の出席に係る旅費１８９万９

０００円、消防団分団の運営費補助金として、

１分団当たり２万６６００円の７３分団分で１

９４万２０００円、年末警戒補助金２３４万円

のほか、消防団幹部の視察研修旅費９４万８０

００円などでございます。 

 次に、消防団活動事業１億９６３６万５００

０円は、消防団員の処遇及び消防活動に要する

経費等を計上いたしております。主に、消防団

員２４５０名分の報酬としまして、６４９８万

５０００円。これは、本議会に条例改正を提案

しておりますが、団員報酬が県内１４市の平均

を下回っている階級について、処遇改善を図る

ため、一律５０００円の増額を行うよう見直し

を図っており、昨年度より約１１００万円の増

となっております。共済費としまして、消防団

員退職報償金の支給に係る掛金４８００万円

と、同じく公務災害補償に係る掛金４７５万

円、福祉共済掛金７５０万円などのほか、退職

します消防団員への退職報償金としまして５３

４２万４０００円を計上いたしております。そ

のほか、火災や災害時の緊急出動に対する消防

団出動手当として費用弁償１３７２万５０００

円を計上しており、出動１回につき１８００

円、延べ７６２５人分を計上しております。 

 消防団整備事業１億４１８万４０００円は、

消防団活動に必要な資機材等の整備経費で、主

な内訳としまして、消防小型ポンプ積載車普通

車８台、軽自動車３台分で５６５２万４０００

円、小型動力ポンプ８台分１９００万８０００

円、新入団員の被服費３２０万５０００円、積

載車に搭載する消防用受令機３台を新たに配備

する経費として１４６万５０００円を計上して

います。 

 また、消防団の装備基準の改正に伴い、災害

対応用として、平成２８年度と２９年度の２カ

年で、全団員に半長靴を配付することとしてお

り、その経費９６３万９０００円と、八代方面

隊へのエンジンチェンソー４台の配備として３

２万４０００円を計上しております。 

 続きまして、同項、目３・消防施設費では、

２１４０万円を計上いたしております。昨年度

と比較しまして８９万４０００円の減となって

おります。これは、主に防火水槽新設工事を予

定していないことによる工事請負費の減による

ものでございます。 

 特定財源、国県支出金１００万円は熊本県電

源立地地域対策交付金で、地方債３００万円

は、過疎債でございます。 

 消防施設整備事業では、消防水利関連の予算

を計上しており、主な内容としまして、東陽町

箱石地区にある防火水槽１基の修繕料１６２万

６０００円、宮地町古麓と川田町西の消防団積
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載車格納庫建てかえ工事に５０７万円、消火栓

の新設、改良、移設に係る負担金１０８０万円

を計上いたしております。そのほか、屋外消火

栓ホース等格納箱１５０万円などでございま

す。 

 同項、目４・防災管理費では、１億８２５１

万円を計上いたしております。前年度と比較し

まして、１億２５２３万１０００円の増額とな

っておりますが、主に復旧・復興プランに基づ

く取り組みといたしまして、防災対策事業の充

実を図ったものでございます。 

 特定財源の国県支出金は、球磨川水系防災・

減災ソフト対策等補助金８５１万９０００円、

避難所整備費補助金８２７万７０００円、熊本

県電源立地地域対策交付金の１００万円など

で、地方債の１６８０万円は合併特例債と防災

減災債で、その他の６７７万６０００円はふる

さと八代元気づくり応援基金繰入金などでござ

います。 

 説明欄の防災管理一般事務事業３２７万８０

００円は、熊本県防災消防ヘリコプター運航連

絡協議会負担金２７１万９０００円が主なもの

でございます。 

 次の防災訓練事業１８８万７０００円は、総

合防災訓練費用として１６４万９０００円、各

校区を単位として実施します住民参加型防災訓

練に要します費用２３万８０００円でございま

す。なお、２９年度の住民参加型防災訓練は、

金剛、千丁、二見校区を予定しております。 

 防災対策事業１億２６７２万４０００円は、

防災体制の充実を初め、市民の防災意識の高揚

を図るための予算で、昨年度より１億１８４５

万４０００円の増となっております。この主な

内容としましては、八代地域防災計画の改訂に

伴う業務委託の費用６４０万５０００円、復旧

・復興プランに基づく事業として、災害時に避

難所となる１次避難所などの公共施設の被害状

況を調査する被災度区分判定調査に要する費用

８５００万円、被災度区分判定調査を行った

後、落下物の調査が必要となった施設を対象に

行う落下物調査に３０００万円、災害時の調査

用に使用するドローンの購入費用２５万円など

でございます。 

 続きまして、防災行政無線整備事業３６９３

万１０００円は、防災無線が聞こえないエリア

の解消に向けまして、引き続き、本庁同報系防

災通信システム屋外拡声器の増設を予定してお

り、２９年度は松高小、六中、日奈久中の３カ

所を整備予定として、工事請負費１６５５万４

０００円を計上いたしております。そのほか、

本庁及び各支所の防災無線通信施設の定期保守

点検委託費８００万円、防災無線等電波利用料

負担金として１９８万３０００円などでござい

ます。 

 次に、災害時用備蓄資材整備事業では、１２

５７万円を計上いたしております。未配備地区

への発電機や簡易ベッドなどの避難所備蓄資材

の整備として２８４万４０００円で、鏡ヶ池公

園、さかもとわいわいパーク、龍峯やまびこ公

園の３カ所を予定しております。また、通常の

備蓄分として、これまでは１年分ずつを買い足

してきていますが、熊本地震により備蓄食料等

が減少していることから、２９年度は２年分の

食料、消耗品を購入する費用として５００万

円、鏡支所に防災備蓄倉庫２棟を設置する費用

３１３万２０００円、災害時に通話料が無料に

なる公衆電話をＮＴＴと協定を結んで１次避難

所に設置するための特設公衆電話機の購入費用

４８万１０００円などがございます。このほ

か、避難行動要支援者関係事業は、システム保

守料３８万９０００円でございます。 

 以上で、消防費の説明を終わらせていただき

ます。御審議よろしくお願いいたします。 

○委員長（堀口 晃君） ただいま説明が終わ

りました。 

 以上の部分について質疑を行います。質疑あ
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りませんか。 

○委員（堀 徹男君） まずですね、財源の内

訳というか、名目に復旧・復興分ということで

上がってきてますよね。これは、いわゆる国の

復旧・復興とか何とかっていうプランに基づい

て財源が保証されている復旧・復興分なのかっ

ていうことからまず入りたいと思いますけど。 

○首席審議員兼危機管理課長（濱本 親君） 

危機管理課の濱本です。よろしくお願いいたし

ます。 

 復旧・復興事業として多くの事業が提案され

ておりますが、復旧・復興事業に特化した補助

等の財源があるわけではなく、個々の事業に応

じた補助メニューや起債等を活用して事業を行

うということでございます。 

○委員（堀 徹男君） 何か、資料だけ、今聞

いたものと概要版とか見ると、復旧・復興分と

いうことで、何か特別な財源があるような錯覚

をですね、起こすんですよね。今のお話だと、

特にそういった特殊な、特別な財源はないっち

ゅうことで、これは自分ところの一般財源で特

別に復旧・復興として行う事業ということで捉

えていいんでしょうか。 

○総務部次長（丸山智子君） 今、堀委員が御

指摘されたのは、当初予算の概要等の資料に復

旧・復興分ということで事業名の下に書いてあ

るところをおっしゃっているのかなと思うんで

すが、こちら、主に、先ほどから出ております

復旧・復興プランに基づく事業ということでで

すね、そのほかの事業と区別するという意味合

いで復旧・復興分というふうにしてあります

が、特にこれに絡んだ特定の財源があるという

ことではなく、活用できるその他の財源を使っ

てやってるというところでございます。 

○委員（堀 徹男君） はい、わかりました。 

 何か、補助金とかメニューがあってくる事業

じゃないってことですね。独自に八代市がかき

集めてやるということで、力を入れた事業とい

うことで捉えていいってことですかね。 

○委員長（堀口 晃君） ほかはございません

か。 

○委員（堀 徹男君） 防災行政無線の整備事

業ということで、３基を２基に減らして事業す

るっていうような説明が、歳入のときにあった

のかな。市全域でですね、今は防災行政無線の

屋外の棟とか立ってると思うんですけど、それ

を、例えばある地点を基準としてコンパスで円

を書いたとしてですね、それが音が聞こえる到

達距離だとします。それがですね、果たしてあ

と何個立てば、何本立てば、八代市全域がです

ね、旧平野部、屋外行政無線に頼ってるところ

はカバーできるんでしょうかね。 

○首席審議員兼危機管理課長（濱本 親君） 

現在の整備の進みの状態でいきますと、５２基

が、今現在、旧八代市内で設置されておりま

す。今、それだけではなくて、地域の放送設備

を利用して、音の届かないとか、いろんな範

囲、場所で苦情等が起こってる状態ではござい

ますが、私たちが地図上で計画しますと、残り

２５カ所が必要と見込んでおります。毎年３カ

所程度を整備したといたしましても２９年度を

含めて、８年程度は要することとなります。 

 以上です。 

○委員（堀 徹男君） ８年ぐらいかかるとい

うことであればですね、１年でも早く整備が進

むようにですね、予算の獲得をしていただきた

いなというふうに思います。 

○委員長（堀口 晃君） いいですか。 

○委員（堀 徹男君） はい。 

○委員長（堀口 晃君） ほかございません

か。 

○委員（前川祥子君） ちょっと１つだけ。先

ほど次長の説明の中に、鏡消防署の土地を購入

というお話があったかな。私の聞き間違いです

か。（総務部次長丸山智子君「ちょっとそこは

……」と呼ぶ）消防署の隣接ですかね。（総務
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部次長丸山智子君「あ、はい」と呼ぶ） 

○委員長（堀口 晃君） ちょっと待って。ち

ょっと待って。今のでよかった。質問がまだ途

中じゃ。 

○委員（前川祥子君） ちょっと私の聞き間違

いやったらいけないんですけど、その土地の購

入があるのであれば、それを利活用はどのよう

なものかなということをちょっとお聞きしたい

なと思ってですね。よろしいですか。 

○総務部次長（丸山智子君） 今御指摘の部分

は、広域行政事務組合の負担金事業の内訳の中

でですね、鏡消防署、今現在、建っております

鏡消防署の用地を購入した際の負担金がまだ現

在も続いておりまして、その分が６０６万２０

００円ということでございます。 

○委員（前川祥子君） 済みません、私の聞き

間違でした。取り間違いでした。はい、わかり

ました。 

○委員長（堀口 晃君） ほか。 

○委員（堀 徹男君） 防災対策事業というこ

とで、先ほどの自主財源を生かしてですね、復

旧・復興分ということで、１億２０００万程度

ですね、増額されてやられるちゅうことですけ

ど、自主防災組織の活動支援っていうことで、

６８万円ですね、概要版のほうには載ってるん

ですよね。で、この具体的な事業内容っていう

ことまでは踏み込んで書いてないもんですか

ら、これは一体６８万円という額でですね、自

主防災組織の活動支援をどのようにされていく

のかということについて、ちょっと中身を教え

ていただきたいんですけど。 

○首席審議員兼危機管理課長（濱本 親君） 

現在、八代市内で自主防災自体が発足してる組

織が２１２団体あります。平成２８年度で大体

約８２％ということで、ここは自主防災組織の

設立を通じた地域防災の分の向上を図ることを

目的に、県が２５年度から取り組んできた制

度、設立年度に５万円以内、２年目、３年目に

２万円以内の物品購入に対する支援のうち、設

立時の支援制度５万円以内の資機材が２７年度

で終了したことから、市独自でさらなる組織率

向上を図ることを目的に、新規設立組織を対象

に２８年度から継続して取り組みに実施してい

る事業でございます。 

 組織率で説明いたしますと、市全世帯に対す

る結成組織の区域内に属する世帯数、組織率向

上が目的であることから、設立済み組織の分

割、再結成や統合は該当しない制度としており

ます。 

 以上です。 

○委員（堀 徹男君） もうできてるところに

は新たには補助しないということでしょうけ

ど、それでいいものかなという、ちょっと今で

すね、思ったところですよね。で、５万円って

いう単位がですね、県のレベルで５万円は出せ

てたんでしょうけど、本当に市独自で町内単位

の自主防災会つくられたところに５万円の補助

をやったところでですね、それは一体どぎゃん

具体的な自主防災活動に、――現金じゃないん

でしょうけど、されるのかなというところがち

ょっとよく見えないんですよね。 

 で、６８万円っていう予算の中で５万円って

ことなら、何町内ですか。十何件、十何町内分

ですか。それでいいのかなっていうふうに思う

んですけどね。何かもうちょっと有効に活用で

きるような、何ていうんですかね、策というの

が何か考えられませんか。 

○首席審議員兼危機管理課長（濱本 親君） 

県に引き続いて、八代市もこれまで組織率の向

上を目的に取り組んできましたが、ある程度組

織率を達成した時点で、形成された組織の活動

を活性化させることを目的にした制度を今後は

検討していかなくてはいけないと、今、考えて

いるところでございます。 

○委員（堀 徹男君） 組織率の向上というの

は、単にですよ、何か会をつくって、名簿をつ
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くって、市に提出したら補助金がもらえるとい

うような仕組みじゃだめて思うとですよね。実

際どんな活動をして、成果が期待できるのかっ

ていうものに対してですね、する補助であるべ

きだというふうに思うんですよね。 

 だから、一括補助金っていうか、団体補助金

みたいなものの考え方じゃなくて、具体的に事

業に対する補助金というような形をですね、と

ると、不公平感もなくなってくるんじゃないか

なというふうに思いますので、ぜひ御一考して

いただきたいと思います。 

 意見になりましたけど、はい。 

○委員長（堀口 晃君） ほか、ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（堀口 晃君） なければ、質疑を終

了いたします。 

 意見がありましたら、お願いします。 

○委員（亀田英雄君） ちょっといいですか。

もう最後かな。 

○委員長（堀口 晃君） いや、まだです。 

○委員（亀田英雄君） なら、最後にいいで

す。 

○委員長（堀口 晃君） 今、この款８は最後

です。 

○委員（亀田英雄君） 復旧・復興プランみた

いな話があればですよ、総務委員会にこんなも

のがあるという話も若干していただければです

ね、唐突感もなかっだろうと。こんな、全然、

今でもわからんとですもん。これ、復旧・復興

プランがつくられたけど、具体的な内容ばです

よ、一々言ってくれという話じゃなかっです

が、こんなのに取り組みたいっていうぐらいの

話はですね、総務委員会に話をしてもらえれば

なという気がします。 

○委員長（堀口 晃君） はい。意見としてで

すね。 

○委員（西濵和博君） ２７年度末、私が一度

申し上げたことの繰り返しのお願いになるんで

すけれども、２８年度の震災発災前の段階でし

た。八代、広くあり、ことしの予算を見てもそ

うなんですけれども、事業費もかなりの額、危

機管理課もお持ちです。で、危機管理っていう

のは、多方面に、多岐にわたってるっていうこ

ともありましたものですから、組織体制のより

一層の充実、図られたらいかがでしょうかって

いう提案してたところでした。で、熊本の未曾

有の地震発災があり、もう１年たちますけど、

所管部署はもう部長初め、大変な御苦労があっ

たというふうに拝察いたします。 

 今後のことになろうかと思いますが、八代市

役所も限られた人員管理の中にあってですね、

危機管理問題っていうのは、本当にいつどこで

起こるかわかりませんし、気象災害ばかりでな

く、遭難者がいらっしゃったり、あるいは行方

不明になられた方の対応だとかも多岐にわたら

れますので、体制づくりについてですね、引き

続き御検討いただけたらいかがなというふうに

思って、御要望とさせていただきます。 

 以上です。 

○委員長（堀口 晃君） はい。ありがとうご

ざいました。 

○委員（成松由紀夫君） 今の西濵委員とまさ

に同意見で、関連なんですが、震災時のです

ね、危機管理の状況、それと災対本部の状況も

含めて、ずっと見とってですね、もう本当に職

員さんたちは大車輪の活躍でもあったし、あ

と、現場からは、今度は、さっき自主防災会等

々の話も出たっですが、第１避難所、第２避難

所、第３避難所、各地域においても、ある程度

ですね、やっぱり現場判断っていうことが、あ

る意味、功を奏した地域と、逆に、現場判断っ

ていうところで混乱された地域も一部聞いてお

ります。 

 私の地元については現場判断が功を奏して、

いろんなことが機能していったんですが、やっ
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ぱり最終的には予算的なものっていうのは、か

なり危機管理については日ごろから準備して、

最終的にはマンパワーということにもなるんで

すが、実際問題、予算についてはですね、もう

少しあってもいいんじゃないかなというのは、

昨年経験した上でですね、思いますので、ぜひ

要望しておきます。 

○委員長（堀口 晃君） ほか、意見ございま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（堀口 晃君） なければ、これより

採決をいたします。 

 議案第６号・平成２９年度八代市一般会計予

算中、当委員会関係分について、原案のとおり

決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（堀口 晃君） 挙手全員と認め、原

案のとおり可決されました。本案は可決されま

した。 

 執行部を入れかえしますので、小会します。 

（午後５時０９分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後５時１１分 本会） 

◎議案第１３号・平成２９年度八代市ケーブル

テレビ事業特別会計予算 

○委員長（堀口 晃君） 本会に戻します。 

 次に、議案第１３号・平成２９年度八代市ケ

ーブルテレビ事業特別会計予算を議題とし、説

明を求めます。 

○企画振興部長（福永知規君） 企画振興部、

福永でございます。 

 議案第１３号・平成２９年度八代市ケーブル

テレビ事業特別会計予算につきまして、担当部

としての総括を述べさせていただきます。座ら

せて説明させていただきます。 

○委員長（堀口 晃君） どうぞ。 

○企画振興部長（福永知規君） 本市のケーブ

ルテレビは、坂本、東陽、泉地域におきます難

視聴対策及び地域間の情報格差是正という中山

間地域が抱える課題を解決することを目的に、

合併前の平成１６年度に東陽地域、翌１７年度

に泉地域全域と坂本地域の一部、続く平成１８

年度に坂本地域全域でのサービスを開始いたし

ました。 

 平成２９年度は事業開始から１４年目を迎え

ることとなります。本事業につきましては、平

成２４年度と２６年度に利用料金の引き上げを

行い、加入者への御負担をお願いするととも

に、平成２８年度から指定管理者制度を導入

し、より効率的な運営に努めてまりいました

が、先ほども述べましたとおり、開局から既に

１４年が経過していることから、機器や伝送路

の老朽化も目立つようになってまいりました。 

 総務省では、平成２９年度から４Ｋ・８Ｋ時

代に対応したケーブルテレビ光化促進事業とい

う新たな補助事業を創設し、過疎地域などの条

件不利地域におけるケーブルテレビの伝送路及

び機器を光回線化する事業への支援を開始いた

しました。また、ケーブルテレビ事業開設の

際、旧３村で借り受けておりました起債合計約

１７億７０００万円につきましては、平成３０

年度で償還が終了する予定となっております。 

 このようなことから平成２９年度は、老朽化

した施設機器や伝送路の計画的な更新について

本格的に検討を開始する時期であると判断し、

当初予算に伝送路及び機器の更新のための調査

経費を新たに計上いたしております。 

 ケーブルテレビは地域の皆様の日常生活に深

く浸透したサービスであるとともに、災害時に

おける情報伝達手段としても必要不可欠なもの

であります。今後も効率的かつ利用者の満足度

の高いサービスを提供するため、さらに効率的

な管理運営方法の研究、施設機器及び伝送路の

計画的な更新など、中長期的な視野で事業運営

を進める必要があると考えております。 

 以上、総括とし、詳細については担当課長よ



 

－76－

り説明いたさせます。 

○情報政策課長（生田 隆君） 情報政策課、

生田でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、議案第１３号・平成２９年度八代

市ケーブルテレビ事業特別会計予算について、

着座にて説明させていただきます。 

 それでは、特別会計予算書の１５９ページを

お開きいただきたいと思います。 

 平成２９年度ケーブルテレビ事業特別会計の

予算総額は、歳入歳出それぞれ４７１１万２０

００円で、平成２８年度と比較いたしまして１

億５５４万５０００円の減額となっておりま

す。 

 下段の表による歳出の内訳は、ケーブルテレ

ビ事業費が１０２６万円で、昨年度より１２８

万２０００円の増、公債費が３６８５万２００

０円で、昨年度より１億６８２万７０００円の

減額となっております。歳出に係る財源の内訳

は、一般会計繰入金が４６１８万１０００円、

事業収入が９３万１０００円となっておりま

す。 

 それでは、詳細につきまして、歳入から順次

説明させていただきます。 

 １６０ページをお願いいたします。 

 まず、款１・分担金及び負担金に７万３００

０円を計上いたしております。これは、平成２

３年度に新規にケーブルテレビに加入された事

業所１件の加入者分担金の未納を計上するもの

でございます。 

 続いて、款２・使用料及び手数料、項１・使

用料の１６万１０００円は、過年度のケーブル

テレビ利用料収入を計上するものでございま

す。内訳は、ケーブルテレビ使用料が１１万

円、インターネット使用料が５万１０００円と

なっております。 

 次の項２・手数料７０００円は、過年度未納

分の督促手数料を計上するものでございます。 

 １６１ページ、款３・財産収入、項１・財産

運用収入６８万７０００円は、市が補助事業で

整備いたしました携帯電話基地局間を結ぶため

に、ケーブルテレビ事業の光ケーブルのうち、

使用していない光ファイバ、いわゆる空き芯と

申しますけれども、これを携帯電話通信事業者

に貸し付けていることに伴うものでございま

す。昨年と比較いたしまして７万７０００円増

加しているのは、平成２８年４月に坂本町袈裟

堂の携帯電話基地局が開局したということによ

るものでございます。 

 続きまして、款４・繰入金は、一般会計繰入

金４６１８万１０００円を計上いたしておりま

す。昨年と比較いたしまして１億４７９万７０

００円の減額となっております。これは、後ほ

ど歳出のほうで御説明をいたしますが、事業開

始当時に借り入れておりました起債の一部が平

成２８年度で償還を終了したことが主な要因と

なっております。 

 以上で歳入の説明を終わり、引き続き、歳出

について御説明をいたします。 

 １６３ページをお願いいたします。 

 歳出の款１、項１・ケーブルテレビ事業費の

目１・一般管理費２４万５０００円は、ケーブ

ルテレビの事業運営について大きな変更が生じ

る場合等に、その内容について審議いただくた

めに必要に応じて開催をいたしますケーブルテ

レビ管理運営審議会、及び自主制作番組等の内

容向上のため、年に１回開催するケーブルテレ

ビ放送番組審議会の開催経費で、委員報酬及び

費用弁償等を計上するものでございます。な

お、一般管理費全体で、昨年と比較いたしまし

て５１万９０００円の減額となっております

が、これは、平成２８年度から指定管理者制度

に移行したということに伴いまして、平成２９

年度は消費税の納入が不要になるということに

よるものでございます。 

 続きまして、目２・施設維持管理費１００１
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万５０００円の歳出の内容について、節ごとに

御説明をいたしたいと思います。まず、節１１

・需用費の５６４万円につきましては、指定管

理者との協定によりまして、市が負担すること

とされております施設及び機器等の修繕費でご

ざいます。節１３・委託料３２４万６０００円

につきましては、指定管理者への委託料２５５

万２０００円、及び、先ほど部長のほうからも

説明がありましたが、伝送路及び機器等の更新

計画を策定するための伝送路等の調査委託料６

９万４０００円を今年度計上をいたしておりま

す。これは、ケーブルテレビ開局から１４年目

を迎え、同軸ケーブルなどの伝送路設備や放送

設備等が老朽化しており、更新時期が近づいて

いること、総務省が平成２９年度から、４Ｋ・

８Ｋ時代に対応したケーブルテレビ光化促進事

業という新たな補助事業を創設し、過疎地など

の条件不利地域におけるケーブルテレビの伝送

路及び機器を光回線へ切りかえるための事業へ

の支援を開始したこと、さらには、事業当初、

旧３村で借り入れておりました起債、総額約１

７億７０００万の償還が平成３０年度をもって

全て終了することなどから、平成２９年度に機

器及び伝送路の計画的な更新について検討を行

う必要があるということの判断から、更新のた

めの調査経費を今回計上いたしたものでござい

ます。また、備品購入費の１０８万円は、ケー

ブルテレビの付加装置として坂本地域の各家庭

に設置し、防災行政情報や地域内の音声放送に

利用されている戸別音声放送受信機の故障代替

機の在庫がなくなりましたことから、今回、新

たに５０台を購入するための経費でございま

す。 

 続きまして、款２、項１・公債費、目１の元

金３５７４万を計上しております。内訳は、坂

本センターの平成１８年度事業に係る過疎対策

事業債元金３５７３万９６２４円でございま

す。平成２８年度と比較しまして１億５０７万

円減額となっておりますのは、平成２８年度を

もって泉センター及び坂本センターに係る一部

の償還が終了したことによるものでございま

す。 

 次の目２・利子１１１万２０００円につきま

しては、坂本センター分の平成１８年度に係る

もの、及び平成２６年度の一部機器更新、並び

に平成２７年度台風１５号災害に伴います借入

金の利子が主なものでございます。 

 以上で、議案第１３号・平成２９年度八代市

ケーブルテレビ事業特別会計予算の説明とさせ

ていただきます。御審議方、よろしくお願いい

たします。 

○委員長（堀口 晃君） ありがとうございま

す。 

 説明が終わりました。 

 以上の部分について、質疑を行います。質疑

はありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（堀口 晃君） じゃあ、以上で質疑

を終了いたします。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（堀口 晃君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１３号・平成２９年度八代市ケーブル

テレビ事業特別会計予算について、原案のとお

り決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（堀口 晃君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございました」と呼ぶ者あり） 

 説明者交代ですが、ここで、済みません、し

ばらく休憩をしたいと思います。 

 ５時４０分から再開いたします。 

（午後５時２３分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後５時４０分 開議） 
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◎議案第２１号・専決処分の報告及びその承認

について（八代市職員の勤務時間、休暇等に関

する条例の一部を改正する条例） 

◎議案第２２号・専決処分の報告及びその承認

について（八代市職員の育児休業等に関する条

例の一部を改正する条例） 

○委員長（堀口 晃君） それでは、休憩前に

引き続き、総務委員会を再開いたします。 

 次に、事件議案の審査に入ります。 

 議案第２１号・八代市職員の勤務時間、休暇

等に関する条例の一部を改正する条例に係る専

決処分の報告及びその承認について、及び、議

案第２２号・八代市職員の育児休業等に関する

条例の一部を改正する条例に係る専決処分の報

告及びその承認については関連がありますの

で、本２件を一括議題とし、採決については個

々に行いたいと思います。 

 それでは、本２件について一括して説明を求

めます。 

○人事課長（白川健次君） 皆さん、こんにち

は。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）人事課の

白川でございます。よろしくお願いいたしま

す。それでは、座って説明させていただきま

す。 

 説明に入ります前にですね、申しわけありま

せんが、資料の訂正をお願いしたいと思いま

す。今回はですね、配付をしております資料、

ホチキスどめでですね、右肩のほうに議案第２

１号関係資料と書いてあります資料、それか

ら、そのホチキスどめの２枚目が議案第２２号

関係資料と書いてあります資料、この２つの資

料を使ってですね、説明をさせていただきたい

と思っておりますが、この２つの資料のです

ね、１、改正及び専決処分の理由の中のです

ね、３行目の終わりのほうになります、ここに

平成２９年１２月２日と記載をしておりますと

ころが、平成２８年１２月２日の誤りでござい

ました。大変申しわけありませんが、訂正をお

願いいたしたいと思います。（｢両方ですね」

と呼ぶ者あり）はい、両方になります。（｢２

８」と呼ぶ者あり）はい、２９年が２８年の誤

りでございました。 

 それではですね、議案第２１号・専決処分の

報告及びその承認について、ご説明をいたしま

す。 

 議案書は３ページからになります。４ページ

が専決処分書でございまして、内容は、八代市

職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を

改正する条例ということになります。 

 ５ページから７ページまでは、その改正文を

お載せしておるところでございますが、改正箇

所もですね、多くございますので、先ほども申

しましたように、お手元に配付をしております

資料、右肩にですね、議案第２１号関係資料と

書いてあります資料に基づいて説明をさせてい

ただきたいと思いますので、どうぞよろしくお

願いいたします。 

 まず、１の改正及び専決処分の理由でござい

ますが、働きながら育児や介護がしやすい環境

整備をさらに進めるために、地方公務員の育児

休業等に関する法律、それから育児休業、介護

休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に

関する法律、その一部を改正する法律が、平成

２８年の１２月２日に公布をされまして、平成

２９年１月１日から施行となりましたことか

ら、本条例において必要な改正をいたしまし

て、専決処分を行ったものでございます。 

 ２の主な内容でございますが、第８条の２

は、育児を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務

の制限の対象となる子について、その範囲を拡

大するというものでございます。これまでは、

対象になる子は、小学校に入学する前の子のう

ち、職員と法律上の親子関係のある実子または

養子に限られておりましたが、今回、その範囲

を拡大いたしまして、養子となる子とその実の

親との法律上の親子関係を消滅させた上で、養
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子縁組を成立させます特別養子縁組、これを請

求した職員が監護する子や職員が親となること

を希望して養子縁組里親となった場合の子を追

加するものでございます。 

 第１５条は、介護休暇を分割して取得できる

ようにするというものでございます。介護休暇

につきましては、これまで、取得期間が連続す

る６月の範囲内において必要と認められる期間

というふうになっており、長期にわたって介護

が必要と見込まれる場合には、介護開始直後に

介護休暇を取得しにくいという事情がありまし

たので、これを解消するため、通算して６月の

範囲内であれば、３回まで分割して取得できる

ようにするというものでございます。 

 第１５条の２は、新たに一条を追加するもの

で、職員が職務を完全に離れることなく介護が

行えるように、介護時間という新たな休暇を新

設しまして、介護のため、連続する３年の期間

内において、１日の勤務時間を２時間まで短縮

できるようにするというものでございます。 

 施行日は、地方公務員の育児休業等に関する

法律、それから育児休業、介護休業等育児又は

家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の改

正法が施行されました平成２９年１月１日とい

たしております。 

 なお、ただいま説明をいたしました第８条の

２につきましては、児童福祉法も改正がなされ

まして、養子縁組里親の定義について見直しが

行われますことから、今回、当該部分の改正も

あわせて行いまして、改正法が施行されます平

成２９年４月１日にその改正部分については施

行するようにということでしております。 

 それでは、続きまして、議案第２２号の専決

処分の報告及びその承認について御説明をいた

します。 

 議案書は９ページからということになりま

す。 

 １０ページが専決処分書でございまして、内

容は、八代市職員の育児休業等に関する条例の

一部を改正する条例ということになります。 

 １１ページから１２ページまでがその改正文

ということになりますが、説明につきまして

は、先ほどと同様、ホチキスどめの２枚目です

ね、右肩に議案第２２号関係資料と書いており

ます資料に基づいて行わせていただきたいと思

いますので、よろしくお願いをいたします。 

 なお、１の改正及び専決処分の理由につきま

しては先ほどと同じでございますので、説明は

省略をさせていただきます。 

 ２の主な改正内容でございます。まず、第２

条は、非常勤職員の育児休業の取得の要件を緩

和するというものでございます。資料の下のほ

うに書いておりますイメージもですね、あわせ

て参考にしていただければと思いますけれど

も、これまで、養育する子が２歳になる日以降

も引き続き在職することが見込まれる非常勤職

員について育児休業が取得できるとしていたも

のを、子の年齢要件を１歳６カ月に緩和するこ

とで、育児休業を取得しやすくするものでござ

います。 

 また、第２条の２は、新たに一条を追加する

ものです。育児休業法において、条例で定める

とされた育児休業等の対象となる子について、

いわゆる養子縁組里親としての職員に委託しよ

うとしたが、実の親などの同意が得られなかっ

たため、養子縁組を目的としない養育里親とし

ての職員に委託された者を含めるよう定めるも

のでございます。 

 そのほかにつきましては、これまで１つの号

で規定していたものを分割したり、あるいは先

ほどの、八代市職員の勤務時間、休暇等に関す

る条例の一部改正で新たに設けました介護時

間、これを新設したことに伴いまして、必要な

改正を行うというものでございます。 

 施行日は、先ほどと同様に、改正法が施行さ

れました平成２９年１月１日といたしておりま
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す。 

 説明は以上でございます。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員長（堀口 晃君） ただいま説明が終わ

りました。 

 以上の部分について、一括して質疑を行いた

いと思います。質疑はありませんか。 

○委員（西濵和博君） １点だけですけれど

も、２１号関係でございます。介護に関連する

時間当たりの休暇がとれるという拡充かと思う

んですけれども、例えば、１日の勤務の中で終

業時前の２時間を介護にどうしても必要という

ことで職員が休まれるとします。しかしなが

ら、職場の仕事はとても繁忙で、時間外勤務を

常時やっている中において、この２時間休んだ

後、また職場に戻って時間外勤務をするという

場合にあってですね、心情的に休んで時間外と

るのはいかがしたもんかっていう本人の気持ち

が出て、あってはならないですけど、サービス

残業になってしまいはしないかなという懸念の

声もあるんですけれども、そこは問題ないとい

うことで、制度上認識してよろしいでしょう

か。 

○人事課長（白川健次君） 済みません、そこ

については、まだちょっと検討はしておりませ

んけれども、今、委員さんが言われたように、

基本的には休みをとった上で時間外をするとい

うのは、通常は認めていないというところでご

ざいます。ただ、今回につきましては、介護の

ために必要ということで、特に法律のほうも改

正される中で設けられた制度ということになり

ます。そういう休暇が取得しやすいような状況

ということを進めるためにも、そういったとこ

ろについては、済みませんけど、今後、検討を

させていただきたいと思います。 

○委員（西濵和博君） 働き方改革の本意から

しますと、誰も望んで介護をということはな

く、万やむを得ずということがあり、また仕事

は仕事で責任を持って勤めたいということがあ

るかと思うんですよね。で、今までの慣例から

いうと、仕事をしても、時間外勤務したと実績

があったとしても超勤手当は申請しないと、で

きないということは少し不合理さを感じますも

のですから、いろいろ法制度のあり方あたりも

鑑みて、慎重に、よりより方向で御検討いただ

ければと思います。要望とさせていただきま

す。 

 以上です。 

○委員長（堀口 晃君） ほかございません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（堀口 晃君） なければ、以上で質

疑を終了いたします。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（堀口 晃君） なければ、これより

採決いたします。 

 まず、議案第２１号・八代市職員の勤務時

間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

に係る専決処分の報告及びその承認について

は、承認するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（堀口 晃君） 挙手全員と認め、本

件は承認されました。 

 次に、議案第２２号・八代市職員の育児休業

等に関する条例の一部を改正する条例に係る専

決処分の報告及びその承認については、承認す

るに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（堀口 晃君） 挙手全員と認め、本

案は承認されました。（｢ありがとうございま

した」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第２７号・八代市報酬及び費用弁償条例

の一部改正ついて 

○委員長（堀口 晃君） 次に、条例議案の審
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査に入ります。 

 議案第２７号・八代市報酬及び費用弁償条例

の一部改正ついてを議題とし、説明を求めま

す。 

○首席審議員兼危機管理課長（濱本 親君） 

危機管理課の濱本です。よろしくお願いいたし

ます。座らせて説明させていただきます。

（｢どうぞ」と呼ぶ者あり） 

 ２３ページをお願いいたします。そして、配

付されてる資料をごらんください。（｢２３号

の資料ですか」と呼ぶ者あり）いや、２３ペー

ジ。（｢議案書です」と呼ぶ者あり）議案書の

２３ページ。（｢議案書とは別に別途配付して

ある」と呼ぶ者あり） 

 議案第２７号・八代市報酬及び費用弁償条例

の一部改正につきまして、配付資料をもとに御

説明申し上げます。 

 本市消防団員の報酬額は、県下１４市と比較

いたしますと、分団長の場合が１４市中９番

目、副分団長の場合が１１番目、部長及び班長

の場合が１２番目、団員の場合が１０番目とな

っており、他市と比べ低い位置づけとなってい

ることから、分団長以下の階級の報酬額を見直

し、消防団員の処遇を改善するため、条例の中

の別表第１、第２条関係を改正するものでござ

います。 

 下の表をごらんください。 

 消防団分団長から消防団団員までにおいて、

現行から一律５０００円の増額を行い、改正案

とするものでございます。なお、参考といたし

まして、市町村合併以降、消防団員の報酬額の

見直しは今回が初めてでありますとともに、平

成２５年１２月に消防団を中核とした地域防災

力の充実強化に関する法律の公布及び施行に伴

い、消防団員の処遇改善の通知が総務省消防庁

よりあっております。その後も、平成２６年４

月、平成２７年１２月、平成２８年１０月、平

成２９年１月に、同様に報酬を引き上げること

などの消防団員の処遇改善の通知が消防庁より

あっているところでございます。 

 説明についてはこれで終わります。御審議

方、よろしくお願いいたします。 

○委員長（堀口 晃君） ただいま御説明が終

わりました。 

 以上の部分について質疑を行います。質疑あ

りませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（堀口 晃君） ないようでございま

す。以上で質疑を終了いたします。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（堀口 晃君） ないようでございま

す。なければ、これより採決いたします。 

 議案第２７号・八代市報酬及び費用弁償条例

の一部改正ついては、原案のとおり決するに賛

成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（堀口 晃君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（首席審議

員兼危機管理課長濱本親君「ありがとうござい

ました」と呼ぶ） 

                              

◎議案第２８号・八代市消防団員の定員、任

用、服務等に関する条例の一部改正ついて 

○委員長（堀口 晃君） 次に、議案第２８号

・八代市消防団員の定員、任用、服務等に関す

る条例の一部改正についてを議題とし、説明を

求めます。 

○首席審議員兼危機管理課長（濱本 親君） 

では、座って説明させていただきます。 

 議案書２５ページをごらんください。で、配

付してる資料をごらんください。 

 議案第２８号資料で、八代市消防団員の定

員、任用、服務等に関する条例の一部改正につ

きまして、配付資料をもとに御説明申し上げま

す。 
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 山岳遭難に係る救助捜索活動につきまして

は、２次災害を防ぐため、出動する消防団員は

地元を管轄する消防団員でその業務に当たって

いるところでございますが、体力を非常に消耗

するとともに、危険と隣り合わせの活動であ

り、また出動時間が長時間に及ぶ場合や出動日

数が連続する場合があり、消防団員の負担が大

きい活動となっているところであります。 

 現行の条例におきましては、消防団員が水

害、火災、災害警戒、訓練などの職務に従事す

る場合には、１回につき１８００円を支給する

こととなっていますが、冒頭述べました山岳遭

難に係る救助捜索活動の実情を考慮いたしまし

て、２時間を超える活動時間を要した場合に加

算を行うことで消防団員の待遇を改善するた

め、条例改正をお願いするものでございます。 

 具体的に申しますと、資料の中ほどの参考を

ごらんください。参考してください。 

 １日において２時間までの山岳遭難に係る救

助捜索活動の場合は１８００円、以降２時間を

超え４時間までの場合は３６００円、４時間を

超え６時間までの場合は５４００円、６時間を

超える場合は７２００円となります。 

 また、現行条例第６条、第２項、なお、支給

の基準を別途定めるものとするにつきまして

は、支給基準を明確にすること、現行の定めが

存在しないため削除するものでございます。 

 説明につきましてはこれで終わります。御審

議方、よろしくお願いいたします。 

○委員長（堀口 晃君） ただいま説明が終わ

りました。 

 以上の部分について質疑を行います。質疑あ

りませんか。 

○委員（堀 徹男君） 質疑というよりも、こ

の山岳遭難だけに限らずですね、私は麦島とい

う球磨川を抱えているところに住んでるんです

けど、水難もですね、出動するんですよね。い

わゆる昔で言う、何とかっていう、探しってい

うのにですね。そういったものについてもです

ね、今後、手当というか、一般の、――もう船

を出したりするわけですよ。御考慮いただける

余地はあるのかなというふうに思いますけど、

いかがでしょうか。 

○首席審議員兼危機管理課長（濱本 親君） 

今後、私たちも事務局としていろいろ県内の状

況、そこをまた確認いたしまして、いろいろ検

討して、なるだけですね、処遇改善のほうには

努力していきたいと思います。（委員堀徹男君

「はい、わかりました」と呼ぶ） 

○委員長（堀口 晃君） ほか、ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（堀口 晃君） なければ、以上で質

疑を終了いたします。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

○委員（中村和美君） 山岳遭難というのは、

大変、捜索するのが体力が要ると思いますの

で、６時間以上の、で、金額は別にいいんです

が、幹部はやはり体調管理を、団員の管理をよ

ろしくお願いしときたいと思います。（首席審

議員兼危機管理課長濱本親君「ありがとうござ

います」と呼ぶ） 

○委員長（堀口 晃君） 以上ですか。 

○委員（中村和美君） はい。 

○委員長（堀口 晃君） ほか意見ございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（堀口 晃君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第２８号・八代市消防団員の定員、任

用、服務等に関する条例の一部改正ついては、

原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（堀口 晃君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（首席審議
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員兼危機管理課長濱本親君「ありがとうござい

ました」と呼ぶ） 

                              

◎議案第２９号・八代市個人情報保護条例等の

一部改正について 

○委員長（堀口 晃君） 次に、議案第２９号

・八代市個人情報保護条例等の一部改正につい

てを議題とし、説明を求めます。 

○企画政策課長（野々口正治君） 皆様、改め

まして、こんちには。（｢こんちには」と呼ぶ

者あり）企画政策課の野々口でございます。よ

ろしくお願いいたします。着座にて説明をさせ

ていただきます。 

 それでは、議案第２９号・八代市個人情報保

護条例等の一部改正について説明をさせていた

だきます。 

 議案書のほうは２７ページとなります。ま

た、説明に当たりましては、お配りしておりま

す、右肩に総務委員会議案第２９号関係資料と

記載しております資料のほうをごらんいただき

たいと思います。 

 まず、改正理由でございます。マイナンバー

利用範囲の拡大や活用を図りますとともに、マ

イナンバー制度の主たる担い手でございます地

方公共団体の要望等を踏まえまして、行政手続

における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律、以降、番号法と申します

が、こちらのほうが改正をされております。 

 これに伴いまして、八代市個人情報保護条例

等に引用いたしております番号法の条ずれ及び

号ずれへの対応、本市が条例で定めております

独自利用事務における情報提供ネットワークシ

ステムを使用した情報提供に関する規定の追

加、さらには独自利用事務の変更を行うもので

ございます。 

 それでは次に、今回の番号法の改正内容を御

説明いたします。 

 まず１点目といたしまして、地方公共団体が

条例に定めることで独自にマイナンバーを利用

する事務、すなわち独自利用事務につきまし

て、他行政機関等との間で情報提供ネットワー

クシステムを用いた情報連携が可能となりまし

て、番号法第１９条第８号が追加をされており

ます。 

 次に２点目といたしまして、独自利用事務で

情報提供ネットワークシステムを用いた特定個

人情報の提供を行う場合において、法定事務の

規定を準用する規定、提供した特定個人情報の

訂正を行った場合の通知先を追加する規定とい

たしまして、番号法第２６条が追加をされてお

ります。 

 最後に３点目といたしまして、地方公共団体

の要望等を踏まえまして、特定公共賃貸住宅に

関する事務が新たに法定のマイナンバー事務と

なっております。 

 以上、３点の番号法の改正に伴いまして、今

回、本市の関係条例の改正を行うものでござい

ます。 

 その内容について御説明をいたしますが、お

手元の資料で新旧対照表のほうがございますの

で、そちらのほうもあわせてごらんいただきた

いと思います。 

 まず、第１条関係で、番号法に新たに第２６

条が追加されましたことから、八代市個人情報

保護条例第２９条中に引用しております番号法

第２８条を法第２９条に改めるものでございま

ます。 

 続きまして、第２条関係で、番号法に新たに

第１９条第８号が追加されましたことから、八

代市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に

関する条例、第１条及び第５条に引用しており

ます番号法第１９条第９号を法第１９条第１０

号に改めるものでございます。 

 また、特定公共賃貸住宅に関する事務が新た

に法定事務となりましたことから、本市の独自

利用事務から削除するため、同条例の別表第１
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の表中から７の項を削りまして、８から９の項

までを１項ずつ繰り上げますとともに、同様

に、別表第２の表中からも６の項を削りまし

て、その後の項を１項ずつ繰り上げるものでご

ざいます。 

 続きまして、第３条関係といたしまして、独

自利用事務にて情報提供ネットワークシステム

を利用する際の規定といたしまして、法定事務

の場合の規定が準用されることとなりました。

これにより、八代市個人情報保護条例の一部を

改正する条例第２条第７号中、情報提供等記録

の用語の定義に番号法第２６条で準用する場合

の記録を追加いたしますとともに、提供した特

定個人情報の訂正を行った場合の通知先とし

て、独自利用事務で情報提供ネットワークシス

テムを使用する条例事務関係情報照会者及び条

例事務関係提供者を追加するものでございま

す。 

 最後に、施行の期日につきましては、第１

条、第２条関係につきましてが、番号法の改正

部分の施行に合わせまして、平成２９年５月３

０日からといたしまして、第３条関係につきま

しては、公布の日から施行することといたして

おります。 

 以上、御説明とさせていただきます。御審議

よろしくお願いいたします。 

○委員長（堀口 晃君） 説明が終わりまし

た。 

 以上の部分について質疑を行います。 

○委員（堀 徹男君） 今の御説明の中でです

ね、条例に追加されるということで、１９条の

８号が追加ということの説明がありましたよ

ね。もともと番号法が制定されたときには、こ

の８号という条文はなかったということですよ

ね。 

 で、他の行政機関とですね、情報提供ネット

ワークシステムを用いた情報連携が可能となる

規定というのは、これはもう後出しみたいなも

のですよね。本人の承諾、マイナンバーカード

を契約するというか、とるときには、こういう

条件はなかったわけですよね、大体がですね。

それでよって、マイナンバーカードつくりまし

たって、後でこういう情報連携も可能とします

なんていう規定がですよ、追加されるっちゅう

のは、これはいかがなもんかなっていう。野々

口課長に言ってもですね、しようがないんでし

ょうけど、という観点はありますよ。 

 それから、その他の行政機関というのが一体

どこを指してるのかっていうものですね。個人

情報がネットワークのシステム上でやりとりで

きるっちゅうことでしょう。本人の承諾なし

に。 

○企画政策課長（野々口正治君） 御質問につ

きましては、はい、おっしゃる部分でございま

して、マイナンバーにつきましては、国のほう

の制度に基づきまして社会保障分野ですとか、

税分野、あと災害対策の分野において、利便性

を図るという目的で始まった制度でございま

す。 

 こちらにつきまして、各地方公共団体がそれ

を活用した事務を進めておりますけど、条例に

基づいて行うそれぞれの自治体の独自利用事務

についても、今回、このそれぞれの自治体が持

っております情報を連携して使えることができ

るということが追加されたということでござい

ます。 

 こちらにつきましては、当然ながら非常にセ

キュリティーの高いシステム上でのことでござ

いますので、自治体間だけで外に漏れることは

ございません。 

 従来からの話にあったか、なかったかの部分

につきましては、より効率的な事務を図る上で

の措置だというふうに捉えております。 

 以上でございます。 

○委員（堀 徹男君） ここで言ってもしよう

がないことですけど、ちなみに、他の行政機関
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というのはどこを指してるんですか。 

○企画政策課副主幹兼行政改革係長（橋口伸一

君） 企画政策課の橋口と申します。よろしく

お願いいたします。 

 他の行政機関としましては、市町村でありま

したり、都道府県、国の行政機関、（｢全て」

と呼ぶ者あり）全ての行政機関等になります。

ほか、健康保険の保険者、年金保険者等になり

ます。 

 以上です。 

○委員（堀 徹男君） ありとあらゆるところ

に網羅されるっちゅうことですね。わかりまし

た。 

○委員長（堀口 晃君） ほか。 

○委員（西濵和博君） 関連ですけれども、私

自身の認識はですね、こういう運用のあり方っ

ていうのは、国はもう少し早い段階で私は想定

してたというふうに認識しておりました。今

回、降って湧いたようなことではなかったんじ

ゃないでしょうか。各自治体にもこういう運用

というのは、もう少し早い段階で国のほうから

お示しあってませんでしたでしょうか。 

○企画政策課副主幹兼行政改革係長（橋口伸一

君） もともとですね、番号法の第１９条第１

４号というのがございまして、その他これらに

準ずるものとして、個人情報保護委員会が規則

で定めるときというところで、個人情報保護委

員会のほうがそのあたりの規定のほうをしてお

りました。それが今回、番号法のほうで第８号

ということを明確に示したところでございま

す。 

○委員（西濵和博君） 恐らく、私の推察です

けれども、推察ですけど、全国の地方自治体は

こういう事態がやがて訪れるということは、お

おむね心積もりしてたところだというふうに思

います。余談ですけど、ここで終わります。 

○委員長（堀口 晃君） ほか質疑ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（堀口 晃君） なければ、以上で質

疑を終了いたします。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（堀口 晃君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第２９号・八代市個人情報保護条例等の

一部改正については、原案のとおり決するに賛

成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（堀口 晃君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございます」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第３１号・八代市市税条例等の一部改正

ついて 

○委員長（堀口 晃君） 次に、議案第３１号

・八代市市税条例等の一部改正ついてを議題と

し、説明を求めます。 

○理事兼市民税課長（硴塚康浩君） 市民税課

の硴塚です。よろしくお願いいたします。座り

まして説明させていただきます。 

 議案書の３１ページをお願いいたします。 

 議案第３１号・八代市市税条例等の一部改正

ついてです。 

 提案理由ですが、社会保障の安定財源の確保

等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方

税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等

の一部を改正する法律等の施行に伴い、住宅借

入金等特別税額控除の適用期限の延長、法人税

割の税率の引き下げの実施時期、軽自動車税に

おける環境性能割の導入時期等の変更等につい

て、条例の改正が必要であるためでございま

す。 

 ３２ページから改正規定ですけど、改正規定

ではわかりにくいと思いますので、その概要に

ついて、別紙の１枚物の資料で御説明いたしま
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す。右上に市民税課と書いてある資料ございま

すでしょうか。 

 まず、改正の理由ですが、これは先ほど述べ

ました提案理由と同じですので、省略させてい

ただきます。 

 次に、改正の内容ですが、１つ目が個人の市

民税で、アとして市民税の申告とありますが、

これは条例中に寄附金税額控除に関する記述が

あり、その対象となる特定非営利活動法人の一

つの名称が仮認定から特例認定に変わったこと

によるものです。 

 次にイの住宅ローン控除ですが、平成２７年

度の税制改正で、１回目の消費税引き上げ延期

をしたときに、適用期限を１年６カ月延ばし、

平成３１年６月３０日までとしましたが、今

回、再度消費税引き上げが２年６カ月延期され

たため、適用期限が３３年１２月３１日とな

り、適用期限までに居住の用に供すると、現行

制度では控除対象期間は１０年ですので、平成

４３年まで控除を受けることができるというこ

とでございます。 

 ２つ目の法人市民税ですが、これも消費税引

き上げと同時に法人税割の税率を現行の１２.

１％から８.４％に引き下げる予定でしたが、

消費税の引き上げが延期されたため、同様に、

施行年月日が平成３１年１０月１日となったも

のでございます。 

 ３つ目が軽自動車税についてです。アのグリ

ーン化特例ですが、平成２７年度中に排ガス及

び燃費に関して国が定めた基準に適合する新車

を買った場合、平成２８年度の軽自動車税が７

５％、５０％、２５％の３段階で軽減されまし

たが、このグリーン化特例を１年延長し、平成

２８年度中に基準適合車を買った場合、平成２

９年度の軽自動車税を同様に軽減するというも

のです。 

 イの環境性能割ですが、これも平成２８年度

税制改正で決まっていましたが、平成２９年４

月１日の消費税の引き上げ時に実施予定であっ

たため、消費税と同様に延期されるものです。

なお、環境性能割は、先ほどのグリーン化特例

で説明いたしました基準適合車を指し、それ以

外の車は種別割といいますが、現在の軽自動車

税を２つに分けることになります。この改正は

平成３１年１０月１日に施行され、環境性能割

については車の取得時に課税されることにな

り、種別割につきましては従来どおり４月１日

に賦課されます。 

 一番下に書いておりますとおり、（１）のイ

住宅ローン控除、（２）法人市民税、（３）イ

の軽自動車税の環境性能割の創設については、

２７年度及び２８年度の税制改正で行われたも

ので、一昨年、昨年の６月の当委員会で御説明

したものであり、今回は消費税率引き上げの実

施時期変更に対応するものでございます。 

 以上で説明を終わります。御審議のほど、よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（堀口 晃君） 説明が終わりまし

た。 

 以上の部分について質疑を行います。質疑あ

りませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（堀口 晃君） なければ、以上で質

疑を終了いたします。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（堀口 晃君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第３１号・八代市市税条例等の一部改正

ついては、原案のとおり決するに賛成の方の挙

手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（堀口 晃君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第３２号・八代市債権管理条例の制定に
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ついて 

○委員長（堀口 晃君） 次に、議案第３２号

・八代市債権管理条例の制定についてを議題と

し、説明を求めます。 

○納税課長（機智三郎君） こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）納税課の機で

ございます。よろしくお願いいたします。着座

しまして説明させていただきます。 

 議案書の３９ページをお開きください。 

 議案第３２号・八代市債権管理条例の制定に

ついてでございますが、提案理由としまして

は、市の債権の管理の適正を期するため、これ

に関する事務の処理について必要な事項を定め

るに当たり、条例を制定する必要があるためで

ございます。 

 総務委員会資料としまして、八代市債権管理

条例の解説をお配りしておりますが、そちらで

説明したいと思います。お手元にございますで

でしょうか。昨年９月の総務委員会でも、債権

回収一元化等検討状況の報告の中で債権管理条

例の検討方針を説明したところでございます

が、その方針に基づき作成したものでございま

す。 

 まず第１条は、目的としまして、債権管理の

事務処理について必要な事項を定めることによ

り、市の債権の管理の適正を期することとして

おります。 

 第２条は、定義としまして、市の債権、強制

徴収公債権、私債権等の意義を定めておりま

す。下の図にございますように、この条例で

は、地方税の例により滞納処分できる債権であ

る強制徴収公債権と、それ以外の非強制徴収公

債権及び私債権をあわせて、私債権等と定義し

ております。 

 ２ページになりますが、第３条の他の法令等

との関係では、債権管理の事務処理について、

法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除

くほか、この条例の定めるところによることを

規定しております。 

 第４条は、市長の責務としまして、法令又は

条例等で定めるところにより、市の債権を適正

に管理しなければならないと規定しておりま

す。 

 第５条は、台帳の整備としまして、市の債権

の適正管理のため、規則で定める事項を記載し

た台帳を備えることを市長に義務づけるもので

ございます。 

 第６条は、滞納者に関する情報の収集等とし

まして、滞納者の個人情報を市の債権管理に必

要な範囲内において法令等の規定に従い、他の

実施機関から収集し、又は同一の実施機関内に

おいて利用し、もしくは他の実施機関に対して

提供することができることを規定しておりま

す。これは、調査権がない私債権等におきまし

ても効率的に滞納整理が進められるように、法

令等の規定の範囲内で、市内部での個人情報の

相互利用などを可能とするものでございます。 

 ３ページになりますが、第７条の督促では、

債権の滞納者に対し、法令等の定めにより督促

することを市長に義務づけております。この督

促を行うことによって、滞納処分などの次のス

テップに進むことが可能となります。 

 第８条の強制徴収公債権の滞納処分等では、

強制徴収公債権の滞納処分や徴収猶予、滞納処

分の停止などの手続につきましては、法令等の

定めにより実施しなければならないことを規定

しております。 

 第９条の私債権等の強制執行等では、私債権

等の強制執行や債権等の保全及び取り立て、徴

収停止、履行期限の延長などの手続につきまし

て、地方自治法施行令の規定に基づき実施しな

ければならないことを規定しております。 

 ４ページになりますが、第１０条の私債権等

の放棄では、債務等が次の各号のいずれかに該

当するときは、当該私債権等を放棄することが

できることを規定しております。 
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 第１号は、破産法や会社更生法など、債務者

が法令の規定により免責を受けたとき。 

 第２号は、債務者が死亡し、その相続人が限

定承認をした場合において、その相続財産の価

額が強制執行をした場合の費用及び当該私債権

等に優先して弁済を受ける権利の金額の合計額

を超えないと見込まれるときでございますが、

この限定承認とは、相続で得た財産の範囲での

み債務を弁済するという相続の方法でございま

して、市の債権よりも優先する債権が多く、市

への弁済の見込みがない場合がこれに該当いた

します。 

 次に、第３号は、強制執行や破産、競売の措

置をとったにもかかわらず、完全に履行されな

かった場合で、この措置の終了後も無資力状態

又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済するこ

とができる見込みがないと見込まれるとき。 

 第４号は、徴収停止の措置をとった場合にお

いて、当該措置をとった日から相当の期間を経

過した後においても履行させることが著しく困

難又は不適当であると認められるとき。 

 第５号は、債務者が著しい生活困窮状態にあ

り、資力の回復が困難であると認められると

き。 

 第６号は、消滅時効に係る時効の援用を要す

る債権について、消滅時効に係る時効期間が満

了したときとしております。 

 債権は全額回収が原則ではございますが、債

権を効率的、合理的に管理するには、現実的に

回収不能な債権や、あらゆる手段を尽くしても

なお徴収の見込みがない債権につきましては、

債権の放棄を適正に行うことも必要なため、本

条におきまして限定した条件を定め、私債権等

の放棄を可能にするものでございます。 

 また、第２項としまして、前項の規定により

私債権等を放棄したときは、これを議会に報告

しなければならないと規定しております。 

 ５ページになりますが、第１１条は、委任と

しまして、この条例の施行に関し必要な事項は

規則で定めると規定しております。 

 最後に、附則としまして、施行期日と適用を

規定しております。施行期日は平成２９年４月

１日からで、施行の際、現に市が保有している

債権についても適用することを規定しておりま

す。 

 説明につきましては以上でございます。御審

議のほう、よろしくお願いいたします。 

○委員長（堀口 晃君） ただいま説明が終わ

りました。 

 以上の部分について質疑を行います。質疑あ

りませんか。 

○委員（西濵和博君） 説明資料の４ページで

すけれども、私債権等の放棄、第１０条につい

て、詳しくお尋ねしたいと思います。 

 １０条の６号のところに、消滅時効に係る時

効の援用を要する債権についてという説明があ

ります。この件については、隣の５ページのほ

うにもなお詳しく書いてあるところですけれど

も、私債権は時効期間が満了しても、時効の援

用がないと債権は消滅しない。以下続きます

が、ここのところをもう少し詳しく教えていた

だいてよろしいでしょうか。 

○納税課長（機智三郎君） 時効につきまして

はですね、通常、強制徴収公債権と呼ばれる税

金等ですね、につきましては、時効の援用等が

不要でございますが、私債権につきましては、

実際、時効期間が満了しても、債務者のほうが

時効を援用しますというような意思表示がない

と債権がなくならないというような状況になっ

ております。 

○委員（西濵和博君） 承知してます。債権が

自動消滅する場合って、私債権については時効

の援用を本人が申し出ないと債権は消滅しない

ということなんですが、この条例でそのことを

改めてうたっているっていうのは。うたってあ

りますけれども、あくまでも債権者が時効の援
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用を申し出ないと、なお債権は継続しますよと

いう取り扱いなんでしょうか。 

○納税課長（機智三郎君） いえ、この条例を

制定することによりまして、時効の援用がなく

ても消滅させることができるというような手続

です。 

○委員（西濵和博君） ここが肝かなと思って

ました。どの自治体もここが非常に悩ましかっ

たわけでありまして、このことをさらっていく

と、市民も気づかないというか、非常にちょっ

とデリケートな問題なもんですから、ここのと

ころは、どうこの条例を可決したら運用するか

は、その後の運用が非常に大事だなというふう

に思います。 

 承知しました。理解しました。 

○委員長（堀口 晃君） よろしいですか。 

 ほかありませんか。 

○委員（堀 徹男君） ちょっと１点だけ。 

 この条例をもとにですね、今後、取り組まれ

ていくと思うんですけど、非常にですね、大変

な仕事だと思うんですよね、債権の回収って仕

事はですね。で、予算のほうにも４５００万ぐ

らい、事務事業か何かっていうふうで上がって

ましたよね。（納税課長機智三郎君「はい」と

呼ぶ） で、通常民間ですと、こういった非常

にハードな仕事にはインセンティブっていうか

ですね、何がしかの手当みたいなのがつくと思

うんですけれども、行政にはそういうのはない

というふうに思うんですよね。何かこの職に当

たられる方にですよ、例えば、夜討ち朝駆けっ

ていうような言葉があるようにですね、勤務時

間中だけ行っとったって債権なんか回収できな

いんですよね。そういう仕事に取り組まれるこ

とに当たっては、何らかの手だてみたいなのは

期待できるんですかね。 

○納税課長（機智三郎君） 今現在におきまし

ては、特殊勤務手当ということで、納税者と直

接会って納税の交渉等を行った場合、わずかな

がら、１日当たり２５０円とか３００円だった

かと思いますが、その程度の手当はついてると

ころでございます。 

○委員（堀 徹男君） 業務の一環だけん、仕

事だけんていうことじゃあっとでしょうけど、

行くほうもですね、いい気がせん仕事なんです

よね。その辺はですね、十分職員さんのケアに

も努められてですね、やられてやっていただき

たいと思います。（納税課長機智三郎君「は

い、わかりました」と呼ぶ） 

○委員長（堀口 晃君） ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（堀口 晃君） ないようでございま

す。 

 以上で質疑を終了いたします。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

○委員（成松由紀夫君） 以前ですね、一般質

問をしたと思うとですけども、今、いろいろ意

見がありましたが、この条例見ても、市長が、

市長がっていうことが出てきますよね。で、以

前の市長さんのときに少し強権的、高圧的に受

け取られた件は、御存じと思いますけど、女性

のバッグをひっくり返したとかですね。で、や

っぱそういうところで、やはり滞納されて滞納

処分であったり、強制徴収、強制執行っていう

ことについては、行かれるほうもあれですけ

ど、やっぱり納めたくても納められないような

現状がある中で、いろんなものを持ち出されて

っていうときに、以前、謝罪された経緯もあり

ますよね。ですので、なかなかもらうものはも

らわなきゃいかん。しかし、その状況もしっか

り把握しながら、なるべくそういう高圧的、強

権的にならないようなところは心がけていただ

きたいという、要望しときます。 

○委員長（堀口 晃君） 意見でよろしいです

か。 

○委員（成松由紀夫君） はい。 

○委員長（堀口 晃君） 要望ですね。 
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 ほかございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（堀口 晃君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第３２号・八代市債権管理条例の制定に

ついては、原案のとおり決するに賛成の方の挙

手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（堀口 晃君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎平成２８年請願第７号・鉄道の安全・安定輸

送及び地域を支える鉄道の発展を求める意見書

の提出方について 

○委員長（堀口 晃君） 次に、請願・陳情の

審査に入ります。 

 当委員会に付託となっております、継続審査

の請願１件であります。 

 それでは、継続審査となっております、平成

２８年請願第７号・鉄道の安全・安定輸送及び

地域を支える鉄道の発展を求める意見書の提出

方についてを議題といたします。 

 要旨は文書表のとおりであります。本件につ

いて、御意見等はございませんか。前回お話を

したとおりでございますけど、何か。 

○委員（亀田英雄君） 採択してしかるべきも

のと思います。 

 以上です。 

○委員（堀 徹男君） さっきの予算案でも、

おれんじ鉄道に対する補助金というようなもの

がありましたけど、切り離されてですね、民営

化された鉄道会社っていうのが、もう自力でや

っていくちゅうのは非常に大変な運営を強いら

れてるわけですよね。ＪＲ九州とはいえども、

黒字が出てるということじゃないので、運営に

は大変苦労されてるというふうに思います。 

 できれば採択していただきたいと思います。 

○委員長（堀口 晃君） ほかございません

か。 

○委員（中村和美君） 気持ちはわかります

が、この中には災害復旧に備えた鉄道とか、鉄

道各事業者の車両を固定資産税を非課税にと

か、これ、ほかにもですね、やっぱり公共交通

というのはまたあると思いますので、なかなか

一概にこちらをというのは私はどうかなと思い

ますので、また継続で勉強させていただきたい

と私は思います。 

○委員長（堀口 晃君） ほかございません

か。 

○委員（成松由紀夫君） 先ほど、おれんじ鉄

道の話は出ましたが、ＪＲ九州の部分でです

ね、今、中村委員が言われたとおり、最後のこ

の固定資産税のところの文言がひっかかるんで

すよね。非課税とすること。 

 やっぱりこの文言が入っとるのを採択で通し

てしまうと、いろんなほかにもありますよね、

もう民営化されてるところであったりとか。そ

ういうところからすると、ちょっと公平性を欠

く部分に私は受けとめるところがあるので、審

議未了で、１回、またちょっとこの文言を考え

てもらってというのはどうかなというふうに。

審議未了でよかですか。 

○委員長（堀口 晃君） ちょっと小会をした

いと思います。 

（午後６時３３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後６時３８分 本会） 

○委員長（堀口 晃君） それでは、本会に戻

します。 

 ただいまのお話では、継続審査と審議未了、

それともう一つは、採決という部分でお話があ

りましたけども、今ちょっと小会している間に

いろいろ意見があったところでございます。 

○委員（成松由紀夫君） 審議未了ということ

でお話をしたんですが、そもそもこの請願、前
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回継続にしたときの話も１回しっかりちょっと

勉強を、勉強会というか、しっかりしようとい

うところで継続になっとった部分で、今、小会

中にも皆さんの意見、るる聞きますと、まだま

だちょっと勉強したほうがいいかなという部分

がありますので、先ほど、審議未了と申しまし

たが、継続審査でいかがかというふうに思いま

す。 

○委員長（堀口 晃君） ほかございません

か。 

○委員（亀田英雄君） 採択と言いましたが、

勉強する、したが、もっとですね、そういう意

味で、継続でお願いできればと思います。 

○委員長（堀口 晃君） わかりました。 

 それでは、継続審査というふうな御意見がご

ざいますので、ほかにございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（堀口 晃君） なければ、お諮りい

たします。 

 採決は挙手により行いますが、挙手しないも

のは反対とみなします。 

 平成２８年請願第７号・鉄道の安全・安定輸

送及び地域を支える鉄道の発展を求める意見書

の提出方については、継続審査とすることに賛

成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（堀口 晃君） 挙手全員と認め、本

件は継続審査とすることに決定いたしました。 

 以上で、付託されました案件の審査は全部終

了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は委員長に御一任をいただきたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（堀口 晃君） 異議なしと認め、そ

のように決しました。 

                              

◎所管事務調査 

・行財政の運営に関する諸問題の調査 

・総合計画の策定推進等に関する諸問題の調査 

○委員長（堀口 晃君） 次に、当委員会の所

管事務調査２件を一括議題とし、調査を進めま

す。 

 当委員会の所管事務調査は、行財政の運営に

関する諸問題の調査、総合計画の策定推進等に

関する諸問題の調査、以上の２件です。 

 このうち、行財政運営に関する諸問題の調査

に関連して、執行部から発言の申し出があって

おりますので、これを許します。 

○委員（亀田英雄君） 委員長、意見ばようご

ざいますか。 

○委員長（堀口 晃君） どうぞ。 

○委員（亀田英雄君） 今から財政計画を聞く

ような話なんですが、いろいろ当初予算でも財

政計画に言いましたし、今からばたばたやって

聞くような内容やなかろうというふうに考えっ

とですよ。で、公共施設等の管理計画とか、い

ろいろ聞きたい話も後にありますし、継続審査

した部分まだ残っておりますので、その辺の勉

強会とあわせてですよ、後日、ゆっくり聞けれ

ばいいのかなていうふうに考えるんですが、皆

さん、いかがですか。（｢異議なし」と呼ぶ者

あり） 

○委員長（堀口 晃君） 委員の皆さん、ほか

に何か御意見はございますか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（堀口 晃君） いいですか。はい。 

 せっかくお待ちいただいて大変申しわけない

んですが、今、時間が６時４１分。恐らく、こ

の八代市中期財政計画を念入りに調査しようと

すると、恐らく２時間ぐらいでは足らないとい

うふうに私も判断をしておるところです。そう

なると、夜の８時過ぎ、もしくは９時ぐらいま

でに皆さんを拘束しなければならないという状

況になるかもしれないので、きょうのこの時点
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において、次回、日程を改めて決めた後に、も

う一回、この八代市中期財政計画、――ほかの

部分もあわせてですね、勉強会をしたいという

ふうに思っておるところですが、よろしゅうご

ざいますか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員（前川祥子君） 今、委員長、２時間で

は多分終わらないだろうというお話でしたけ

ど、これはある程度ですね、時間を決めない

と、とめどもないようになってしまいますの

で、ぜひそこはですね、半日にするとか、そう

いうふうに。これはもうその後お考えになって

いただければよろしいんですが。 

○委員長（堀口 晃君） そうですね。この１

本ではなくて、恐らく総合計画の部分であった

りとか、また総合管理計画という部分もあわせ

ると、いろいろ時間がかかるかなっていうよう

なところがありますので、今の意見は了解いた

しました。 

○委員（成松由紀夫君） 今、前川委員おっし

ゃったとおりで、多分、きょうの話の中でも、

委員会の中でも、財政計画、財政計画ちゅう文

言はかなり出てるので、委員会の運営の進め方

はくれぐれも重ねてよろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（堀口 晃君） そうですね。はい、

了解しました。 

 ほかございませんか。 

○財政課長（尾﨑行雄君） 済みません、先ほ

どの予算のところで、森林保険の資料について

なんですが、それ、いかがいたしましょうか。

（｢もう終わったけど」｢それ次回でいいんじゃ

ないですか」｢うん、次回にしましょう、でき

れば」｢それは誰が請求したの」と呼ぶ者あ

り） 

○委員長（堀口 晃君） 請求、お答えがまだ

出てなかったからということで。 

○委員（堀 徹男君） いや、後でいいです

よ、皆さんあれだったら。私だけでも聞いとっ

てちゅうことなら。 

○委員長（堀口 晃君） じゃあ、そのように

お願いいたします。 

 執行部のほうから何かありますか。 

○財政課長（尾﨑行雄君） いえ。 

○委員長（堀口 晃君） よろしいですか。 

 それでは、そのほか、当委員会への所管事務

調査について、何かございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（堀口 晃君） なければ、しばらく

小会いたします。 

（午後６時４４分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後６時５１分 本会） 

○委員長（堀口 晃君） 本会に戻します。 

 次に、本委員会の管外行政視察についてお諮

りいたします。 

 本委員会の管外行政視察については、これを

実施したいと思いますが、御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（堀口 晃君） 異議なしと認め、そ

のように決しました。 

 ほかに何かございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（堀口 晃君） なければ、以上で所

管事務調査２件についての調査を終了いたしま

す。 

 次に、閉会中の継続審査及び調査の件につい

てお諮りいたします。 

 当委員会の所管事務調査２件及び請願１件に

ついては、なお審査及び調査を要すると思いま

すので、引き続き閉会中の継続審査及び調査の

申し出をしたいと思いますが、これに御異議は

ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（堀口 晃君） 異議なしと認め、そ

のように決しました。 
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 次に、本委員会の派遣承認要求の件について

お諮りいたします。 

 本委員会は、平成２９年５月９日から１１日

までの３日間、行財政の運営に関する諸問題の

調査、総合計画の策定推進等に関する諸問題の

調査のため、行政視察に参ることとし、視察先

及び視察内容については委員長に御一任いただ

き、関連予算の議決後、議長宛てに派遣承認要

求の手続をとらせていただきたいと思います

が、これに御異議ございませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（堀口 晃君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 以上で、本日の委員会の日程は全部終了いた

しました。 

 これをもって総務委員会を散会いたします。 

（午後７時００分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    平成２９年３月１７日 

総務委員会 

委 員 長 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


